
様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900107 ボイラー等の連続運転要領
に基づく運用の見直し

① 平成１４年３月２９日付け
基発０３２９０１８号「ボイラー
等の連続運転に係る認定制
度について」及び平成１４年６
月２１日付け基安安発第０６２
１００１号「ボイラー等の連続
運転認定要領に関する質疑
応答について」

② 同上

①連続運転認定事業場が「組織及び安全管
理」、「運転管理」、「保全管理」及び「自動制
御装置」について変更しようとする（軽微な変
更を除く。）場合は、所轄労働基準監督署長
の変更認定を必要とする。

②同上

①c
②b

①Ⅳ
②Ⅳ

① 認定事業場で変更を要する認定要件のう
ち安全管理、運転管理及び保全管理におけ
る人員の削減は、当該変更に伴い変更前と
同等の安全性が適正に担保されているか国
が確認する必要があるため、変更認定を受
ける必要がある。したがって、御要望につい
て、お応えすることは困難である。
② 平成15年度中にボイラー等の連続運転
の認定制度において、認定事業場で組織及
び安全管理、運転管理、保全管理、自動制
御装置等を変更する場合における、軽微な
変更として変更の認定を受ける必要がない
範囲について検討しているところであり、そ
の結果に基づき、通知を発出することとして
いる。

回答では、「平成15年度中にボイラー等の連
続運転の認定制度において、認定事業場で
組織及び安全管理、運転管理、保全管理、
自動制御装置等を変更する場合における、
軽微な変更として変更の認定を受ける必要
がない範囲について検討しているところであ
り、その結果に基づき、通知を発出すること
としている。」としているところであるが、通知
を平成１５年度中に発出することの可否につ
いて示されたい。

①c
②b

①Ⅳ
②Ⅳ

通知を平成15年度中に発出する予定であ
る。 5077011 任意団体 11

z0900108
ボイラー及び第一種圧力容
器に係る補修時の変更届の
見直し（事後届出の容認）

労働安全衛生法第８８条第１
項、ボイラー及び圧力容器安
全規則第４１条及び昭和４８
年３月１９日付け基発第１４５
号「労働安全衛生法関係の
疑義解釈について」

　労働安全衛生法令においては、建設物や
機械等の設置届等の審査を行い、法令に違
反する事実がある場合は工事の開始を差し
止め又は計画の変更等を命ずることができ
ることとされており、計画の変更等が必要な
場合においても事業者が設備の設置後に改
善を要することがないよう工事開始の30日
前までに届け出るものとされている。

ｃ Ⅰ

　労働安全衛生法令においては、建設物や
機械等の設置届等の審査を行い、法令に違
反する事実がある場合は工事の開始を差し
止め又は計画の変更等を命ずることができ
ることとされており、計画の変更等が必要な
場合においても事業者が設備の工事に改善
を要することがないよう工事開始の30日前ま
でに届け出るものとされているところである。
　また、届出期間が短縮化され、設備の設置
後に計画の変更等を命じることとなった場
合、労働者は、変更等が命じられ改善がなさ
れるまでの期間、危険な状態にさらされたま
まで作業を行うことになる。このような状態は
労働者の安全の確保という観点から容認で
きないものであり、計画の届出期間を短縮す
ることはできない。
　しかしながら、ボイラー及び第一種圧力容
器に異常があり新しいものと取り替える場合
等急を要する工事については事態の緊急性
に鑑み、計画の届出を速やかに審査し、安
全衛生上問題がないと判断される場合に
は、計画の届出後30日を経過しない間に工
事を開始できることとしている。

回答では、「しかしながら、ボイラー及び第一
種圧力容器に異常があり新しいものと取り
替える場合等急を要する工事については事
態の緊急性に鑑み、計画の届出を速やかに
審査し、安全衛生上問題がないと判断され
る場合には、計画の届出後30日を経過しな
い間に工事を開始できることとしている。」と
しているところであるが、「安全衛生上問題
がないと判断される場合」の具体的な基準
があれば示されたい。

ｃ Ⅰ 労働安全衛生法関係法令等に違反していな
いかどうかを判断基準とする。 5079002

社団法人日本
化学工業協会
規制緩和等検
討部会

11

z0900109 ボイラー及び第一種圧力容
器の最小厚さの見直し

労働安全衛生法第３７条及び
ボイラー構造規格第９条及び
圧力容器構造規格第１１条

　ボイラー及び第一種圧力容器の圧力を受
ける胴等の板の最小厚さは計算厚さにそれ
ぞれ付け代又は腐れ代を加えることとしてい
る。

ｄ Ⅲ

　胴その他圧力を受ける部分に使用する板
の最小厚さについては、腐食又は摩耗が予
想されない材料の場合、ボイラーの付け代
及び第一種圧力容器の腐れ代を０とするこ
とが可能である。

ボイラー及び第一種圧力容器の最小厚さの
基準について、通達等により一層の周知を
図ることについて具体的に検討し、示された
い。

ｄ Ⅲ 既存の通達等により引き続き周知を図りた
い。 5079003

社団法人日本
化学工業協会
規制緩和等検
討部会

11

z0900110 エネルギー分野に係る法規
制の整備

毒物及び劇物取締法第２条
等

労働安全衛生法第５７条、第
５７条の２

毒劇法上原体たるメタノールについては、劇
物に該当し、製造、輸入、販売について行政
機関への登録、取扱責任者の設置、譲渡の
際の表示義務が課せられている。

労働安全衛生法においては、メタノール及び
メタノールを含有する製剤を譲渡、提供等す
る者に対して、①容器又は包装に一定の情
報を表示、②相手方への情報の通知を義務
付けているものである。

現在、総合規制改革会議事務室を通じて、
提案主体に対し要望の趣旨等について確認
中であり、明らかになり次第検討を行う。

＜Ｐ＞ 5074016 カナダ 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 81 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900107 ボイラー等の連続運転要領
に基づく運用の見直し

z0900108
ボイラー及び第一種圧力容
器に係る補修時の変更届の
見直し（事後届出の容認）

z0900109 ボイラー及び第一種圧力容
器の最小厚さの見直し

z0900110 エネルギー分野に係る法規
制の整備

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5077 5077011 任意団体 11 ボイラー等の連続運転要領
に基づく運用の見直し

　コンビナート事業所においては、
①管理部門の人員減は変更申請扱いと規
定されているが、軽微な変更扱いにする。
（現に運転管理部門の１ポスト減が変更扱い
で手続きを行った）
②自動制御装置の変更も変更申請に該当
するが、安全サイドに変更する場合は軽微
な変更扱いにする。

　平成１４年６月２１日付厚生労働省労働基
準局安全衛生部安全課長通知の「ボイラー
等の連続運転認定要領に関する質疑応答
について」で安全管理部門、運転管理部門、
保全管理部門（以下「管理部門」という）の組
織人数が減少した場合や「ボイラー等の２年
連続運転に係る事前審査申請書」で記載し
ている内容に変更があった場合に該当し、
変更申請が必要とされている。

①人員の減少は自動化投資や業務の見直
し等により安全確保を前提に進められるもの
であり、このような運用は硬直的で経済のグ
ローバル化にそぐわないと考える。
②自動制御の変更については、マイナス面
の変更は問題があるが、より安全サイドへの
変更は軽微な変更として実質的に問題ない
と考える。
③特にコンビナート事業所にあっては高圧ガ
ス法認定等も取得しており技術レベルだけ
でなくこれら認定からもリスクアセスメント（事
後評価も含め）を徹底して行っており認定の
主旨である自主保安・自己責任から考えて
そぐわないと思われる。
【効果】
　変更申請業務の簡素化により、より迅速な
組織、事業運営が図られ、生産性、国際競
争力の強化が図れる。

平成１４年６月２１日付（基安
安発第０６２１００号）厚生労
働省労働基準商安全衛生部
安全課長通知「ボイラー等の
連続運転認定要領に関する
質疑応答について」

厚生労働省

5079 5079002

社団法人日本
化学工業協会
規制緩和等検
討部会

11
ボイラー及び第一種圧力容
器の補修時の変更届につい
て

ボイラー及び第一種圧力容器の補修時にお
いて、工事着工の30日前の届出が必要であ
るため、早期に補修が実施できない。

補修は一般的に急を要するケースが多いた
め、工事後の届出を認めてもらいたい。 労働安全衛生法 厚生労働省

5079 5079003

社団法人日本
化学工業協会
規制緩和等検
討部会

11 ボイラー及び第一種圧力容
器の最小厚さの見直し

ボイラー及び第一種集圧力容器の最小厚さ
は腐れ代を含んだ値で管理することが義務
づけられている。一方、高圧ガス機器（高圧
ガス保安法）は腐れ代を含まない値で管理
することが認められている。高圧ガス保安法
の考え方に統一してもらいたい。

同じ圧力容器であるのでボイラー及び第一
種圧力容器についても高圧ガス機器と同じ
考え方での最小厚さの管理を認めていただ
きたい。

労働安全衛生法、ボイラー・
圧力容器構造規格 厚生労働省

5074 5074016 カナダ 11 エネルギー分野に係る法規
制の整備

特に、カナダは日本に以下の法規制を検討
するよう強く要請致します。
①マイクロタービンや燃料電池などの分散
発電用発電機の取扱主任者配備を義務づ
ける電気事業法と消防法
②メタノールの燃料電池用の使用、給油、取
扱主任者配備、製品の表示を規制する毒劇
物取締法、労働安全衛生法、消防法

日本経済の回復にとってエネルギー部門が
果たす大きな重要性を考慮し、カナダは日本
に、エネルギー・電力部門の規制改革に関
する目標達成に向けて前進し続けるようお
勧め致します。自由化された同部門におけ
る公正で透明な規制は、さらに開かれた市
場を形成し、市場の現実を反映する投資や
価格信号を通じた十分な資源の配分をもた
らすでしょう。現在、日本の電力市場は、大
きなマーケットシェアを有し、日本の下請け
業者と長年にわたる関係を持つ大手電気事
業者によって支配されています。

経済産業省
総務省
厚生労働省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 82 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900111
アウトソーシング事業に対応
した衛生管理者選任規制の
緩和

労働安全衛生法第12条
労働安全衛生規則第７条

常時５０人以上の労働者を使用する事業場
は、その事業場に専属の衛生管理者を選任
しなければならない。

ｂ

　職場の衛生管理体制の確保・向上を一層
図るという観点から、事業場に直接雇用され
ていない者を衛生管理者として選任すること
について、その可能性を検討し、平成１６年
度中に結論を得ることとしている。

5021292
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0900111

（上記の続き）

アウトソーシング事業に対応
した衛生管理者選任規制の
緩和

5021292
社団法人日本
経済団体連合
会

12

z0900112
民間企業の労働者に対する
年次有給休暇付与日数と取
得方法の変更

労働基準法第39条

使用者は、雇入れの日から起算して６箇月
継続勤務し全労働日の８割以上出勤した労
働者に対して、１０労働日の年次有給休暇を
与えなければならず、その後１年間が経過
するごとに全労働日の８割以上出勤した労
働者に対して、１日又は２日を加算した年次
有給休暇を与えなければならない。雇入れ
の日から６年６箇月以後経過した労働者に
は上限である２０労働日の年次有給休暇を
与えなければならない。

ｃ Ⅰ

　年次有給休暇の法定付与日数の上限20
日に至るまでの勤続期間は平成10年の労働
基準法改正により、従前より4年間短縮され
ており、現在これ以上短縮することについ
て、労使双方の合意が得られていないもの
と考える。
　労働者に義務を課すことは、労働者の保
護を目的とした法制度の枠組みで行うのは
困難である。

平成１０年の労働基準法改正から５年経過
していることも踏まえ、年次有給休暇の法定
付与日数の上限２０日に至るまでの勤続時
間の短縮について再度検討することの可否
についての見解如何。

ｃ Ⅰ

平成１０年の労働基準法改正により年次有
給休暇の法定付与日数の上限２０日に至る
までの勤続期間が６年６箇月間とされたが、
経過措置が設けられていたため、当該改正
内容が施行されたのは平成１３年４月１日で
あり、施行から２年強しか経過していないと
ころであるが、前回回答のとおり、要望に応
えることは困難である。

5029001
市民団体　日
本ゆとり休暇
の会

11

z0900113 解雇の金銭解決制度の創設 ｂ Ⅰ

  解雇のいわゆる「金銭的解決制度」につい
ては、昨年末の労働政策審議会建議におい
て、このような制度を設けることが必要であ
る旨の提言をいただいたところである。
  しかしながら、その後、その申立の要件や
金銭の額等の在り方について、労使をはじ
めとする関係者から様々な意見が出されて
いることから、今後、同建議を踏まえ、関係
者の意見も十分に踏まえつつ、引き続き検
討を行っていきたいと考えている。

5078003 東京商工会議
所 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 83 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900111
アウトソーシング事業に対応
した衛生管理者選任規制の
緩和

z0900111

（上記の続き）

アウトソーシング事業に対応
した衛生管理者選任規制の
緩和

z0900112
民間企業の労働者に対する
年次有給休暇付与日数と取
得方法の変更

z0900113 解雇の金銭解決制度の創設

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021292
社団法人日本
経済団体連合
会

11
アウトソーシング事業に対応
した衛生管理者選任規制の
緩和【新規】

　第二種衛生管理者の資格を有する者が衛
生管理者となりうる事業所内において設置
する衛生管理者を、その事業所の社員のみ
ならず、業務委託を受けた会社の社員にも
認めるべきである。

　会社組織の再編・合理化が進む中で、自
社の社員でなければならないというファシリ
ティー管理者の選任要件が、業務のアウト
ソーシング化を阻害してきたが、今般、エネ
ルギー管理者、電気主任技術者について
は、自社以外の外部有資格者からの選任を
容認する旨の閣議了解がなされ、事態の改
善に向けた取り組みが大きく前進した。
　ついては、このような取組みの拡充を図る
ため、衛生管理者についても、その選任要
件の緩和を図るべきである。本件について、
厚生労働省は慎重な姿勢を崩していない
が、例えば、以下のような内容の業務委託
契約をモデルケースとして定めた上で、その
要件を満たすような契約を締結した場合に
おいては、外部有資格者から選任することを
認めるべきである。

労働安全衛生法第12条
労働安全衛生規則第７条 厚生労働省

　事業者は、事業場ごとに、その事業場に専
属し、かつ第一種、第二種衛生管理者等の
資格を有する者の中から、衛生管理者を選
任することとされている。

5021 5021292
社団法人日本
経済団体連合
会

12

（上記の続き）

アウトソーシング事業に対応
した衛生管理者選任規制の
緩和【新規】

（上記の続き）

①アウトソーシングの一環として衛生管理者
の業務を受託するものであること
②委託主である事業者と受託会社との間で
責任及び権限の範囲を明確に定めること
③事業者から衛生管理者へ直接指揮命令
を下せるような体制を構築すること
④業務受託会社の社員が当該事業場の社
員に対して、直接指示できるような体制を構
築すること
⑤衛生管理者が専属で常駐する事業場を明
確にすること
⑥事業場の実態に係わる知識等を予め衛
生管理者に熟知させること

厚生労働省

5029 5029001
市民団体　日
本ゆとり休暇
の会

11
民間企業の労働者に対する
年次有給休暇付与日数と取
得方法の変更

民間企業の使用者は、労働者に採用初年度
より年間２０労働日の有給休暇を付与する。
労働者はこのうち年間１０労働日は継続した
有給休暇として取得することを義務とする。

公務員は、新規採用でも初年度より年間２０
日間の有給休暇が付与されており、労働基
準法の適用される独立行政法人などでも採
用初年度より年間２０日間の休暇が付与さ
れている。民間企業の労働者には採用初年
度は年間１１日間の休暇を付与すればよい
制度となっており、公務員より年間９日間労
働日が多く、年間２０日間の休暇が付与され
るまでは６年以上の勤務が必要で、転職を
すると再度年間１１日間となる。公務員に準
ずるよう、この格差を是正してほしい。また、
年間約９日の有給休暇しか取得できていな
いので、完全取得となるよう、年間１０労働
日は継続した有給休暇としての取得を義務
つけてほしい。

労働基準法第３９条 厚生労働省

経済産業省サービス政策課の委託による財
団法人自由時間デザイン協会からの報告書
によると、年次有給休暇の実取得日数は約
９日であり、平均付与日数（約１８日）の５割
に満たないが、完全取得をすると１４８万人
の雇用創出効果があり、１１．８兆円の経済
活性化効果があることが報告されている。

5078 5078003 東京商工会議
所 11 解雇の金銭解決制度

解雇無効の際、「労働者の原職復帰」でな
く、労使双方からの申し立てを受けて使用者
の「一定の金銭の支払い」による「裁判上の
雇用契約の終了」を制度化する。

解雇無効後の原職復帰は、職場の人間関
係も修復不可能な場合が多く、使用者にとっ
ても、当該従業員にとっても、金銭による解
決が望ましい。また使用者側から金銭解決
を申し出ることによって、問題解決が迅速に
行われ、労使双方に過度な労力を避けるこ
とが可能となる。

厚生労働省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 84 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900114 従業員解雇に係る規定の一
層の明確化 労働基準法第18条の２

第１５６回通常国会において平成１５年６月２
７日に成立した「労働基準法の一部を改正
する法律」において、「解雇は、客観的に合
理的な理由を欠き、社会通念上相当である
と認められない場合は、その権利を濫用した
ものとして、無効とする。」との条文が追加さ
れ、平成16年1月1日より、施行されることと
なっている。

ｃ Ⅰ

  今般成立した改正労働基準法において
は、解雇に関する基本的なルールとして、い
わゆる「解雇権濫用法理」を法律上明記する
こととし、「解雇は、客観的に合理的な理由
を欠き、社会通念上相当であると認められな
い場合は、その権利を濫用したものとして、
無効とする。」との規定を新設し、解雇に関
するルールの明確化を図ったところである。
  なお、経済的な理由による解雇も含め、解
雇に至る事情や解雇の理由は、個々の事案
によって千差万別であることから、今回新設
した規定中の「客観的に合理的な理由を欠
き、社会通念上相当であると認められない
場合」の内容を、より具体的に規定すること
は困難である。

5072010 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

z0900115 産業別最低賃金の廃止

最低賃金法第11条、第16条、
第16条の4
昭和56年７月31日付け基発
第49号

　産業別最低賃金は、関係労使の申出を経
て、基幹的労働者を対象として、最低賃金審
議会が地域別最低賃金より金額水準の高い
最低賃金を必要と認めるものについて設定
されている。
　現在、全国で２４６件設定されており、４００
万余の適用労働者の賃金の最低額を保障
している。
　また、地域別最低賃金は、公労使三者構
成の審議会での議論を踏まえ、都道府県ご
とに地域の実情に応じて設定されている。

ｂ Ⅰ

  産業別最低賃金は、労働条件の向上又は
公正競争の確保の観点から、①関係労使の
申出を経て、②基幹的労働者を対象として、
③最低賃金審議会が地域別最低賃金より
金額水準の高い最低賃金を必要と認めるも
のについて設定されている。
　現在、全国で２４６件設定されており、４００
万余の適用労働者の賃金の最低額を保障
している。
　産業別最低賃金は、労使の申し出により、
産業ごとの公正な労働基準を設定し、これを
組合を組織していない事業場の労働者に及
ぼすことにより、①パートタイム労働者等に
代表される低賃金労働者の労働条件を向上
させるとともに、②産業内における公正競争
を確保するという重要な役割を果たしてい
る。
　厚生労働省としては、労使双方の意見を
踏まえつつ、中長期的見地から産業別最低
賃金の在り方につき検討していくことが重要
と考える。
  なお、地域別最低賃金においても、毎年、
最低賃金に関する実態調査結果など各種統
計資料を十分参考にしながら、労働者の生
計費、類似労働者の賃金、通常の事業の賃
金支払能力の３要素を考慮して公労使三者
構成の審議会での議論を踏まえ、各都道府
県ごとに地域の実情に応じて適正に決定さ
れているところである。

実施時期を明確化することは可能か、御検
討いただきたい。 ｂ Ⅰ

  産業別最低賃金は、労働条件の向上又は
公正競争の確保の観点から、①関係労使の
申出を経て、②基幹的労働者を対象として、
③最低賃金審議会が地域別最低賃金より
金額水準の高い最低賃金を必要と認めるも
のについて設定されている。
　現在、全国で２４６件設定されており、４００
万余の適用労働者の賃金の最低額を保障
している。
　産業別最低賃金は、労使の申し出により、
産業ごとの公正な労働基準を設定し、これを
組合を組織していない事業場の労働者に及
ぼすことにより、①パートタイム労働者等に
代表される低賃金労働者の労働条件を向上
させるとともに、②産業内における公正競争
を確保するという重要な役割を果たしてい
る。
　なお、厚生労働省としては、平成１６年度
中に産業別最低賃金の在り方につき労使双
方の意見を踏まえた検討を開始することとし
たいを考えている。
  なお、地域別最低賃金においても、毎年、
最低賃金に関する実態調査結果など各種統
計資料を十分参考にしながら、労働者の生
計費、類似労働者の賃金、通常の事業の賃
金支払能力の３要素を考慮して公労使三者
構成の審議会での議論を踏まえ、各都道府
県ごとに地域の実情に応じて適正に決定さ
れているところである。

5021008
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0900115 産業別最低賃金の廃止

最低賃金法第11条、第16条、
第16条の4
昭和56年７月31日付け基発
第49号

　産業別最低賃金は、関係労使の申出を経
て、基幹的労働者を対象として、最低賃金審
議会が地域別最低賃金より金額水準の高い
最低賃金を必要と認めるものについて設定
されている。
　現在、全国で２４６件設定されており、４００
万余の適用労働者の賃金の最低額を保障
している。

ｂ Ⅰ

産業別最低賃金は、労働条件の向上又は
公正競争の確保の観点から、①関係労使の
申出を経て、②基幹的労働者を対象として、
③最低賃金審議会が地域別最低賃金より
金額水準の高い最低賃金を必要と認めるも
のについて設定されている。
　現在、全国で２４６件設定されており、４００
万余の適用労働者の賃金の最低額を保障
している。
　産業別最低賃金は、労使の申し出により、
産業ごとの公正な労働基準を設定し、これを
組合を組織していない事業場の労働者に及
ぼすことにより、①低賃金労働者の労働条
件を向上させるとともに、②産業内における
公正競争を確保するという重要な役割を果
たしている。
　厚生労働省としては、労使双方の意見を
踏まえつつ、中長期的見地から産業別最低
賃金の在り方につき検討していくことが重要
と考える。

実施時期を明確化することは可能か、御検
討いただきたい。 ｂ Ⅰ

産業別最低賃金は、労働条件の向上又は
公正競争の確保の観点から、①関係労使の
申出を経て、②基幹的労働者を対象として、
③最低賃金審議会が地域別最低賃金より
金額水準の高い最低賃金を必要と認めるも
のについて設定されている。
　現在、全国で２４６件設定されており、４００
万余の適用労働者の賃金の最低額を保障
している。
　産業別最低賃金は、労使の申し出により、
産業ごとの公正な労働基準を設定し、これを
組合を組織していない事業場の労働者に及
ぼすことにより、①低賃金労働者の労働条
件を向上させるとともに、②産業内における
公正競争を確保するという重要な役割を果
たしている。
　なお、厚生労働省としては、平成１６年度
中に産業別最低賃金の在り方につき労使双
方の意見を踏まえた検討を開始することとし
たいと考えている。

5078004 東京商工会議
所 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 85 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900114 従業員解雇に係る規定の一
層の明確化

z0900115 産業別最低賃金の廃止

z0900115 産業別最低賃金の廃止

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5072 5072010 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11 従業員解雇に係る規定の一

層の明確化

EUは、マネジメントの柔軟性と経営の効率性
を高めるために、従業員の解雇に関する規
定を一層明確化するよう提案する。経済的
理由による解雇について、受け入れ可能な
根拠を定める明確なルールが導入されなけ
ればならない。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

1.1.海外直接投資(FDI)につながるようなビジ
ネス環境のさらなる改善

並びに、

1.1.3.人的資源

による。

厚生労働省

5021 5021008
社団法人日本
経済団体連合
会

11 産業別最低賃金の廃止【新
規】

　産業別最低賃金制度は廃止すべきであ
る。

　地域別最低賃金において賃金の低廉な労
働者の最低額は保障されており､産業別最
低賃金は屋上屋を重ねるものである。また、
経済のグローバル化による産業空洞化が進
むなかで、産業別最低賃金が数多く設定さ
れている｢ものづくり産業｣は極めて厳しい状
況にあり、もはや産業別最低賃金制度を維
持する時代ではない。

最低賃金法 厚生労働省

　産業別最低賃金は、特定の産業につい
て、関係労使が基幹的労働者を対象として、
地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃
金を定めることが必要と認めるものについて
設定されており、各都道府県ごとに全部で
249の最低賃金が定められている。

5078 5078004 東京商工会議
所 11 最低賃金制度の見直し

「地域別最低賃金」が定着している現在、
「産業別最低賃金」はこれに屋上屋を架すも
ので廃止する。

企業の支払能力の根幹である収益は、景気
動向など経営環境に左右されるため、最低
賃金もそれら背景を考慮した水準で推移す
べきである。従って「地域別最低賃金」はそ
れらを考慮すべきであり、「産業別最低賃
金」は廃止すべきである。

厚生労働省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 86 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900116 障害者雇用に係る「除外率」
の見直し

障害者の雇用の促進等に関
する法律（昭和35年法律第
123号）第43条及び障害者の
雇用の促進等に関する法律
施行規則第６条

障害者の雇用については、全ての事業主が
一定割合の身体障害者又は知的障害者（以
下「障害者」という。）を雇用する義務を負う
べきところ、障害者が就業することが困難で
あると認められる職種の労働者が相当の割
合を占める業種については除外率を設定
し、事業主が雇用しなければならない法定雇
用障害者数を算定する際の基礎となる常用
雇用労働者の計算に当たり、その労働者数
から除外率に相当する労働者を控除するこ
とで雇用義務を軽減している。また、障害者
雇用納付金制度においては、障害者雇用に
伴う事業主の経済的負担の調整を図る目的
で雇用率未達成企業から納付金を徴収し、
雇用率達成企業に対して調整金等を支給し
ているが、現在、この納付金の算定に当た
り、暫定的に除外率を適用としているところ
である。

ｃ Ⅰ

  除外率制度については、ノーマライゼー
ションの理念から見て問題があること、職場
環境の整備等が進んでいる実態と合わなく
なっていること等から、平成14年５月に公布
された「障害者の雇用の促進等に関する法
律の一部を改正する法律（平成14年法律第
35号）」により廃止に向けて段階的に縮小す
ることとされ、平成16年４月１日よりその第１
段階として全業種一律10％ずつ引き下げる
こととされていることから、「除外率」の引上
げは困難である。

5069009 社団法人全日
本トラック協会 11

z0900117 障害者雇用調整金・報奨金
の授受方法の拡大

障害者の雇用の促進等に関
する法律（昭和35年法律第
123号）第44条第１項、第45条
第１項及び第50条第１項

障害者雇用率の適用に係るグループ適用の
認定を受けている企業については、グルー
プ全体に係る調整金・報奨金の支給をいわ
ゆる親事業主に対して全額支給している。

ｃ Ⅰ

　障害者の雇用の促進等に関する法律の一
部を改正する法律（平成14年法律第35号）
により、近年の企業の分社化や統合等企業
組織の再編の活発化に対応するため、平成
14年10月１日から特例子会社制度を企業グ
ループに適用し、本来、個々の事業主ごとに
課される障害者の雇用義務をグループ全体
として適用することが可能となった。
　この趣旨は、いわゆる親会社に障害者雇
用推進者を置くこととするなど、親会社に一
定の責任を負わせ、親会社が中心となって、
特例子会社や関係会社を含めたグループ全
体として障害者雇用を進めることを促進する
ことであり、グループ全体を同一の企業体と
擬制しているものである。
　このような考え方に基づき、グループで雇
用された障害者は親会社が雇用しているも
のとみなすこととしているため、調整金の支
給はグループとして親会社に支給されること
となっており、また、グループ全体として雇用
率が達成できない場合については、親会社
が納付金を支払うこととなっていることから、
調整金・報奨金についてのみグループ内の
会社に分配して支給するという形は適当で
はないものである。
 なお、関係会社が特例の利益を享受しえな
い場合は、本来の趣旨に沿って個々の事業
主に雇用率が適用されるよう、特例認定の
範囲から除く形にすることが可能である。

要望者は、調整金・報奨金が必ず親会社へ
支給されることには問題があるという認識の
もと、グループが指定する企業が支給を受
けることも可能とするべき、と要望していると
ころであり、要望に沿って今一度検討された
い。

ａ Ⅳ

　特例子会社制度は親会社が中心となって
特例子会社や関係会社を含めたグループ全
体として障害者雇用を促進するものであり、
グループ全体を同一の企業体と擬制してい
るものである。そのため、調整金の支給はグ
ループとして親会社に支給されることとなっ
ているが、親会社が調整金の支給を受ける
ために申告書を提出する際に、調整金の受
け取りをグループ内の会社の１つとすること
は、この趣旨に反することがないことから、
可能とするものである。
（提案主体からはこの旨の対応で了解を得
ているところである。）

5021013
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0900118 勤労者財産形成制度の見直
し

租税特別措置法第４条の２、
第４条の３
勤労者財産形成促進法第６
条第３項､第５項、第６項、第
７項、第14条の２
勤労者財産形成促進法施行
令第14条の26、第42条の３
勤労者財産形成促進法施行
規則第25条の３

①預入れ機関の自由な変更について、一般
財形貯蓄については、加入後３年以上経過
すれば可能であるが、財形年金貯蓄及び財
形住宅貯蓄については、金融機関が破綻し
た場合等、一定の事由に該当した場合に預
替えを認めているところである。
②財形事務代行の受託について、財形法
上、事業主の規模にかかわらず、事務代行
団体を含め他者に事務を委託することがで
きると規定しているところである。

①b
②e

①Ⅰ
②Ⅳ

①預入れ機関の自由な変更について、財形
年金貯蓄及び財形住宅貯蓄は、事業主が
天引き業務を引き受ける金融機関を利用し
て、老後の生活の安定のための所得の確
保、持家の取得等のために計画的な財産形
成を行うものであり、金融機関が破綻した場
合等、客観的に貯蓄の継続が不可能になる
ような場合を除き、同一金融機関において貯
蓄を継続することを条件に利子等の非課税
という税制上の優遇措置が講じられていると
ころである。
　この預入れ機関の変更を「破綻リスクを回
避」する場合にまで拡張することについて
は、利子等の獲得のみを指向した商品変更
や課税回避等、制度本来の趣旨を逸脱する
運用を認めることになる可能性があることか
ら、現時点においては極めて困難と考えられ
る。
　なお、財形制度については、労働政策審議
会勤労者生活分科会基本問題懇談会で制
度全般にわたり、その在り方も含め見直しを
進めているところであり、預入れ機関の一層
の自由化について検討することとしている。
②財形事務代行の受託について、「勤労者
財産形成促進法第１４条の②（事務代行団
体への事務の委託）の規定の趣旨等につい
て」（平成１５年１１月２７日付労働基準局長
名通達）において、財形法上、事業主の規模
にかかわらず、事務代行を含め他者に事務
を委託することができる旨を明確化し、周知
したところである。

預け入れ機関の一層の自由化について検
討することとしているが、預け入れ機関の変
更も含めて検討を行い、平成16年度中に措
置することについて、回答をいただきたい。

b Ⅰ

財形制度については、現在、労働政策審議
会勤労者生活分科会基本問題懇談会にお
いて、制度のあり方も含めた制度全般に係
る議論を進めているところであり、預入れ機
関に係る課題についても、制度全般に係る
議論を踏まえ、税務当局との間で調整を行
いつつ、総合的に検討する必要があり、さら
には法令改正の必要があることから、平成１
６年度中に措置することは困難である。

5021014
社団法人日本
経済団体連合
会
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（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 87 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900116 障害者雇用に係る「除外率」
の見直し

z0900117 障害者雇用調整金・報奨金
の授受方法の拡大

z0900118 勤労者財産形成制度の見直
し

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5069 5069009 社団法人全日
本トラック協会 11 障害者雇用に係る「除外率」

の見直し 障害者雇用に係る「除外率」の引上げ
道路貨物運送業の障害者雇用除外率→４
０％（道路旅客運送業の障害者雇用除外率
→７５％）

トラック運送事業従事者の約８割は現場作
業員であり、貨物の積込み、積卸し等労働
負担が多い。そのような中で、障害者を雇用
するに適した職場が極めて少なく、障害者雇
用に係わる除外率を少なくともバス・タクシー
と同程度にしていただきたい。

厚生労働省　障害者の雇用
の促進に関する法律　第１４
条

厚生労働省

5021 5021013
社団法人日本
経済団体連合
会

11 障害者雇用調整金・報奨金
の授受方法の拡大【新規】

　雇用率をグループ算定した場合でも、障害
者雇用調整金・報奨金は、障害者雇用人数
割等で、各企業毎での授受をも可能とすべ
きである。

　昨年10月の法改正の目的は、特例子会社
の活用である。関係子会社の雇用率が親会
社に合算されると、従来関係子会社が受給
していた調整金・報奨金は親会社が受給す
ることになる。親会社が受給した調整金・報
奨金を関係子会社へ分配する際には、課税
対象となる。関係子会社が法定雇用率を達
成している場合は、課税面等でのデメリット
のみが発生することになる。

障害者雇用促進法 厚生労働省

　昨年10月の法改正で、障害者雇用のため
に設けた特例子会社を保有する企業が、関
係する子会社も含めて障害者雇用を進める
場合に、企業グループでの雇用率算定が可
能となった。しかし、雇用率をグループ算定
した場合、障害者雇用調整金・報奨金は、親
会社が一括して授受することになっている。

5021 5021014
社団法人日本
経済団体連合
会

11 勤労者財産形成制度の見直
し

①預入れ機関を自由に変更できるようにす
べきである。
②財形事務代行の受託に関する要件を緩
和すべきである。具体的には、受託主体に
ついては、現行の中小企業関連要件を廃止
し、適正な事務処理を行うことが可能であ
り、かつ経営が安定している企業であれば
財形事務代行の受託を認めるようにすべき
である。　なお、2003年度中に、事務を委託
することができる事業主の要件が緩和され
る見通しであるが、上記の点についても、早
急に実施すべきである。

①金融の自由化や経済環境の変化に伴っ
て、金融機関の競争が激化しており、金融機
関の破綻リスクを回避するために、金融機
関を自由に選択できるようにすべきである。
②構造改革の一環として、分社化やアウト
ソーシング等、会社組織の再編･合理化が進
められており、人事･給与関連業務の内、グ
ループ企業各社の財形事務を、グループ内
の一社で一括処理できれば、事務効率化な
らびに人件費の低減を図ることが可能とな
る。

租税特別措置法第４条の２、
第４条の３
勤労者財産形成促進法第６
条第３項､第５項、第６項、第
７項、第14条の２
勤労者財産形成促進法施行
令第14条の26、第42条の３
勤労者財産形成促進法施行
規則第25条の３

厚生労働省

①財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄は、金融機
関の経営破綻等、一定の事由に該当する場
合にしか預替えが認められていない。なお、
一般財形貯蓄は、加入後３年以上経過すれ
ば預替えが可能となっている。
②受託できる事務代行団体は、当該中小企
業が構成員となっている事業主団体であっ
て、厚生労働大臣の指定するもの(中小企業
団体等)に限られている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 88 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900119
ハローワークにおけるフラン
チャイズの独立オーナー募集
の登録の可能化

職業安定法第４条第１項
（昭和２２年法律第１４１号）
「この法律において「職業紹
介」とは、求人及び求職の申
込みを受け、求人者と求職者
との間における雇用関係の
成立をあつせんすることをい
う。」

（注）ここでいう「雇用関係」と
は、「報酬を支払って労働力
を利用する使用者と労働力を
提供する労働者との間に生
ずる使用従属の法律関係」を
指す。

　フランチャイズの独立オーナーの募集につ
いて、ハローワークにおいては、「求人」とし
て受理を行うことはできない。

ｃ
一部ｂ Ⅳ

　職業紹介は、雇用関係の成立のあっせん
を内容とするが、フランチャイズのオーナー
については、雇用関係が成立しないため、そ
の募集を職業紹介のための求人申込として
受理することは、困難である。
　しかしながら、今後、フランチャイズのオー
ナーの募集に関する情報の提供の方法につ
いて検討する。

フランチャイズのオーナー募集に関する情報
提供の方法について検討することとしている
が、平成16年度までに実施することの可否
について、改めて検討されたい。

＜P＞ 5021015
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0900120 ハローワークの雇用情報の
求人事業者への公開

職業安定法第５条の４（求職
者等の個人情報の取扱い
職業安定法第５１条の２（秘
密を守る義務等）

公共職業安定所は、求職者の個人情報を収
集・保管し、使用する場合には、業務の目的
の達成に必要な範囲内で収集し、収集の目
的の範囲内で保管、使用しなければならな
いこととされており、収集した情報を公共職
業安定所において、雇用関係の成立のあっ
せんを適正に行うために保管・使用してい
る。
　ただし、本人の同意がある場合には、これ
に限らず情報は提供することとしている。

ｄ

　求職情報を求人者に提供するためには、
個人情報の保護を図る観点から、求職者の
同意を得ることが必要不可欠である。
　しかしながら、現在でも、求職者の同意を
得て、求職者情報シートを求人者の閲覧に
供する等の措置を講じているところである。

求職者情報シートの求人者に対する閲覧に
ついて、より一層の周知啓発を図ることにつ
いての見解如何。

ｄ 求職者情報シート等に関する、周知を図りた
い。 5123004 社会福祉法人

鞍手会 11

z0900121
社団法人長野県経営者協会
が行う無料職業紹介事業の
許可制から届出制への移行

職業安定法第３３条第１項
無料職業紹介事業を行おうとする者は、事
業所ごとに、厚生労働大臣の許可を受けな
ければならない。

a・c Ⅰ

○　職業紹介事業の許可制から届出制への
移行については、労働政策審議会において
平成１３年８月より本年にかけて行った職業
紹介事業制度全体の在り方についての見直
しの中で検討したところ、不適格な業者の参
入を排除することにより事業運営の適格性
を確保し、求職者の利益を保護する観点か
ら、原則として許可制を維持することが必要
とされたところである。
○　一方、団体としての適正性が他の制度
により確保されており、かつ、無料職業紹介
事業の対象者が限定されていることにかん
がみると、事業運営の適格性に問題が少な
いと考えられることから、特別の法律に基づ
いて設立された一定の法人については、届
出で無料職業紹介事業を行うことができるこ
ととする結論が出され、これを踏まえた改正
職業安定法が第１５６回国会において成立し
たところであるが、社団法人については、他
の制度による担保がないこと等から、求職者
保護の観点から、届出制とすることは困難で
ある。
○　しかしながら、許可制の下で職業紹介事
業者が、その事業運営を機動的に実施でき
るよう、許可の単位を事業所単位から事業
主単位とし、事業所の設置については、届出
制とする改正職業安定法が平成１６年３月１
日に施行される予定である。

要望者は、企業を構成員とする社団法人で
ある長野県経営者協会がその構成員のた
めに行う無料職業紹介事業について、許可
制から届出制に移行することを要望し、貴省
の回答において、社団法人は他の制度によ
る担保がないこと等から求職者保護の観点
から困難とされていることについて、具体的
にどのような点で求職者の利益を損なうもの
かについて解明を求めている。
上記の要望を踏まえ、改めて検討のうえ、ご
回答いただきたい。

a・c Ⅰ

○　社団法人については、設立許可におい
て、一定の財産的基礎を持つことが要件とさ
れていないことに加え、法人としてどのような
事業を本来実施することとなっているかが、
定款により様々であるため、商工会議所等
特別の法律に基づいて設立された法人と異
なり、職業紹介事業を実施する上で必要な
法人としての適正性が、民法において制度
的に担保されているとは言えず、求職者は、
適正な職業紹介を受けることができない等
求職者の保護に欠ける事態が発生しうる。
○　こうした求職者保護の観点から、社団法
人の行う無料職業紹介事業については、当
該法人の適正性や事業運営の適格性につ
いて、許可制において個別に判断していく必
要があるものと考えている。

5119010 長野県 11

z0900122 技能検定における学科試験
の免除

職業能力開発促進法施行規
則第６５条

①　試験の免除を受けることができる者につ
いては、職業能力開発促進法施行規則第６
５条において規定されており、同規則別表第
５に定められた訓練を修了した者は学科試
験の免除を受けることができることとされて
いる。
　当該訓練は、公共職業能力開発施設にお
いて実施されるもののほか、事業主等によっ
て認定職業訓練として実施されるものもあ
り、訓練によっては通信制訓練となっている
ものもある。

ｄ -

　既に、事業主等が実施している一定の訓
練の修了者に対して、同規則の規定に基づ
き学科試験の免除を行っているところであ
る。

5021016
社団法人日本
経済団体連合
会

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 89 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900119
ハローワークにおけるフラン
チャイズの独立オーナー募集
の登録の可能化

z0900120 ハローワークの雇用情報の
求人事業者への公開

z0900121
社団法人長野県経営者協会
が行う無料職業紹介事業の
許可制から届出制への移行

z0900122 技能検定における学科試験
の免除

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021015
社団法人日本
経済団体連合
会

11
ハローワークにおけるフラン
チャイズの独立オーナー募集
の登録【新規】

　フランチャイズの独立オーナーの募集を、
ハローワークが求人として受け付けるべきで
ある。

　求人情報の拡大により、就業の促進につ
ながる。

職業安定法
職業安定法施行規則 厚生労働省

　ハローワークでは、求人情報は雇用のみ
受け付けており、フランチャイズの独立オー
ナーの掲示はできない。

5123 5123004 社会福祉法人
鞍手会 11 ハローワークの雇用情報を求

人事業者に公開する。

求職者情報が求人事業者に情報が公開さ
れていない場合があり、直接事業者と個人
が面談や電話で雇用条件の確認ができな
い。

求職者で、求人事業者と直接面談を希望す
る人には事業者に個人の求職情報を公開す
る。

ハローワークには求職者情報がファイルして
あるが、個人の守秘義務という理由で事業
者には公開されていない為、求職者と事業
者とが直接労働条件などの交渉が出来な
い。その為、雇用が促進されずハローワーク
の恣意的裁量で、特定の事業者のみに公開
されたりされなかったりしているのではなか
ろうかとの疑念が生じる。

職業安定法51条2（守秘義
務）
個人のプライバシーを守ると
いう理由

厚生労働省

当法人のマイナス情報のみを求職者に知ら
されている事を採用者より聞き、事実を発
見。
有資格者、ｹｱ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰや看護師等の求職
希望者と直接労働条件を交渉する事が出来
ず、人員確保が難航している。
それらの事柄から、ハローワークに対して疑
念を持つようになった。

添付資料　第三号　3-4

第七号　「構造改革活動レポート」
第八号　「社会福祉法人鞍手会理事評議委
員会　議事録内容」　参照

5119 5119010 長野県 11
社団法人長野県経営者協会
が行う無料職業紹介事業の
許可制から届出制への移行

職業紹介事業について、特別の法律に基づ
いて設立された団体に加え、（社）長野県経
営者協会など都道府県経営者協会に対して
も、許可制から届出制に移行することにす
る。

（社）長野県経営者協会がその構成員のた
め無料職業紹介事業を実施する。
（社）長野県経営者協会は、長野県内の主
要企業を構成員とし、長年にわたりさまざま
な社会活動を行ってきている公益法人であ
る。
なお、本提案については、長野県経営者協
会が、全国的な課題であるとして、法律上職
業紹介が可能となるよう、日本経団連に問
題提起を行っているところである。

（社）長野県経営者協会は、今年度は厚生
労働省からの委託を受け、「失業なき労働移
動」を目指し、求人・求職情報の提供などを
行う「長野県地域労使就職支援機構」を立ち
上げるなど雇用対策に積極的に取り組んで
いる。同協会は、その構成員である企業の
経営状況や求める人材状況を的確に把握で
きる立場にあり、無料職業紹介事業を行うこ
とが、雇用の流動化、ひいてはミスマッチの
解消につながるものである。以上から、事業
運営の適格性が明らかである（社）長野県経
営者協会については、商工会議所、農協等
特別の法律に基づいて設置された団体と同
様に届出制に緩和する規制の特例を提案す
る。

職業安定法第33条 厚生労働省

5021 5021016
社団法人日本
経済団体連合
会

11 技能検定における学科試験
の免除【新規】

①業界団体や試験実施団体が開催する所
定の講習会を修了した者について学科試験
を免除すべきである。
②検定３級試験の受験資格を、工業高校の
１年生及び２年生にも認めるべきある。

　技能検定の趣旨、ものづくりの振興、もの
づくりへの若年者の関心の向上、技能承継
の重要性などからみて、所定の講習修了者
には学科免除の特典を与えてよいと考えら
れる。
　検定３級試験の受験資格については、工
業高校の１年生、２年生にも受験資格を認め
ることで、学習目的、将来の進路も明確とな
り、悪化する高卒者の就職環境の改善に結
びつく。

職業能力開発促進法
職業能力開発促進法施行令 厚生労働省

　技能検定試験では、学科試験と実技試験
の両方に合格した者に対し、合格証と技能
士資格が与えられる。
　検定３級試験は工業高校生の受験を視野
に入れたものだが、「卒業見込み」の３年生
に限定して受験資格が与えられている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 90 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900122

（上記の続き）

技能検定における学科試験
の免除

職業能力開発促進法施行規
則第６４条の４

②　３級技能検定の受検資格については、
職業能力開発促進法施行規則第６４条の４
において規定されているが、これを改正し、
平成１６年４月１日より、検定職種に関する
職業高校、職業能力開発施設等で教育・訓
練中の全ての者に３級技能検定の受検資格
を付与することとしている。

ａ Ⅲ
　平成１６年４月１日より、工業高校の１年
生、２年生にも３級技能検定の受検資格を
付与することとしている。

5021016
社団法人日本
経済団体連合
会

12

z0900123
キャリア形成促進助成金（訓
練給付金）の支給対象の拡
大

雇用保険法第63条第１項、第
２項
雇用保険法施行規則第125
条の２、第125条の３第２項第
２号
雇用･能力開発機構一般業務
方法書第231条キャリア形成
促進助成金支給要領第６条

現状、キャリア形成促進助成金において、事
業内訓練にかかる講師経費の助成対象は、
部外の者に限っている。

ｃ Ⅳ

①について
　企業内訓練は、本来的には当該企業の負
担の下に行われるべきものであるが、キャリ
ア形成促進助成金（訓練給付金（訓練経費
助成））は、こうした企業の取組を促進する観
点から、企業が労働者に対し専門的な能力
を付与するために行う訓練に要する費用等
として、特に費用負担を行った場合（講師謝
金、会場借料、教材費等）に限り、その一部
に対して助成を行う制度となっている。しかし
ながら、部内者（自社従業員）を講師とした
場合には、通常の業務の一環として行われ
る性格が強く、企業側において講師謝金・手
当等の特別の負担が生じるものではない。
仮に、当該講師時間分の賃金につき講師謝
金・手当分としての評価を行うとした場合に
は、当該申請内容の妥当性の評価や真実
性の確認等を行うことが必要となるが、こうし
た確認等は実務的にも困難である。また、不
正受給等の事態を招くおそれがあることも踏
まえると、部内者（自社従業員）の講師謝金
を新たに支給対象とすることは困難である。

②について
　キャリア形成促進助成金は、専門的能力
等を付与するための能力開発等の促進を目
的とした制度であることから、定年退職者
（再雇用）による講習であることのみをもって
高率助成を行うことは、当該制度趣旨に適
合せず困難である。

①要望者は、内部講師〔社員）がもっぱら講
師として勤務し、通常の業務に全く関与して
いないことが確認できる場合に助成すること
を求めており、社外講師が研修を行う場合と
実質的に異ならないと考えられることから助
成対象に含めるべきと考えるが、貴省の見
解如何。
②要望者は、定年退職者であることのみを
理由とした高率助成を求めているのではな
く、「高度な技術をもった」定年退職者につい
て高率助成を求めている。この点を踏まえた
回答をいただきたい。

ｃ Ⅳ

①について
　内部講師については、従業員という身分を
有しているため、通常の企業活動を全く行っ
ていないことを確認することが不可能であ
り、適正な助成を行うことが困難となる。な
お、平成１４年１２月９日の参議院決算委員
会においては、「不正受給等が発生したこと
を重く受け止め審査の厳格化、実地調査の
充実、適切な制度設計等により雇用保険三
事業の適正な実施に万全を期すべき」と警
告決議がなされたところであり、客観的な確
認等が不可能なものに対して支給を行うこと
は、当該国会決議にも反することになる。

②について
　本助成金は、専門的職業能力等を付与す
るための能力開発の促進を目的とした制度
であるため、現行制度上、そもそも助成の対
象となる訓練は、「高度な技術をもった者」
（職業訓練指導員免許を有する者その他当
該教育訓練の科目、職種等の内容について
専門的知識又は技能を有する者）によって
行われる専門的な訓練に限定している。こう
した前提を踏まえた上で、当該専門的な訓
練が、定年退職者（再雇用者）によって行わ
れることのみをもって高率助成を行うことは、
当該制度趣旨に適合しないものであると考
えている。

5021017
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0900124 移動高年齢者等雇用安定助
成金の受給要件の緩和

雇用保険法施行規則附則第
17条の4第2項第2号、第3号

移動高年齢者等雇用安定助成金の受給要
件として、①「事業再構築事業主」又は「事業
再構築事業主の総社員又は総株主の議決
権の過半数を占めている事業主」により、総
社員又は総株主の議決権の過半数を占め
られている事業主であること、②労働協約等
により６５歳以上定年制若しくは継続雇用制
度を定めていること、又は定年の定めをして
いないこと、あるいは、労働協約等により事
業再構築事業主より１年以上長い定年制又
は継続雇用制度を定めていること、が求めら
れている。（雇用保険法施行規則附則第１７
条の４第２項第２号・第３号）

ｆ Ⅲ

　本要望を実現するには新たな財源措置が
必要であり、税財源措置の優遇を求めるも
のであることから、対応不可。

要望者は、不正受給の防止に配慮しつつ
も、企業の実態に応じて要件を緩和すべきと
の認識に立った上で、現状の６５歳以上の継
続雇用等の要件を課すのは厳しいという状
況のもと、親会社と同等とすべき、と要望し
ているものであり、このことも踏まえて今一
度検討いただきたい。

ｆ Ⅲ

　本要望を実現するには新たな財源措置が
必要であり、税財源措置の優遇を求めるも
のであることから、対応不可。
　なお、本助成金は、親会社よりも１年以上
長い定年制又は継続雇用制度の導入を要
件とすることにより、親会社よりも長く働き続
けられる環境づくりを促し、高齢者の継続雇
用の推進を図るという趣旨に立っている。仮
に、親会社と同等の条件下で継続雇用する
場合にまで助成するとすれば、何ら継続雇
用の推進が図られることなく、実質的には単
なる親子会社間での人事配置について助成
するものとなり、本助成金の趣旨を没却する
ため不適当である。

5021018
社団法人日本
経済団体連合
会

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 91 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900122

（上記の続き）

技能検定における学科試験
の免除

z0900123
キャリア形成促進助成金（訓
練給付金）の支給対象の拡
大

z0900124 移動高年齢者等雇用安定助
成金の受給要件の緩和

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021016
社団法人日本
経済団体連合
会

12

（上記の続き）

技能検定における学科試験
の免除【新規】

厚生労働省

5021 5021017
社団法人日本
経済団体連合
会

11
キャリア形成促進助成金（訓
練給付金）の支給対象の拡
大【新規】

①対象職業訓練の講師となった企業の内部
者（不正受給防止のため一定の要件を付
す）に対する講師手当について、外部講師
謝金手当と同様、訓練給付金の支給対象に
加えることを認めるべきである。
②内部講師が定年退職者の再雇用による
者である場合には、支給率を一定程度上乗
せすべきである。

　専門的な知識や技能については、国家資
格を別にすれば、適当な外部講師が少な
い。むしろ企業内部の人材の方が講師とし
て適任であることが多い。また、高度な技術
をもった定年退職者を活用するとともに、技
術の承継が円滑化され、企業の技術力の向
上につながる。

雇用保険法第63条第１項、第
２項
雇用保険法施行規則第125
条の２、第125条の３第２項第
２号
雇用･能力開発機構一般業務
方法書第233条
キャリア形成促進助成金支給
要領第６条

厚生労働省

　訓練給付金は、対象職業訓練（年間職業
能力開発計画に基づきその雇用する被保険
者に専門的な知識若しくは技能を追加して
習得させることを内容とする職業訓練）に係
る被保険者に支払った賃金の額及び対象職
業訓練に要した経費の負担に応じ支給され
るが（雇用保険法施行規則第125条の３第２
項第２号）、その運用において、対象職業訓
練に要した経費である講師謝金手当は外部
講師へのものしか認められていない。

5021 5021018
社団法人日本
経済団体連合
会

11
移動高年齢者等雇用安定助
成金の受給要件の緩和【新
規】

①「議決権の過半数」（雇用保険法施行規則
附則第17条の４第２項第２号）の要件を緩和
し、事業再構築事業主またはその親会社の
連結財務諸表における持分法適用関連会
社まで対象となるよう認めるべきである。
②雇用保険法施行規則附則第17条の４第２
項第３号の要件を緩和し、事業再構築事業
主あるいはその親会社と同等の定年制また
は継続雇用制度を有していることとすべきで
ある。

　企業はグループ価値の最大化を目指し連
結経営強化を図っており、グループ内での労
働力の最適配分を念頭に、グループ全体と
しての雇用確保の観点から、高年齢者等の
移動出向を行っている。助成金の対象を商
法上の子会社に限定すると、グループにお
ける労働力の配分に歪みをもたらすおそれ
がある。
　事業再構築事業主あるいはその親会社の
支配下にある高年齢者等の受け入れ企業
において、事業再構築事業主あるいはその
親会社より有利な定年制などを採用してい
ることを要求することは現実的ではなく、制
度の適用を事実上不可能にするものであ
る。

雇用保険法施行規則附則第
17条の４第２項第２号、第３号 厚生労働省

　移動高年齢者等雇用安定助成金の受給
要件として、①事業再構築事業主あるいは
その議決権の過半数を占めている事業主に
より、議決権の過半数を占められている事
業主であること、②労働協約等により65歳以
上の定年制または継続雇用制度を定めてい
ること、あるいは、労働協約等により事業再
構築事業主より１年以上長い定年制または
継続雇用制度を定めていること、が求められ
ている（雇用保険法施行規則附則第17条の
４第２項第２号・第３号）。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 92 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900125 60歳定年退職時の手続きの
簡素化

雇用保険法施行規則第７条
第１項
雇用保険法施行規則の一部
を改正する省令（平成15年厚
生労働省令第166号）による
改正前の雇用保健法施行規
則第１４条の２第１項
「雇用保険法等の一部を改正
する法律及び関係省令の施
行に伴う雇用保険業務の運
営について」（平成７年３月３
１日付け職発第281号）別添
「高年齢雇用継続給付業務
取扱要領」Ⅱの１（１）①イ

　事業主は、その雇用する被保険者が離職
した場合に、離職の日の翌日から起算して１
０日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届
に雇用保険被保険者離職証明書を添えて、
事業所の管轄安定所に提出しなければなら
ない。
　事業主は、その雇用する被保険者が６０歳
に到達したときは、六十歳到達時の翌日か
ら起算して１０日以内に、雇用保険被保険者
六十歳到達時賃金月額証明書を事業所の
管轄安定所に提出しなければならない。
　６０歳に到達した時点で離職した場合、雇
用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証
明書と雇用保険被保険者離職証明書の作
成を行う基準となる日が同じとなる場合は、
原則として雇用保険被保険者離職証明書の
みの作成を行うこととしている。

ｅ

　以下のとおり、規制自体が存在しないため
事実誤認。
・６０歳に到達した時点で離職した場合、雇
用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証
明書と雇用保険被保険者離職証明書の作
成を行う基準となる日が同じとなる場合は、
原則として雇用保険被保険者離職証明書の
みの作成を行うこととしている。
・６０歳に到達した時点と離職日が異なる場
合は、雇用保険被保険者六十歳到達時賃
金月額証明書と雇用保険被保険者離職証
明書の両方を作成することになるが、雇用
保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明
書は６０歳に達した日以前の賃金支払状況
等を記入するものであるのに対して、雇用保
険被保険者離職証明書は離職日以前の賃
金支払状況等を記入するものであるので、
そもそも両者の記載内容は重複しない。
　なお、本年５月１日に雇用保険法等の一部
を改正する法律（平成１５年法律第３１号）が
施行されたことに伴い、被保険者が６０歳以
後最初に離職した場合における賃金日額の
算定の特例が廃止されたことを踏まえ、被保
険者が６０歳に到達したとき等に事業主が公
共職業安定所長に対して雇用保険被保険者
六十歳到達時等賃金証明書を提出する義
務を廃止し、被保険者が高年齢雇用継続給
付の支給申請を行う際に提出すれば足りる
こととすること等を内容とする雇用保険法施
行規則の一部を改正する省令（平成１５年厚
生労働省令第１６６号）を平成１６年１月１日

5021019
社団法人日本
経済団体連合
会
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z0900127 労災保険の適用事業所に関
する規制

労働保険の保険料の徴収等
に関する法律第９条

　労働保険の適用徴収手続については、労
働保険の保険料の徴収等に関する法律第９
条により、事業主が同一の場合、一定の要
件に該当し、かつ、行政庁の認可があった
場合に二以上の事業を一の適用事業とする
制度（継続事業の一括制度）が設けられてい
る。

ｄ
　労働保険の適用徴収手続については、継
続事業の一括制度を用いれば一括申請が
可能となっている。

要望内容は、事業の種類が異なる場合にお
いても継続事業の一括制度を可能としてい
ただきたいというものである。要望の趣旨等
を踏まえ、改めて検討されたい。またその実
施時期等についても示されたい。

ｃ

　労働保険料の額は、賃金総額に保険料率
を乗じて算出することとなっており、労災保
険の保険料率は、事業の種類ごとに災害率
等に応じて定めることにより、事業主の負担
の公平を図っている。よって、事業の種類が
異なる場合は、労災保険の保険料率が異な
ることから、労働保険料の額を一括して算出
することができないので、一括制度は不可能
である。また、事業の種類及び労災保険の
保険料率が異なる場合でも継続事業の一括
を可能とし、いずれか一つの事業の種類に
一括させることは、事業主の費用負担の公
平性を害し、適当ではない。
　なお、一括されない事業について、賃金を
管理している本社等で保険料の申告書を作
成し、当該本店等が金融機関又は郵便局で
保険料を納付することは現時点においても
可能である。

5021010
社団法人日本
経済団体連合
会
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z0900128 雇用保険の継続事業の一括
の要件の見直し

労働保険の保険料の徴収等
に関する法律第９条

雇用保険法施行規則第３条

　労働保険の適用徴収手続については、労
働保険の保険料の徴収等に関する法律第９
条により、事業主が同一の場合、一定の要
件に該当し、かつ、行政庁の認可があった
場合に二以上の事業を一の適用事業とする
制度（継続事業の一括制度）が設けられてい
る。

　雇用保険の被保険者関係の各種届出につ
いては、事業所ごとに、当該事業所を管轄す
る公共職業安定所へ届出を行うこととされて
いる。

ｅ

　労働保険の保険料の徴収等に関する法律
に基づく継続事業の一括制度は、労働保険
の適用及び労働保険料の徴収に関するもの
であり、被保険者の転勤等に伴う雇用保険
に関する申請処理業務とは関係なく、その効
率化の妨げになっているものではない。

　以下の通り要望の前提となる事実につい
ては誤認がある。
　雇用保険の被保険者関係の各種届出につ
いては、継続事業が一括された場合におい
ても、事業所ごとに当該事業所を管轄する
公共職業安定所へ届出しなければならな
い。

要望内容は、雇用保険の被保険者関係の
各種届出についても事務効率化等の観点か
ら一括申請を可能としていただきたいという
ものである。小規模事業所等の特例措置や
社会保険労務関係の各種電子化処理が進
められていく中で、要望の趣旨を踏まえ、改
めて検討されたい。またその実施時期等に
ついても示されたい。

Ｃ Ⅰ

基本手当等の支給を適正に行うためには、
被保険者であった期間、離職理由、所定労
働時間、賃金額等を正確に把握する必要が
あり、これらの事実を正確に把握するために
は、労働者が就業し、労働者を直接管理し
ている事業所からの届出等により確認する
ことが必要不可欠である。さらに、届出内容
の確認等により不正の疑いがある場合に
は、事業所に立入検査を行ったり、又は事業
主に対して出頭を命じる必要があるが、これ
らの事務を的確かつ効率的に行うために
は、労働者が就業する事業所を管轄する公
共職業安定所が行う必要がある。このため、
被保険者に関する届出については、事業所
ごとにその管轄公共職業安定所に提出する
必要がある。

5021011
社団法人日本
経済団体連合
会
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（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 93 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900125 60歳定年退職時の手続きの
簡素化

z0900127 労災保険の適用事業所に関
する規制

z0900128 雇用保険の継続事業の一括
の要件の見直し

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021019
社団法人日本
経済団体連合
会

11 60歳定年退職時の手続き簡
素化【新規】

　60歳到達賃金月額証明と離職証明書は、
兼用様式とすべきである。

　60歳到達賃金月額証明と離職証明書と
は、重複項目が多いため、事務処理面で無
駄が発生している。

雇用保険法施行規則　第14
条の二、第16条 厚生労働省

　60歳を超えた年度末退職などでは、60歳
到達賃金月額証明と離職証明書の両方を
提出しなければならない。

5021 5021010
社団法人日本
経済団体連合
会

11 労災保険の適用事業所に関
する規制

　本社等からの一括申請が可能となるよう規
制を緩和すべきである。

　企業では､給与計算などを全社一括で行っ
ているケースが多く、労災保険料計算のた
めだけに事業所別に分離計算をし､個別報
告をしなければならない。一括申請が認めら
れれば、各種申請処理の時間短縮など、業
務の効率化を図ることができる。

労働者災害補償保険法 厚生労働省 　雇用保険同様、設立事業所単位での処理
が求められている。

5021 5021011
社団法人日本
経済団体連合
会

11 雇用保険の継続事業の一括
の要件の見直し

　一元適用事業であっても、雇用保険と労災
保険それぞれについて、別個に、継続事業
の一括の適用を受けることができるようにす
べきである。

　継続事業の一括の許可要件として「事業の
種類を同じくすること」が求められているが、
「事業の種類」は一元適用事業の場合、労
災保険上の事業の種類に準じることになる
ため、雇用保険上の事業の種類が同一で
あっても一括の要件を満たせなくなり、転勤
等に伴う雇用保険に関する申請処理業務の
効率化の妨げになっている。

労働保険の保険料の徴収等
に関する法律第９条
労働保険の保険料等の徴収
に関する法律施行規則第10
条第１項第２号

厚生労働省

　雇用保険の継続事業の一括（雇用保険の
保険料徴収等に関する法律第９条）の適用
を受けるための要件として、「それぞれの事
業が、事業の種類を同じくすること」（同施行
規則第10条第１項第２号）が必要である。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 94 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900129 労災保険における継続事業
のメリット制の増減幅拡大

労働保険の保険料の徴収等
に関する法律　第12条第3項
労働保険の保険料の徴収等
に関する法律施行規則　第20
条
労働保険の保険料の徴収等
に関する法律施行規則　別表
第３

  メリット制は、事業主の災害防止の自主的
努力を促進しつつ、事業主の負担の具体的
公平を図る趣旨であり、メリット増減幅の上
下限については、原則として±40％の範囲と
している。
  メリット制の適用については、連続する三
保険年度中の各保険年度において、規模要
件等を満たしている事業であって、当該連続
する三保険年度中の最後の保険年度に属
する３月31日（以下「基準日」という。）現在に
おいて、労災保険に係る保険関係が成立し
た後三年以上経過している事業が対象と
なっている。
　基準日において、当該連続する三保険年
度の間におけるメリット収支率が、85％を超
え又は75％以下となる場合に、労災保険率
から非業務災害率を減じた率を原則として
40％の範囲内において上げ下げし、この率
に非業務災害率を加えた率を、当該事業に
ついての基準日の属する保険年度の次の
次の保険年度の労災保険率としている。

ｂ Ⅰ

　メリット制については、一定の災害防止イン
センティブがある一方で、事業主の災害補償
責任が「無過失責任」であり、災害防止努力
が災害防止に必ずしも結びつかないものも
あること（逆にいえば、災害が発生したからと
いって事業主の災害防止努力が不足してい
たということにならない場合もあること）から、
当該事業場の危険度を正確に計ることには
一定の限界があり、このような中で、メリット
増減幅を拡大することについては、
　①　メリット制適用継続事業場数の約５割
が保険料率40％減となっており、メリット増減
幅を拡大すれば、全体の保険料収入が減少
し、その分、料率を全体として引き上げる必
要が生じること、
  ②　メリット増減幅のさらなる拡大が個別の
事業場における災害防止のインセンティブを
高める効果があるか否かについては、慎重
な見極めが必要と考えられること
　という点も考慮する必要がある。
  いずれにせよ、保険料率のあり方全体を今
後検討する中でメリット制のあり方について
も検討していくこととしたい。
  平成16年度中に検討を始めることとした
い。

 「建設の事業及び立木の伐採の事業」以外
の継続メリット制が適用される事業におい
て、中小企業事業主が、労働者の安全又は
衛生を確保するための特別の措置を講じた
場合であって、メリット制の特例の適用を申
告している場合、メリット制による労災保険
率から非業務災害率を減じた率の増減幅を
最大45％とする特例を設けている。

回答では、メリット制のあり方を含め保険料
率のあり方について平成16年度中に検討を
開始するとのことであるが、検討予定である
具体的な論点及びその結論時期等について
示されたい。

b Ⅰ

 保険料率のあり方全体を今後検討していく
中で、メリット制のあり方（メリット増減幅の拡
大）についても平成16年度中に検討を行うこ
ととしており、保険料収入への影響、災害防
止の効果等の論点を踏まえつつ、平成16年
度中に結論を出すこととしている。

5021012
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0900130 「雇用保険三事業」の抜本的
見直し

雇用保険法（昭和49年法律
第116号）第62条、同第63条、
同第64条、同第66条第1項、
同第68条
労働保険の保険料の徴収等
に関する法律（昭和44年法律
第84号）第12条第6項

（※　規制に関連しているか
不明であるが、提案に関係す
ると思われる条文）

（政策評価等の情報開示）
平成14年４月から施行された「行政機関が
行う政策の評価に関する法律」に基づき、評
価を実施し、事業実績や評価結果を厚生労
働省ホームページで公表している。

（各種助成金の効率的運営）
雇用保険三事業による助成金については、
早期再就職の促進等を目的として重点化・
合理化を行ったほか、利用実績等から判断
して政策的必要性が低下しているものは廃
止するなど整理統合を行っている。

（国庫負担対応）
雇用保険三事業は、事業主による保険料負
担のみで実施している。

e

e

e

（政策評価等の情報開示）
既に実施済み

（各種助成金の効率的運営）
既に実施済み。
今後とも、実績を踏まえつつ、それぞれの制
度の目的に沿った効果が発揮されているか
どうか、政策評価を適切に行い、真に失業予
防や再就職の促進に有用であると認められ
るものを実施すべく、不断の見直しを行うこ
ととしている。

（国庫負担対応）
雇用保険三事業は、労働者を雇用する事業
主の共同連帯により労働者の雇用の安定等
を図るための事業を行うものであり、広く国
民が負担する国庫負担を導入すべきではな
い。

5078007 東京商工会議
所 11

z0900131 雇用保険申請事務の電子化

雇用保険法（昭和49年法律
第116号）第７条、雇用保険法
施行規則（昭和50年労働省
令第３号）第６条及び第７条

　雇用保険の被保険者の得喪を含む適用関
係の事務については、原則、事業主がその
事業所の所在地を管轄する公共職業安定
所に出頭し手続を行っている。

ａ Ⅳ

　雇用保険の被保険者の得喪を含む適用関
係の手続の電子申請への対応については、
「厚生労働省の行政手続等の電子化アク
ションプラン」に基づき、平成１６年３月に電
子化する予定である。

5021021
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0900132 年金請求先の県外容認 国民年金法施行規則
第１６条の７

　最後に第３号被保険者であった者の年金
の裁定請求については、いずれの社会保険
事務所においても請求を受け付けている。

ｅ －
　最後に第３号被保険者であった者の年金
の裁定請求については、いずれの社会保険
事務所においても請求を受け付けている。

回答によれば、いずれの社会保険事務所に
おいても請求を受け付けていることを根拠に
事実誤認とされているが、
①国民年金施行規則第１６条の７以外の取
扱いを可能とされている根拠についてお示し
いただきたい。
②いずれの社会保険事務所においても請求
を受け付けることとなっているのであれば、
国民の利便性向上の観点から、各自治体が
管轄外社会保険事務所への斡旋の広報が
できるよう通知、ホームページなどを通じて
周知徹底を図ることについて、具体的に検
討され、示されたい。

ｅ －

①　全国の社会保険事務所における裁定請
求の進達の取り扱いについては、通達（年金
給付裁定請求書の進達事務の手引）におい
て、「提出された請求書が、他の保険課所を
経由すべきものであっても、受付印を押して
受理し点検・補正のうえ、管轄保険課所に回
送するとともに受付処理簿にその経過を明ら
かにしておくこと。」と定められている。
　　なお、当該取り扱いについては、裁定請
求者の利便性を考慮したものであり、管轄を
変えるものではないことから国民年金法施
行規則第１６条の７の規定に抵触するもので
はない。
②　当該取り扱いについて、社会保険庁の
ホームページに掲載することについて検討を
行う。

5012002 千葉県野田市 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 95 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900129 労災保険における継続事業
のメリット制の増減幅拡大

z0900130 「雇用保険三事業」の抜本的
見直し

z0900131 雇用保険申請事務の電子化

z0900132 年金請求先の県外容認

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021012
社団法人日本
経済団体連合
会

11
労災保険における継続事業
のメリット制の増減幅拡大【新
規】

　労災保険における継続事業のメリット増減
幅を、現行の±40％よりも増加すべきであ
る。

　メリット幅を増加させることで、労働災害防
止に努力した企業により恩恵が与えられるこ
ととなり、労働災害防止へのインセンティブ
が高まる。

労働保険の保険料の徴収等
に関する法律　第12条 厚生労働省 　労災保険における継続事業のメリット増減

幅は、現行では±40％となっている。

5078 5078007 東京商工会議
所 11 「雇用保険三事業」の抜本的

見直し

事業の計画から予算・実績、政策評価等の
情報開示を行うとともに、各種助成金の合理
化・重点化、取扱い機関の統合による事業
の効率的運営が不可欠である。また、今後
新たに発生する政策需要には国庫負担での
対応も視野に入れるべきである。

勤労者福祉施設の譲渡問題に見るように、
事業運営に関する適正なガバナンスを欠い
ている。本来なら保険料率引き下げを求め
るべきところである。

厚生労働省

5021 5021021
社団法人日本
経済団体連合
会

11 雇用保険申請（給付金の申
請を含む）事務の電子化

　オンライン化の対象となる手続を拡充すべ
きである。

　雇用保険関係の申請については、オンライ
ン化の対象となっていないものがある。これ
らのオンライン化により、各種申請処理時間
の短縮・効率化が図られる。

雇用保険法第７条
雇用保険法施行規則第６条、
第７条

厚生労働省

　「厚生労働省の行政手続等の電子化推進
アクション・プラン」（平成14年8月）に基づき、
各種手続のオンライン化が進められている。
しかし、すべての手続が、その対象とされて
いるわけではない。

5012 5012002 千葉県野田市 11 年金請求先の県外容認

第３号被保険者（サラリーマンの妻等）に係
る国民年金請求は、住所地を管轄する社会
保険事務所で手続きすることとなっている
が、管轄外の事務所での請求を可能とす
る。

野田市の管轄は、松戸社会保険事務所であ
るが、市内のほとんどの地域からは、埼玉
県春日部社会保険事務所の方がアクセスが
良く、全国共通の基礎年金番号で管理され
ている現在、相談から請求までの一連の手
続きを都道府県の垣根を越えた一元化した
サービスを求めたい。

国民年金法施行規則　　第１
６条の７ 厚生労働省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 96 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900133 国民年金第３号被保険者の
届出方法の一部見直し 国民年金法第12条

国民年金の第３号被保険者に係る届出は、
平成１３年度までは、被保険者自身が市町
村に届け出ることとなっていたが、平成１４年
度からは、第３号被保険者の配偶者（第２号
被保険者）が使用される事業主を経由して
届け出ることとなっている。

ｃ Ｉ

　第３号被保険者の住所変更については、
その配偶者である第２号被保険者の住所変
更届と併せて届出をするケースが殆どであ
り、また、氏名変更届については、健康保険
の被扶養者（異動）届と届出の契機が同じで
あることから事業主等を経由することとした
ものであり、これらを市町村へ届出すること
については、第３号被保険者の届出先が複
数となることから、被保険者の利便性の低下
ともなるとともに、再び届出漏れが発生する
おそれがあり措置困難と考える。
　なお、第３号被保険者に係る届出について
は、平成１３年度までは、第３号被保険者自
身が市町村へ届け出ることとされていたが、
多くの届出漏れが発生していたことから、法
改正により、所要の見直しが行われたところ
である。
　すなわち、第３号被保険者は、第２号被保
険者の被扶養配偶者であり、また、第３号被
保険者の届出に係る事由の殆どが、第２号
被保険者の届出や健康保険に係る届出の
事由と共通していることを踏まえ、平成１４年
度から、第３号被保険者に係る届出は、全て
事業主を経由して届け出ることとしたもので
ある。

回答によれば、第３号被保険者に係る届出
は、全て事業主を経由して届け出ることとし
たものであり、対応不可とされているが、住
民基本台帳ネットワーク等ＩＴ技術も普及して
きており、国民年金法第１２条第３項に基づ
く住民基本台帳への届出があった際に、当
該届出があったものとみなすことも可能は可
能と思われるので、この観点から具体的に
検討され、示されたい。

ｃ Ｉ

　仮に、住所変更や氏名変更を契機として、
住民基本台帳ネットワークから必要な情報
の提供を受ける仕組みを構築するとしても、
被保険者記録の管理上基本となる基礎年金
番号との突合をどのように行うかという問題
がある。
　したがって、先の回答のとおり、第３号被保
険者は、第２号被保険者の被扶養配偶者で
あり、また、第３号被保険者の届出に係る事
由の殆どが、第２号被保険者の届出や健康
保険に係る届出の事由と共通していることを
踏まえ、平成１４年度から、第３号被保険者
に係る届出は、全て事業主を経由して届け
出ることとしたものであることから、当該届出
のみを取り出して、新たな届出のルートを作
ることは困難であり、社会的コストの観点か
らも妥当とは言えない。
　なお、第３号被保険者関係届出について
は、健康保険に係る届出（被扶養者異動届）
と一体化した複写式の届書となっている。

5021056
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0900134
児童手当受給（資格）者に対
する年金加入証明書の提出
回数の削減

児童手当法第２６条

児童手当については、被用者と非被用者で
財源構成、所得制限が異なっているため、
認定請求時、現況届提出時（毎年６月）にお
いて、被用者に対して「被用者であることを
明らかにすることができる書類」の提出を義
務づけており、具体的には、通知において
「勤務先の一般事業主による被用者年金へ
の加入証明書」としている。

ｂ －

「行革関連法特例法に基づく特例措置の実
施について」（昭和５７年３月２４日児手第１２
号児童手当課長通知）において、被用者で
あることを明らかにすることができる書類とし
て一般事業主による被用者年金への加入証
明等が例示されているところ、市町村におい
ては、この通知に基づき一般事業主による
被用者年金への加入証明を現況届に添付さ
せている。今回、例示の追加として健康保険
証等の提出でも対応できるよう検討する。

児童手当受給者が毎年市町村長に提出す
る現況届における被用者確認の方法につい
て、現行の事業主による年金加入証明書以
外のものによる確認を可能とする方法につ
いて平成１５年度中に検討し、結論を得るこ
ととされている［規制改革推進３カ年計画（再
改定）（平成１５年３月２８日閣議決定）にあ
るとおり］

・平成１５年度中に検討し、実施される事の
可否につき示されたい。 ｂ －

「行革関連法特例法に基づく特例措置の実
施について」（昭和５７年３月２４日児手第１２
号児童手当課長通知）において、被用者で
あることを明らかにすることができる書類とし
て一般事業主による被用者年金への加入証
明等が例示されているところ、市町村におい
ては、この通知に基づき一般事業主による
被用者年金への加入証明を現況届に添付さ
せている。今回、健康保険証等の提出でも
対応できるよう、例示を追加をすることとした
い。（平成１５年度中に通知を発出する予
定。）

5021057
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0900135
共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

生活衛生関係営業の運営の
適正化及び振興に関する法
律第８条第１項第１０号、第１
４条の２及び第１４条の８、生
活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律
施行規則第５条の２

生活衛生同業組合が共済事業を行おうとす
る場合は、共済規程を定めた上で、厚生労
働大臣の認可を受けなければならず、事業
の種類ごとに支払準備金及び責任準備金を
積み立て、区分経理しなければならない。ま
た、火災共済の金額は制限されている。

Ｃ Ⅰ

生活衛生同業組合が行う共済制度は、中小
零細の生活衛生同業組合員の経営の安定
という特別の政策的配慮に基づき、加入者
を組合員に限って行っているものである。民
間保険だけでは十分に措置されない業種に
限定し、中小零細の組合構成員が加入でき
るような共済制度を継続的に維持していくた
めには、異常危険準備金の損金算入の特例
等の優遇措置が不可欠であると考える。
従って、当該制度を民間の各種保険制度と
同様の規制下におくことは適当ではない。

5071082 米国 11

z0900135

（上記の続き）

共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

消費生活協同組合法第９条
消費生活協同組合法第１０条
第１項第４号

消費生活協同組合法第１０条第１項第４号
において規定されている共済事業について
は、保険業法の適用はなく、厚生労働省の
監督の下、法律の範囲内で相互扶助を目的
とした非営利活動を行っている。

ｃ I

消費生活協同組合による共済事業は、消費
生活協同組合法第９条の規定により、民間
が行う営利事業とは異なり、厚生労働省の
監督の下で相互扶助を目的とした非営利事
業を行っている。
したがって、民間営利法人と同様の規制制
度を適用することは、相互扶助を目的する消
費生活協同組合の自主性を阻害する恐れ
があり、適切ではないと思われる。

今年１１月に開催された日米規制改革イニ
シアティブ「分野横断的作業部会」におい
て、米から共済について同様の要望があり、
その時に日本側から「本件は大変難しい問
題であり、短期間で事態が進捗する問題で
はないことを理解してほしい」と回答してい
る。

5071082 米国 12

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 97 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900133 国民年金第３号被保険者の
届出方法の一部見直し

z0900134
児童手当受給（資格）者に対
する年金加入証明書の提出
回数の削減

z0900135
共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

z0900135

（上記の続き）

共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021056
社団法人日本
経済団体連合
会

11 国民年金第３号被保険者の
届出方法の一部見直し

　第３号被保険者の住所変更届及び氏名変
更届については、国民年金法第12条第３項
に基づく住民基本台帳の届出があった際に
当該届出があったものとみなすべきである。

　届出漏れの対策として実施された法律改
正の趣旨は、事業主の納得が得られない。
国民年金第３号被保険者の届出のうち、住
所変更届及び氏名変更届については、国民
年金法第12条第３項に基づく住民基本台帳
の届出があった際に当該届出があったもの
とみなすべきである。事業主等を経由しない
ことで、企業負担の軽減に資する。

国民年金法第12条 厚生労働省

　2002年４月より、第３号被保険者の届出は
すべて、配偶者が勤務している事業主等を
通じて行うことになった。このため、事業主等
は、第３号被保険者の年金手帳を預かった
り、住所変更届を提出しなければならない。

5021 5021057
社団法人日本
経済団体連合
会

11
児童手当受給（資格）者に対
する年金加入証明書の提出
回数の削減

　児童手当受給（資格）者に対して、事業主
が発行する「年金加入証明書」は、初回の申
請時に限って発行するものとすべきである。

　児童手当受給者は、年１回の現況確認時
や転勤時に市町村（特別区含む）へ届出る
ため、事業主が従業員の年金加入に関して
発行する「年金加入証明書」が必要になって
いる。証明書の発行を初回の申請時に限る
こととし、必要なときには基礎年金番号をも
とに社会保険事務所と市区町村の間で確認
するなど、行政機関の間で確認できる仕組
みにかえるべきである。そのことにより、企
業の事務処理工数を減らすことができる。

児童手当法第26条 厚生労働省

　児童手当受給者は、年１回の現況確認時
や転勤時に市町村（特別区含む）へ届出る
ため、事業主が従業員の年金加入に関して
発行する「年金加入証明書」が必要になって
いる。

5071 5071082 米国 11
共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

共済と民間競合会社間の公正な競争確保
のため、すべての共済事業者に民間と同一
の法律、税金、セーフティネットのコスト負
担、責任準備金条件、基準及び規制監視を
適用することを提言する。

共済は、民間と直接競合する各種の保険商
品を提供し、日本の保険市場において相当
なマーケットシェア－を有している。管轄省
庁が規制をしている共済もあれば、（例え
ば、農林水産省は農業共済を規制してい
る）、全く規制をされていない（根拠法のな
い）共済もある。根拠法のない共済に対する
規制制度の欠如及び、その他の共済に対す
る弱い規制制度は、日本政府の健全かつ透
明な規制環境を企業並びに保険契約者に提
供する能力を損なうものであり、また、共済
がビジネス､規制及び税の観点から民間の
競合会社に対し大幅に有利に立つ要因と
なっている。

総務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省

5071 5071082 米国 12

（上記の続き）

共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

総務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 98 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の
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措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900135

（上記の続き）

共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

中小企業退職金共済法

　中小企業退職金共済制度は、独力では退
職金制度を設けることが困難な中小企業に
ついて、事業主の相互共済の仕組みと国の
援助によって退職金制度を確立し、中小企
業の従業員の福祉の増進を図るとともに、
中小企業の振興に寄与することを目的とし
ている。
　こうした制度目的を踏まえ、税制上、掛金
は損金又は必要経費扱いされており、退職
金は退職所得控除の対処とする等の措置が
講じられている（企業年金と類似の取扱
い）。

ｅ Ⅰ

中小企業退職金共済制度は、民間の商品を
利用するなどして、独力で退職金制度を設
けるようとしても設けることが困難な中小企
業を対象とした制度であり、民間企業と競合
する商品を取り扱う「共済」には該当しない。

5071082 米国 13

z0900135
共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

生活衛生関係営業の運営の
適正化及び振興に関する法
律第８条第１項第１０号、第１
４条の２及び第１４条の８、生
活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律
施行規則第５条の２

生活衛生同業組合が共済事業を行おうとす
る場合は、共済規程を定めた上で、厚生労
働大臣の認可を受けなければならず、事業
の種類ごとに支払準備金及び責任準備金を
積み立て、区分経理しなければならない。ま
た、火災共済の金額は制限されている。

Ｃ Ⅰ

生活衛生同業組合が行う共済制度は、中小
零細の生活衛生同業組合員の経営の安定
という特別の政策的配慮に基づき、加入者
を組合員に限って行っているものである。民
間保険だけでは十分に措置されない業種に
限定し、中小零細の組合構成員が加入でき
るような共済制度を継続的に維持していくた
めには、異常危険準備金の損金算入の特例
等の優遇措置が不可欠であると考える。
従って、当該制度を民間の各種保険制度と
同様の規制下におくことは適当ではない。

5072030 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

z0900135

（上記の続き）

共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

消費生活協同組合法第９条
消費生活協同組合法第１０条
第１項第４号

消費生活協同組合法第１０条第１項第４号
において規定されている共済事業について
は、保険業法の適用はなく、厚生労働省の
監督の下、法律の範囲内で相互扶助を目的
とした非営利活動を行っている。

ｃ I

消費生活協同組合による共済事業は、消費
生活協同組合法第９条の規定により、民間
が行う営利事業とは異なり、厚生労働省の
監督の下で相互扶助を目的とした非営利事
業を行っている。
したがって、民間営利法人と同様の規制制
度を適用することは、相互扶助を目的する消
費生活協同組合の自主性を阻害する恐れ
があり、適切ではないと思われる。

今年１１月に開催された「日・EU規制改革対
話東京会合」において、共済に関して同様の
要望があり、その時、日本側から「協同組合
と保険会社を同一に扱うことは、日本の社会
に対する理解が足りないのではないか、い
ずれにせよ共済の問題については、双方が
更なる研究を行いつつ意見交換を継続する
こととしたい」と回答している。

5072030 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 12

z0900135

（上記の続き）

共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

中小企業退職金共済法

　中小企業退職金共済制度は、独力では退
職金制度を設けることが困難な中小企業に
ついて、事業主の相互共済の仕組みと国の
援助によって退職金制度を確立し、中小企
業の従業員の福祉の増進を図るとともに、
中小企業の振興に寄与することを目的とし
ている。
　こうした制度目的を踏まえ、税制上、掛金
は損金又は必要経費扱いされており、退職
金は退職所得控除の対処とする等の措置が
講じられている（企業年金と類似の取扱
い）。

ｅ Ⅰ

中小企業退職金共済制度は、民間の商品を
利用するなどして、独力で退職金制度を設
けるようとしても設けることが困難な中小企
業を対象とした制度であり、民間企業と競合
する商品を取り扱う「共済」には該当しない。

5072030 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 13

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 99 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900135

（上記の続き）

共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

z0900135
共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

z0900135

（上記の続き）

共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

z0900135

（上記の続き）

共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5071 5071082 米国 13

（上記の続き）

共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

総務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省

5072 5072030 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

簡保並びに共済への民間保
険会社と同様の規制制度の
適用

簡保と共済には、免許を受けた民間保険会
社に適用されるのと同じ規制制度が適用さ
れるべきであり、新たな引き受け活動を展開
するために規制上および税制上の特典を利
用することを慎むべきである。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

1.5.1.金融サービス／保険部門

による。

総務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省

5072 5072030 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 12

（上記の続き）

簡保並びに共済への民間保
険会社と同様の規制制度の
適用

総務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省

5072 5072030 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 13

（上記の続き）

簡保並びに共済への民間保
険会社と同様の規制制度の
適用

総務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 100 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900136
「年金基金運用品目」としての
商品ファンド法に基づく商品
投資受益権の解禁

厚生年金保険法第１３６条の
３

厚生年金基金の年金給付等積立金の運用
方法は、①信託会社、生命保険会社、投資
顧問業者との契約による運用と、②厚生年
金基金自らが行う運用に分けられる。年金
給付等積立金は安全かつ効率的に運用しな
ければならないため、厚生年金保険法等に
より運用方法等が規定されているところであ
るが、①については、信託会社等の民間の
専門家が運用を行うことから何ら運用先の
制限はなく、商品ファンドへの運用や商品投
資顧問業者との契約も認められている。な
お、②については、厚生年金基金において
は、必ずしも様々な運用方法に応じた専門
家がいるなど運用管理体制が整っているも
のではないため、運用対象資産や契約の相
手方について一定の制限を設けているとこ
ろであり、商品ファンドへの直接の運用や、
商品投資顧問業者との直接の契約の締結
は認めていない。

c,d I

　厚生年金基金の積立金は、すぐに現金化
する必要のない資金であるという特性から、
中長期的な視点で、安定的な収益を確保で
きるよう運用されている。また、現在、厚生年
金基金の運用は、基金の受託者責任を明確
にすることで比較的自由に行うことができる
ようになっているが、その公的な性格から、
法律で「安全かつ効率的に行わなければな
らない（厚生年金保険法第１３６条の３第５
項）」とされているところである。
　商品ファンドは、投資家から資金を集め、
専門家が農産物や鉱物など様々な商品に
投資し、その収益を投資家に還元するもの
である。その運用方法は、商品先物・オプ
ション取引を基本としているため、少ない資
金（証拠金）で非常に高い収益を上げること
（レバレッジ効果）が可能である一方、投資
元本をすべて失う可能性もあるハイリスク・
ハイリターンの投資対象である。また、証券
市場との相関関係が低いことから短期的に
は効率的な運用となる可能性はあるもの
の、リスク管理が難しいこと、農産物や鉱物
などの商品を投資対象としているため長期
的には経済成長に見合った収益を得ること
ができないことから、長期的に保持する対象
とはならないと考えている。

信託会社による運用を認めていることのイ
コールフッティングの観点からは、信託会社
の専門家と同程度の専門知識を持った者を
手当てすることを前提として要望の実現を可
能とすることはできないか。この観点から再
度御検討いただきたい。

c,d I

・  厚生年金基金の積立金は、すぐに現金化
する必要のない資金であるという特性から、
中長期的な視点で、安定的な収益を確保 で
きるよう運用されている。また、現在、厚生年
金基金の運用は、基金の受託者責任を明確
にすることで比較的自由に行うことができる
ようになっているが、その公的な性格から、
法律で「安全かつ効率的に行わなければな
らない（厚生年金保険法第１３６条の３第５
項）」とされているところである。
 　商品ファンドは、投資家から資金を集め、
専門家が農産物や鉱物など様々な商品に
投資し、その収益を投資家に還元するもの
である。その運用方法は、商品先物・オプ
ション取引を基本としているため、少ない資
金（証拠金）で非常に高い収益を上げること
（レバレッジ効果）が可能である一方、投資
元本をすべて失う可能性もあるハイリスク・
ハイリターンの投資対象である。また、証券
市場との相関関係が低いことから短期的に
は効率的な運用となる可能性はあるもの
の、リスク管理が難しいこと、農産物や鉱物
などの商品を投資対象としているため長期
的には経済成長に見合った収益を得ること
ができないことから、長期的に保持する対象
とはならないと考えている。

5018001
社団法人日本
商品投資販売
業協会

11

z0900136

（上記の続き）

「年金基金運用品目」としての
商品ファンド法に基づく商品
投資受益権の解禁

（上記の続き）

　なお、厚生年金基金の運用においては、有
価証券であっても、先物・オプション取引につ
いては、法令上、当該現物の価格変動のリ
スクヘッジを目的としたものに限って認めて
いるところである（先物・オプション取引のみ
により利益を求めることは禁止されている。）
　したがって、商品ファンドは、こうした厚生
年金基金の積立金の運用手段としては不適
当と言わざるを得ない。
  なお、現在でも、信託会社等との契約に基
づく運用においては、これらの運用機関の運
用対象資産や契約の相手方について何らの
規制はなく、商品ファンドによる運用も商品
投資顧問業者との契約の締結も認められて
いる。

（上記の続き）

　 なお、厚生年金基金の運用においては、
有価証券であっても、先物・オプション取引
については、法令上、当該現物の価格変動
のリスクヘッジを目的としたものに限って認
めているところである（先物・オプション取引
のみにより利益を求めることは禁止されてい
る。）
　 したがって、商品ファンドは、こうした厚生
年金基金の積立金の運用手段としては不適
当と言わざるを得ない。

・　また、信託会社は、投資家保護の観点か
ら、金融庁がその資本的基礎や運用能力等
を勘案した上で特に免許を与えた株式会社
であり、金融庁の強い規制下に置かれてい
ることから比較的自由な運用が認められて
いるのであり、厚生年金基金において認め
ることは困難である。

5018001
社団法人日本
商品投資販売
業協会

12

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 101 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900136
「年金基金運用品目」としての
商品ファンド法に基づく商品
投資受益権の解禁

z0900136

（上記の続き）

「年金基金運用品目」としての
商品ファンド法に基づく商品
投資受益権の解禁

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5018 5018001
社団法人日本
商品投資販売
業協会

11

「年金基金運用品目」としての
商品ファンド法に基づく商品
投資受益権を解禁する。（再
度の要望）

厚生年金保険法における年金給付等積立
金の運用方法として、商品ファンド法上の商
品ファンド（商品投資受益権）による運用を
明示的に認めることを要望する。具体的に
は、厚生年金保険法第１３６条の３第１項第
３号の投資顧問業者の定義に商品投資顧
問業者を加えること、ならびに第１３６条の３
第１項第４号に項目を追加し、商品ファンド
法に規定する商品投資受益権の売買を加え
ることを要望する。

年金給付等積立金の運用方法として、商品
ファンド法上の商品ファンド（商品投資受益
権）による運用が明示的に認められていな
い。

当要望事項に対する７月２８日付回答及び
再回答（８月１１日付）による措置内容を踏ま
え、再度ご理解を賜り度く、要望を致すもの
であります。「対応不可能」の理由として、
「商品ファンドはハイリスク・ハイリターンの投
資対象であり、関係法令が整備されてから
の期間が短く、実績が相対的に積み重なっ
ておらず、リスク管理が難しいこと、長期的
には経済成長に見合った収益を得ることが
出来ないことなどにより、厚生年金基金の積
立金の運用手段として不適当と言わざるを
得ない。」とのご指摘です。金融庁、農水省、
経済産業省の所管の下で、１９９１年４月に
商品ファンド法が制定されて以来、１２年強
経過し、設定累計額は平成１５年９月末で
６，２９１億円を市場に提供してきておりま
す。先物市場を中心とした運用を特徴として
いることから、有価証券を中心とする伝統的
な運用商品とは相関性が低いものでありま
す。

厚生年金保険法第136条の3 厚生労働省

5018 5018001
社団法人日本
商品投資販売
業協会

12

（上記の続き）

「年金基金運用品目」としての
商品ファンド法に基づく商品
投資受益権を解禁する。（再
度の要望）

（上記の続き）

昨今の運用成果に苦しむ伝統的資産運用を
中心とする機関投資家等においては、運用
の在り方に工夫を求める流れが出始めてお
り、分散投資の効果、絶対リターン追求の必
要性が高まり、いわゆるオルタナティブ運用
の有効性が注目されております。先物市場
を中心に運用展開を行う商品ファンドもその
一環にあり、商品のみならず、金融、通貨、
株式等の先物市場を有効、かつ効率的に組
み合わせ、リスクをコントロールしながら、絶
対リターンを求めていくものであり、既に２０
００年６月に年金運用における自家運用の
対象資産として取り入れられている金融関
連の先物等と同様な運用対象となるもので
あります。来春４月より施行される「認可投
資顧問業者に係る兼業規制の撤廃」の機会
を有効化するためにも、運用対象資産の拡
大を図り、また、投資家、年金受給権者に運
用成果を享受戴くためにも、適切、かつ有効
な資産配分を行える様、一層の検討を加え、
規制の緩和を要望するものであります。

厚生労働省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 102 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900136
「年金基金運用品目」としての
商品ファンド法に基づく商品
投資受益権の解禁

厚生年金保険法第１３６条の
３

厚生年金基金の年金給付等積立金の運用
方法は、①信託会社、生命保険会社、投資
顧問業者との契約による運用と、②厚生年
金基金自らが行う運用に分けられる。年金
給付等積立金は安全かつ効率的に運用しな
ければならないため、厚生年金保険法等に
より運用方法等が規定されているところであ
るが、①については、信託会社等の民間の
専門家が運用を行うことから何ら運用先の
制限はなく、商品ファンドへの運用や商品投
資顧問業者との契約も認められている。な
お、②については、厚生年金基金において
は、必ずしも様々な運用方法に応じた専門
家がいるなど運用管理体制が整っているも
のではないため、運用対象資産や契約の相
手方について一定の制限を設けているとこ
ろであり、商品ファンドへの直接の運用や、
商品投資顧問業者との直接の契約の締結
は認めていない。

c,d I

　厚生年金基金の積立金は、すぐに現金化
する必要のない資金であるという特性から、
中長期的な視点で、安定的な収益を確保で
きるよう運用されている。また、現在、厚生年
金基金の運用は、基金の受託者責任を明確
にすることで比較的自由に行うことができる
ようになっているが、その公的な性格から、
法律で「安全かつ効率的に行わなければな
らない（厚生年金保険法第１３６条の３第５
項）」とされているところである。
　商品ファンドは、投資家から資金を集め、
専門家が農産物や鉱物など様々な商品に
投資し、その収益を投資家に還元するもの
である。その運用方法は、商品先物・オプ
ション取引を基本としているため、少ない資
金（証拠金）で非常に高い収益を上げること
（レバレッジ効果）が可能である一方、投資
元本をすべて失う可能性もあるハイリスク・
ハイリターンの投資対象である。また、証券
市場との相関関係が低いことから短期的に
は効率的な運用となる可能性はあるもの
の、リスク管理が難しいこと、農産物や鉱物
などの商品を投資対象としているため長期
的には経済成長に見合った収益を得ること
ができないことから、長期的に保持する対象
とはならないと考えている。

信託会社による運用を認めていることのイ
コールフッティングの観点からは、信託会社
の専門家と同程度の専門知識を持った者を
手当てすることを前提として要望の実現を可
能とすることはできないか。この観点から再
度御検討いただきたい。

c,d I

・  厚生年金基金の積立金は、すぐに現金化
する必要のない資金であるという特性から、
中長期的な視点で、安定的な収益を確保 で
きるよう運用されている。また、現在、厚生年
金基金の運用は、基金の受託者責任を明確
にすることで比較的自由に行うことができる
ようになっているが、その公的な性格から、
法律で「安全かつ効率的に行わなければな
らない（厚生年金保険法第１３６条の３第５
項）」とされているところである。
 　商品ファンドは、投資家から資金を集め、
専門家が農産物や鉱物など様々な商品に
投資し、その収益を投資家に還元するもの
である。その運用方法は、商品先物・オプ
ション取引を基本としているため、少ない資
金（証拠金）で非常に高い収益を上げること
（レバレッジ効果）が可能である一方、投資
元本をすべて失う可能性もあるハイリスク・
ハイリターンの投資対象である。また、証券
市場との相関関係が低いことから短期的に
は効率的な運用となる可能性はあるもの
の、リスク管理が難しいこと、農産物や鉱物
などの商品を投資対象としているため長期
的には経済成長に見合った収益を得ること
ができないことから、長期的に保持する対象
とはならないと考えている。

5034001

日本商品投資
顧問業協会
（会長　牛嶋英
揚）

11

z0900136

（上記の続き）

「年金基金運用品目」としての
商品ファンド法に基づく商品
投資受益権の解禁

（上記の続き）

　なお、厚生年金基金の運用においては、有
価証券であっても、先物・オプション取引につ
いては、法令上、当該現物の価格変動のリ
スクヘッジを目的としたものに限って認めて
いるところである（先物・オプション取引のみ
により利益を求めることは禁止されている。）
　したがって、商品ファンドは、こうした厚生
年金基金の積立金の運用手段としては不適
当と言わざるを得ない。
  なお、現在でも、信託会社等との契約に基
づく運用においては、これらの運用機関の運
用対象資産や契約の相手方について何らの
規制はなく、商品ファンドによる運用も商品
投資顧問業者との契約の締結も認められて
いる。

（上記の続き）

　 なお、厚生年金基金の運用においては、
有価証券であっても、先物・オプション取引
については、法令上、当該現物の価格変動
のリスクヘッジを目的としたものに限って認
めているところである（先物・オプション取引
のみにより利益を求めることは禁止されてい
る。）
　 したがって、商品ファンドは、こうした厚生
年金基金の積立金の運用手段としては不適
当と言わざるを得ない。

・　また、信託会社は、投資家保護の観点か
ら、金融庁がその資本的基礎や運用能力等
を勘案した上で特に免許を与えた株式会社
であり、金融庁の強い規制下に置かれてい
ることから比較的自由な運用が認められて
いるのであり、厚生年金基金において認め
ることは困難である。

5034001

日本商品投資
顧問業協会
（会長　牛嶋英
揚）

12

z0900136
「年金基金運用品目」としての
商品ファンド法に基づく商品
投資受益権の解禁

厚生年金保険法第１３６条の
３

厚生年金基金の年金給付等積立金の運用
方法は、①信託会社、生命保険会社、投資
顧問業者との契約による運用と、②厚生年
金基金自らが行う運用に分けられる。年金
給付等積立金は安全かつ効率的に運用しな
ければならないため、厚生年金保険法等に
より運用方法等が規定されているところであ
るが、①については、信託会社等の民間の
専門家が運用を行うことから何ら運用先の
制限はなく、商品ファンドへの運用や商品投
資顧問業者との契約も認められている。な
お、②については、厚生年金基金において
は、必ずしも様々な運用方法に応じた専門
家がいるなど運用管理体制が整っているも
のではないため、運用対象資産や契約の相
手方について一定の制限を設けているとこ
ろであり、商品ファンドへの直接の運用や、
商品投資顧問業者との直接の契約の締結
は認めていない。

c,d I

　厚生年金基金の積立金は、すぐに現金化
する必要のない資金であるという特性から、
中長期的な視点で、安定的な収益を確保で
きるよう運用されている。また、現在、厚生年
金基金の運用は、基金の受託者責任を明確
にすることで比較的自由に行うことができる
ようになっているが、その公的な性格から、
法律で「安全かつ効率的に行わなければな
らない（厚生年金保険法第１３６条の３第５
項）」とされているところである。
　商品ファンドは、投資家から資金を集め、
専門家が農産物や鉱物など様々な商品に
投資し、その収益を投資家に還元するもの
である。その運用方法は、商品先物・オプ
ション取引を基本としているため、少ない資
金（証拠金）で非常に高い収益を上げること
（レバレッジ効果）が可能である一方、投資
元本をすべて失う可能性もあるハイリスク・
ハイリターンの投資対象である。また、証券
市場との相関関係が低いことから短期的に
は効率的な運用となる可能性はあるもの
の、リスク管理が難しいこと、農産物や鉱物
などの商品を投資対象としているため長期
的には経済成長に見合った収益を得ること
ができないことから、長期的に保持する対象
とはならないと考えている。

信託会社による運用を認めていることのイ
コールフッティングの観点からは、信託会社
の専門家と同程度の専門知識を持った者を
手当てすることを前提として要望の実現を可
能とすることはできないか。この観点から再
度御検討いただきたい。

c,d I

・  厚生年金基金の積立金は、すぐに現金化
する必要のない資金であるという特性から、
中長期的な視点で、安定的な収益を確保 で
きるよう運用されている。また、現在、厚生年
金基金の運用は、基金の受託者責任を明確
にすることで比較的自由に行うことができる
ようになっているが、その公的な性格から、
法律で「安全かつ効率的に行わなければな
らない（厚生年金保険法第１３６条の３第５
項）」とされているところである。
 　商品ファンドは、投資家から資金を集め、
専門家が農産物や鉱物など様々な商品に
投資し、その収益を投資家に還元するもの
である。その運用方法は、商品先物・オプ
ション取引を基本としているため、少ない資
金（証拠金）で非常に高い収益を上げること
（レバレッジ効果）が可能である一方、投資
元本をすべて失う可能性もあるハイリスク・
ハイリターンの投資対象である。また、証券
市場との相関関係が低いことから短期的に
は効率的な運用となる可能性はあるもの
の、リスク管理が難しいこと、農産物や鉱物
などの商品を投資対象としているため長期
的には経済成長に見合った収益を得ること
ができないことから、長期的に保持する対象
とはならないと考えている。

5085020 オリックス株式
会社 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 103 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900136
「年金基金運用品目」としての
商品ファンド法に基づく商品
投資受益権の解禁

z0900136

（上記の続き）

「年金基金運用品目」としての
商品ファンド法に基づく商品
投資受益権の解禁

z0900136
「年金基金運用品目」としての
商品ファンド法に基づく商品
投資受益権の解禁

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5034 5034001

日本商品投資
顧問業協会
（会長　牛嶋英
揚）

11 厚生年金基金における資金
運用業務に係る規制の緩和

①「商品投資に係る事業の規制に関する法
律」（以下「商品ファンド法」という。）に基づく
商品投資顧問業者を年金給付等積立金の
契約運用者として認めること。具体的には、
厚生年金保険法第136条の３第１項第3号に
おける年金給付等積立金の契約運用者の
投資顧問業者の定義に、商品ファンド法に
基づく商品投資顧問業者を加えること。
②年金給付等積立金の運用品目として商品
ファンド法に基づく商品投資受益権を解禁す
ること。具体的には、厚生年金保険法第136
条の３第１項第4号に列挙された項目に、商
品ファンド法に規定する商品投資受益権の
売買を追加すること。

①商品投資顧問業者は、商品ファンド法に
基づき1994年10月に許可され、2003年3月
末現在の許可業者8社の顧客資産運用額
（協会集計）は商品ファンドを中心に273億円
である。商品投資顧問業者は、顧客の一任
を受けて種々の手法を駆使して商品先物取
引におけるリスクをコントロールしつつ顧客
資産における所定の利回りを確保する専門
家であり、有価証券取引におけるリスクコン
トロールの専門家である投資顧問業者と基
本的に変るものではない。「有価証券に係る
投資顧問業の規制等に関する法律」に規程
された認可投資顧問業者の兼業規制が来
春4月から緩和されることととなり、有価証券
と商品先物の投資顧問業の相互乗り入れに
おける法令上の障害がなくなる見込みであ
る。
②厚生年金基金の積立金は、中長期的な観
点から安定的な収益を確保するように運用
されることが望ましいが、経済変動のリスク
は今後も存在する以上、その運用について
は有価証券等の伝統的資産運用を中心とし
つつも、有価証券等と相関性の少ない商品
ファンド又は商品投資顧問業者との商品投
資顧問契約に基づく一任運用契約等を一部
採用することにより、分散投資の効果を期待
することが中長期的には現実的である。商
品投資顧問業者は、商品ファンド法第21条
により商品ファンド資産の主要な運用者とし
て規程されており、基金資産の商品ファンド
運用においても上記の効果に貢献できるも
のと考える。

厚生年金保険法第136条の３
第１項第３号及び第４号 厚生労働省

5034 5034001

日本商品投資
顧問業協会
（会長　牛嶋英
揚）

12

（上記の続き）

厚生年金基金における資金
運用業務に係る規制の緩和

厚生労働省

5085 5085020 オリックス株式
会社 11

年金基金運用品目としての商
品ファンド法に基づく商品投
資受益権の解禁

厚生年金保険法における年金給付等積立
金の運用方法として、商品ファンド法上の商
品ファンド（商品投資受益権）による運用を
明示的に認めることを要望する。具体的に
は、厚生年金保険法第136条の3第1項第3
号の投資顧問業者の定義に商品投資顧問
業者を加えること、ならびに第136条の3第1
項第4号に項目を追加し、商品ファンド法に
規定する商品投資受益権の売買を加えるこ
とを要望する。

当要望について厚生労働省は「措置困難」
の理由として、「商品ファンドはハイリスク・ハ
イリターンの投資対象であり、関係法令が整
備されてからの期間が短く、実績が相対的
に積み重なっておらず、リスク管理が難しい
こと、長期的には経済成長に見合った収益
を得ることが出来ないことなどにより、厚生
年金基金の積立金の運用手段として不適当
と言わざるを得ない。」との指摘である。しか
しながら、商品ファンド法が制定されて以来
12年が経過し、一定の実績は示されている。
また、機関投資家においては、分散投資、リ
ターン追求の必要性が高まり、商品のみなら
ず、金融、通貨、株式等の先物を投資対象と
する商品ファンドはそうしたニーズに応え得
る運用対象と考える。来春４月より施行され
る「認可投資顧問業者に係る兼業規制の撤
廃」の機会を有効化するためにも、投資家、
年金受給者に運用成果を享受戴くために
も、適切、かつ有効な資産配分を行える様、
一層の検討が加えられ規制が緩和されるこ
とを要望する。

厚生年金保険法第136条の3 厚生労働省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 104 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900136

（上記の続き）

「年金基金運用品目」としての
商品ファンド法に基づく商品
投資受益権の解禁

（上記の続き）

　なお、厚生年金基金の運用においては、有
価証券であっても、先物・オプション取引につ
いては、法令上、当該現物の価格変動のリ
スクヘッジを目的としたものに限って認めて
いるところである（先物・オプション取引のみ
により利益を求めることは禁止されている。）
　したがって、商品ファンドは、こうした厚生
年金基金の積立金の運用手段としては不適
当と言わざるを得ない。
  なお、現在でも、信託会社等との契約に基
づく運用においては、これらの運用機関の運
用対象資産や契約の相手方について何らの
規制はなく、商品ファンドによる運用も商品
投資顧問業者との契約の締結も認められて
いる。

（上記の続き）

　 なお、厚生年金基金の運用においては、
有価証券であっても、先物・オプション取引
については、法令上、当該現物の価格変動
のリスクヘッジを目的としたものに限って認
めているところである（先物・オプション取引
のみにより利益を求めることは禁止されてい
る。）
　 したがって、商品ファンドは、こうした厚生
年金基金の積立金の運用手段としては不適
当と言わざるを得ない。

・　また、信託会社は、投資家保護の観点か
ら、金融庁がその資本的基礎や運用能力等
を勘案した上で特に免許を与えた株式会社
であり、金融庁の強い規制下に置かれてい
ることから比較的自由な運用が認められて
いるのであり、厚生年金基金において認め
ることは困難である。

5085020 オリックス株式
会社 12

z0900136
「年金基金運用品目」としての
商品ファンド法に基づく商品
投資受益権の解禁

厚生年金保険法第１３６条の
３

厚生年金基金の年金給付等積立金の運用
方法は、①信託会社、生命保険会社、投資
顧問業者との契約による運用と、②厚生年
金基金自らが行う運用に分けられる。年金
給付等積立金は安全かつ効率的に運用しな
ければならないため、厚生年金保険法等に
より運用方法等が規定されているところであ
るが、①については、信託会社等の民間の
専門家が運用を行うことから何ら運用先の
制限はなく、商品ファンドへの運用や商品投
資顧問業者との契約も認められている。な
お、②については、厚生年金基金において
は、必ずしも様々な運用方法に応じた専門
家がいるなど運用管理体制が整っているも
のではないため、運用対象資産や契約の相
手方について一定の制限を設けているとこ
ろであり、商品ファンドへの直接の運用や、
商品投資顧問業者との直接の契約の締結
は認めていない。

c,d I

　厚生年金基金の積立金は、すぐに現金化
する必要のない資金であるという特性から、
中長期的な視点で、安定的な収益を確保で
きるよう運用されている。また、現在、厚生年
金基金の運用は、基金の受託者責任を明確
にすることで比較的自由に行うことができる
ようになっているが、その公的な性格から、
法律で「安全かつ効率的に行わなければな
らない（厚生年金保険法第１３６条の３第５
項）」とされているところである。
　商品ファンドは、投資家から資金を集め、
専門家が農産物や鉱物など様々な商品に
投資し、その収益を投資家に還元するもの
である。その運用方法は、商品先物・オプ
ション取引を基本としているため、少ない資
金（証拠金）で非常に高い収益を上げること
（レバレッジ効果）が可能である一方、投資
元本をすべて失う可能性もあるハイリスク・
ハイリターンの投資対象である。また、証券
市場との相関関係が低いことから短期的に
は効率的な運用となる可能性はあるもの
の、リスク管理が難しいこと、農産物や鉱物
などの商品を投資対象としているため長期
的には経済成長に見合った収益を得ること
ができないことから、長期的に保持する対象
とはならないと考えている。

信託会社による運用を認めていることのイ
コールフッティングの観点からは、信託会社
の専門家と同程度の専門知識を持った者を
手当てすることを前提として要望の実現を可
能とすることはできないか。この観点から再
度御検討いただきたい。

c,d I

・  厚生年金基金の積立金は、すぐに現金化
する必要のない資金であるという特性から、
中長期的な視点で、安定的な収益を確保 で
きるよう運用されている。また、現在、厚生年
金基金の運用は、基金の受託者責任を明確
にすることで比較的自由に行うことができる
ようになっているが、その公的な性格から、
法律で「安全かつ効率的に行わなければな
らない（厚生年金保険法第１３６条の３第５
項）」とされているところである。
 　商品ファンドは、投資家から資金を集め、
専門家が農産物や鉱物など様々な商品に
投資し、その収益を投資家に還元するもの
である。その運用方法は、商品先物・オプ
ション取引を基本としているため、少ない資
金（証拠金）で非常に高い収益を上げること
（レバレッジ効果）が可能である一方、投資
元本をすべて失う可能性もあるハイリスク・
ハイリターンの投資対象である。また、証券
市場との相関関係が低いことから短期的に
は効率的な運用となる可能性はあるもの
の、リスク管理が難しいこと、農産物や鉱物
などの商品を投資対象としているため長期
的には経済成長に見合った収益を得ること
ができないことから、長期的に保持する対象
とはならないと考えている。

5086020 社団法人リー
ス事業協会 11

z0900136

（上記の続き）

「年金基金運用品目」としての
商品ファンド法に基づく商品
投資受益権の解禁

（上記の続き）

　なお、厚生年金基金の運用においては、有
価証券であっても、先物・オプション取引につ
いては、法令上、当該現物の価格変動のリ
スクヘッジを目的としたものに限って認めて
いるところである（先物・オプション取引のみ
により利益を求めることは禁止されている。）
　したがって、商品ファンドは、こうした厚生
年金基金の積立金の運用手段としては不適
当と言わざるを得ない。
  なお、現在でも、信託会社等との契約に基
づく運用においては、これらの運用機関の運
用対象資産や契約の相手方について何らの
規制はなく、商品ファンドによる運用も商品
投資顧問業者との契約の締結も認められて
いる。

（上記の続き）

　 なお、厚生年金基金の運用においては、
有価証券であっても、先物・オプション取引
については、法令上、当該現物の価格変動
のリスクヘッジを目的としたものに限って認
めているところである（先物・オプション取引
のみにより利益を求めることは禁止されてい
る。）
　 したがって、商品ファンドは、こうした厚生
年金基金の積立金の運用手段としては不適
当と言わざるを得ない。

・　また、信託会社は、投資家保護の観点か
ら、金融庁がその資本的基礎や運用能力等
を勘案した上で特に免許を与えた株式会社
であり、金融庁の強い規制下に置かれてい
ることから比較的自由な運用が認められて
いるのであり、厚生年金基金において認め
ることは困難である。

5086020 社団法人リー
ス事業協会 12

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 105 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900136

（上記の続き）

「年金基金運用品目」としての
商品ファンド法に基づく商品
投資受益権の解禁

z0900136
「年金基金運用品目」としての
商品ファンド法に基づく商品
投資受益権の解禁

z0900136

（上記の続き）

「年金基金運用品目」としての
商品ファンド法に基づく商品
投資受益権の解禁

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5085 5085020 オリックス株式
会社 12

（上記の続き）

年金基金運用品目としての商
品ファンド法に基づく商品投
資受益権の解禁

厚生労働省

5086 5086020 社団法人リー
ス事業協会 11

年金基金運用品目としての商
品ファンド法に基づく商品投
資受益権の解禁

厚生年金保険法における年金給付等積立
金の運用方法として、商品ファンド法上の商
品ファンド（商品投資受益権）による運用を
明示的に認めることを要望する。具体的に
は、厚生年金保険法第136条の3第1項第3
号の投資顧問業者の定義に商品投資顧問
業者を加えること、ならびに第136条の3第1
項第4号に項目を追加し、商品ファンド法に
規定する商品投資受益権の売買を加えるこ
とを要望する。

当要望について厚生労働省は「措置困難」
の理由として、「商品ファンドはハイリスク・ハ
イリターンの投資対象であり、関係法令が整
備されてからの期間が短く、実績が相対的
に積み重なっておらず、リスク管理が難しい
こと、長期的には経済成長に見合った収益
を得ることが出来ないことなどにより、厚生
年金基金の積立金の運用手段として不適当
と言わざるを得ない。」との指摘である。しか
しながら、商品ファンド法が制定されて以来
12年が経過し、一定の実績は示されている。
また、機関投資家においては、分散投資、リ
ターン追求の必要性が高まり、商品のみなら
ず、金融、通貨、株式等の先物を投資対象と
する商品ファンドはそうしたニーズに応え得
る運用対象と考える。来春４月より施行され
る「認可投資顧問業者に係る兼業規制の撤
廃」の機会を有効化するためにも、投資家、
年金受給者に運用成果を享受戴くために
も、適切、かつ有効な資産配分を行える様、
一層の検討が加えられ規制が緩和されるこ
とを要望する。

厚生年金保険法第136条の3 厚生労働省

5086 5086020 社団法人リー
ス事業協会 12

（上記の続き）

年金基金運用品目としての商
品ファンド法に基づく商品投
資受益権の解禁

厚生労働省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 106 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

確定拠出年金法第２条第６
項、第３条、第９条第１項、第
１９条第１項、第６２条第１項、
第６８条第１項、第８９条、第９
２条第１項、第１００条第７号、
確定拠出年金運営管理機関
に関する命令第２条、第３
条、第５条、第１０条第１号

・ 企業型年金については、企業拠出と併せ
て従業員の個人の拠出を認められていな
い。
・ 国民年金第３号被保険者及び公務員につ
いては、加入対象者とされていない。
・ 運営管理機関の登録申請手続きには、役
員の住民票の抄本又はこれに代わる書類の
添付が必要であり、また、登録事項の変更
届出は、２週間以内に行う。
・ 確定拠出年金を実施する場合は、制度内
容を定めた規約を厚生労働大臣の承認が必
要。
・ 営業職員による運用管理業務（運用の方
法に係る情報提供）と運用商品の販売等の
事務の兼務は認められていない。

b,c ⅠⅡⅢ

・確定拠出年金法においては、法施行５年後
の見直し規定があるが、施行（平成１３年１０
月）されて２年程度しか経過していないところ
であり、現時点での見直しは基本的には困
難である。しかしながら、施行５年後の見直
しに向けて、適宜検討を進める予定。
・厚生労働大臣への通知のみで確定拠出年
金制度を実施できるとすると、加入者保護、
労使合意等の適正な手続等の法定の基準
を満たしているかを確認できなくなる等の問
題があり、認めることはできない。
・運営管理機関の登録申請手続の簡素化
（添付書類の削減）及び、変更届出期間の
延長については、適正な運営の監督を担保
の観点から、また、営業職員による運用管理
業務と運用商品の販売等の事務の兼務に
ついては、運営管理業務の中立性確保の必
要性の観点から、認めることはできない。

要望者は、営業職員による運用管理業務と
運用商品の販売等の事務の兼務が阻害さ
れているため加入者の利益が損なわれてい
るとしており、運営管理業務の中立性を確保
する方策として、営業職員による事務の兼務
を認めないという取り扱いとは異なる方策を
検討することの可否について、その理由も含
めて明らかにされたい。

b,c ⅠⅡⅢ

加入者の利益を考慮して、利益相反行為が
行われないように、兼業禁止を原則としてい
るところであり、変更することはできない。な
お、営業職員が顧客の求めに応じ一般的な
説明を行うこと等は認めているところである。

5001014
社団法人全国
信用組合中央
協会

11

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

確定拠出年金法第２条第６
項、第３条、第９条第１項、第
１９条第１項、第６２条第１項、
第６８条第１項、第８９条、第９
２条第１項、第１００条第７号、
確定拠出年金運営管理機関
に関する命令第２条、第３
条、第５条、第１０条第１号

・ 企業型年金については、企業拠出と併せ
て従業員の個人の拠出を認められていな
い。
・ 国民年金第３号被保険者及び公務員につ
いては、加入対象者とされていない。
・ 運営管理機関の登録申請手続きには、役
員の住民票の抄本又はこれに代わる書類の
添付が必要であり、また、登録事項の変更
届出は、２週間以内に行う。
・ 確定拠出年金を実施する場合は、制度内
容を定めた規約を厚生労働大臣の承認が必
要。
・ 営業職員による運用管理業務（運用の方
法に係る情報提供）と運用商品の販売等の
事務の兼務は認められていない。

b,c ⅠⅡⅢ

・確定拠出年金法においては、法施行５年後
の見直し規定があるが、施行（平成１３年１０
月）されて２年程度しか経過していないところ
であり、現時点での見直しは基本的には困
難である。しかしながら、施行５年後の見直
しに向けて、適宜検討を進める予定。
・厚生労働大臣への通知のみで確定拠出年
金制度を実施できるとすると、加入者保護、
労使合意等の適正な手続等の法定の基準
を満たしているかを確認できなくなる等の問
題があり、認めることはできない。
・運営管理機関の登録申請手続の簡素化
（添付書類の削減）及び、変更届出期間の
延長については、適正な運営の監督を担保
の観点から、また、営業職員による運用管理
業務と運用商品の販売等の事務の兼務に
ついては、運営管理業務の中立性確保の必
要性の観点から、認めることはできない。

確定拠出年金は公的年金を補完するもので
あり、公的年金の見直しにあわせて、マッチ
ング拠出の解禁について、要望に沿って平
成１６年度までに措置することの可否につい
て回答いただきたい。

b,c ⅠⅡⅢ

加入者の利益を考慮して、利益相反行為が
行われないように、兼業禁止を原則としてい
るところであり、変更することはできない。な
お、営業職員が顧客の求めに応じ一般的な
説明を行うこと等は認めているところである。

5001015
社団法人全国
信用組合中央
協会

11

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

確定拠出年金法第２条第６
項、第３条、第９条第１項、第
１９条第１項、第６２条第１項、
第６８条第１項、第８９条、第９
２条第１項、第１００条第７号、
確定拠出年金運営管理機関
に関する命令第２条、第３
条、第５条、第１０条第１号

・ 企業型年金については、企業拠出と併せ
て従業員の個人の拠出を認められていな
い。
・ 国民年金第３号被保険者及び公務員につ
いては、加入対象者とされていない。
・ 運営管理機関の登録申請手続きには、役
員の住民票の抄本又はこれに代わる書類の
添付が必要であり、また、登録事項の変更
届出は、２週間以内に行う。
・ 確定拠出年金を実施する場合は、制度内
容を定めた規約を厚生労働大臣の承認が必
要。
・ 営業職員による運用管理業務（運用の方
法に係る情報提供）と運用商品の販売等の
事務の兼務は認められていない。

b,c ⅠⅡⅢ

・確定拠出年金法においては、法施行５年後
の見直し規定があるが、施行（平成１３年１０
月）されて２年程度しか経過していないところ
であり、現時点での見直しは基本的には困
難である。しかしながら、施行５年後の見直
しに向けて、適宜検討を進める予定。
・厚生労働大臣への通知のみで確定拠出年
金制度を実施できるとすると、加入者保護、
労使合意等の適正な手続等の法定の基準
を満たしているかを確認できなくなる等の問
題があり、認めることはできない。
・運営管理機関の登録申請手続の簡素化
（添付書類の削減）及び、変更届出期間の
延長については、適正な運営の監督を担保
の観点から、また、営業職員による運用管理
業務と運用商品の販売等の事務の兼務に
ついては、運営管理業務の中立性確保の必
要性の観点から、認めることはできない。

要望者は、加入者保護の観点を考慮して
も、非常勤役員の変更、資本金額の小額変
更等の軽微な事項の変更について、変更の
「都度」届け出をする必要はないと主張して
おり、これらの軽微な事項の変更について変
更の「都度」届出がない場合に、適正な運営
の監督を担保するうえで如何なる障害が生
じ得るのか、具体的に回答いただきたい。

b,c ⅠⅡⅢ

確定拠出年金運営管理機関の登録内容に
ついては、加入者等が閲覧できることとして
おり、加入者の権利保護が図れない虞があ
ることから、遅滞なく処理を行う必要がある。

5001017
社団法人全国
信用組合中央
協会

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 107 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5001 5001014
社団法人全国
信用組合中央
協会

11
確定拠出年金制度における
営業職員による運用関連業
務の兼務禁止の撤廃

営業職員による運用管理業務（運用の方法
に係る情報提供）と運用商品の販売等の事
務の兼務禁止を撤廃すること。

営業職員による運用管理業務（運用の方法
に係る情報提供）と運用商品の販売等の事
務の兼務が禁止されているため、加入者の
利益が阻害されている。

確定拠出年金法第１００条第
７号、確定拠出年金運営管理
機関に関する命令第１０条第
１号

厚生労働省
金融庁

5001 5001015
社団法人全国
信用組合中央
協会

11 企業型年金におけるマッチン
グ拠出の解禁

企業型年金の掛け金拠出において、加入者
の自己負担による追加拠出（マッチング拠
出）ができるようにすること。

企業型年金の掛け金拠出は、事業主が行う
こととされており、加入者の自己負担による
追加拠出（マッチング拠出）ができない。

確定拠出年金法第１９条 厚生労働省

5001 5001017
社団法人全国
信用組合中央
協会

11 運営管理機関登録に係る変
更届提出対象事項の緩和

軽微な変更事項については、年１回等の変
更届出書提出とする。

変更届出書提出対象事項の変更有無の管
理事務負担が大きいため。
企業または加入者等の運営管理機関の選
定等に及ぼす影響が少ないと認められる事
項（非常勤役員の変更、資本金額の小額変
更等）については、加入者保護の観点から
も、変更の都度届け出る必要性は低いと考
えられるため。

確定拠出年金法第９２条第１
項

厚生労働省
金融庁

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 108 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

確定拠出年金法第２条第６
項、第３条、第９条第１項、第
１９条第１項、第６２条第１項、
第６８条第１項、第８９条、第９
２条第１項、第１００条第７号、
確定拠出年金運営管理機関
に関する命令第２条、第３
条、第５条、第１０条第１号

・ 企業型年金については、企業拠出と併せ
て従業員の個人の拠出を認められていな
い。
・ 国民年金第３号被保険者及び公務員につ
いては、加入対象者とされていない。
・ 運営管理機関の登録申請手続きには、役
員の住民票の抄本又はこれに代わる書類の
添付が必要であり、また、登録事項の変更
届出は、２週間以内に行う。
・ 確定拠出年金を実施する場合は、制度内
容を定めた規約を厚生労働大臣の承認が必
要。
・ 営業職員による運用管理業務（運用の方
法に係る情報提供）と運用商品の販売等の
事務の兼務は認められていない。

b,c ⅠⅡⅢ

・確定拠出年金法においては、法施行５年後
の見直し規定があるが、施行（平成１３年１０
月）されて２年程度しか経過していないところ
であり、現時点での見直しは基本的には困
難である。しかしながら、施行５年後の見直
しに向けて、適宜検討を進める予定。
・厚生労働大臣への通知のみで確定拠出年
金制度を実施できるとすると、加入者保護、
労使合意等の適正な手続等の法定の基準
を満たしているかを確認できなくなる等の問
題があり、認めることはできない。
・運営管理機関の登録申請手続の簡素化
（添付書類の削減）及び、変更届出期間の
延長については、適正な運営の監督を担保
の観点から、また、営業職員による運用管理
業務と運用商品の販売等の事務の兼務に
ついては、運営管理業務の中立性確保の必
要性の観点から、認めることはできない。

運営管理業務の中立性を確保する方策とし
て、営業職員による事務の兼務を認めない
という取り扱いとは異なる方策を検討するこ
との可否について、その理由も含めて明らか
にされたい。

b,c ⅠⅡⅢ

加入者の利益を考慮して、利益相反行為が
行われないように、兼業禁止を原則としてい
るところであり、変更することはできない。な
お、営業職員が顧客の求めに応じ一般的な
説明を行うこと等は認めているところである。

5010009 社団法人第二
地方銀行協会 11

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

確定拠出年金法第２条第６
項、第３条、第９条第１項、第
１９条第１項、第６２条第１項、
第６８条第１項、第８９条、第９
２条第１項、第１００条第７号、
確定拠出年金運営管理機関
に関する命令第２条、第３
条、第５条、第１０条第１号

・ 企業型年金については、企業拠出と併せ
て従業員の個人の拠出を認められていな
い。
・ 国民年金第３号被保険者及び公務員につ
いては、加入対象者とされていない。
・ 運営管理機関の登録申請手続きには、役
員の住民票の抄本又はこれに代わる書類の
添付が必要であり、また、登録事項の変更
届出は、２週間以内に行う。
・ 確定拠出年金を実施する場合は、制度内
容を定めた規約を厚生労働大臣の承認が必
要。
・ 営業職員による運用管理業務（運用の方
法に係る情報提供）と運用商品の販売等の
事務の兼務は認められていない。

b,c ⅠⅡⅢ

・確定拠出年金法においては、法施行５年後
の見直し規定があるが、施行（平成１３年１０
月）されて２年程度しか経過していないところ
であり、現時点での見直しは基本的には困
難である。しかしながら、施行５年後の見直
しに向けて、適宜検討を進める予定。
・厚生労働大臣への通知のみで確定拠出年
金制度を実施できるとすると、加入者保護、
労使合意等の適正な手続等の法定の基準
を満たしているかを確認できなくなる等の問
題があり、認めることはできない。
・運営管理機関の登録申請手続の簡素化
（添付書類の削減）及び、変更届出期間の
延長については、適正な運営の監督を担保
の観点から、また、営業職員による運用管理
業務と運用商品の販売等の事務の兼務に
ついては、運営管理業務の中立性確保の必
要性の観点から、認めることはできない。

要望は、「役員の住民票の抄本またはこれ
に代わる書類」の添付を廃止することを要望
しており、この書類の添付を廃止することに
より、運営管理機関の適正な運営の監督を
行う上で如何なる弊害が生じえるのか、具体
的に回答いただきたい。

b,c ⅠⅡⅢ

確定拠出年金運営管理機関の登録内容に
ついては、加入者等が閲覧できることとして
おり、住民票等と相違する内容を閲覧するこ
とになることも可能性もあり、加入者の権利
保護が図れなくなる虞があることから、住民
票により住所等の確認を行う必要である。

5010016 社団法人第二
地方銀行協会 11

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

確定拠出年金法第２条第６
項、第３条、第９条第１項、第
１９条第１項、第６２条第１項、
第６８条第１項、第８９条、第９
２条第１項、第１００条第７号、
確定拠出年金運営管理機関
に関する命令第２条、第３
条、第５条、第１０条第１号

・ 企業型年金については、企業拠出と併せ
て従業員の個人の拠出を認められていな
い。
・ 国民年金第３号被保険者及び公務員につ
いては、加入対象者とされていない。
・ 運営管理機関の登録申請手続きには、役
員の住民票の抄本又はこれに代わる書類の
添付が必要であり、また、登録事項の変更
届出は、２週間以内に行う。
・ 確定拠出年金を実施する場合は、制度内
容を定めた規約を厚生労働大臣の承認が必
要。
・ 営業職員による運用管理業務（運用の方
法に係る情報提供）と運用商品の販売等の
事務の兼務は認められていない。

b,c ⅠⅡⅢ

・確定拠出年金法においては、法施行５年後
の見直し規定があるが、施行（平成１３年１０
月）されて２年程度しか経過していないところ
であり、現時点での見直しは基本的には困
難である。しかしながら、施行５年後の見直
しに向けて、適宜検討を進める予定。
・厚生労働大臣への通知のみで確定拠出年
金制度を実施できるとすると、加入者保護、
労使合意等の適正な手続等の法定の基準
を満たしているかを確認できなくなる等の問
題があり、認めることはできない。
・運営管理機関の登録申請手続の簡素化
（添付書類の削減）及び、変更届出期間の
延長については、適正な運営の監督を担保
の観点から、また、営業職員による運用管理
業務と運用商品の販売等の事務の兼務に
ついては、運営管理業務の中立性確保の必
要性の観点から、認めることはできない。

複数の要望主体から同主旨の要望が出て
いることも踏まえ、要望に沿って平成１６年
度までに措置することの可否について回答
いただきたい。

b,c ⅠⅡⅢ

第３号被保険者については、公的年金にお
ける整理等を見て検討する必要があること、
公務員については、公務員の退職給付制度
の取扱いの中で検討されるべき問題であり、
現時点での見直しは困難であるため、措置
できない。

5021039
社団法人日本
経済団体連合
会

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 109 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5010 5010009 社団法人第二
地方銀行協会 11

確定拠出年金における営業
職員に係る運用関連業務の
兼務禁止ルールの緩和

運用関連業務のうち、情報提供業務につい
ては兼務禁止の対象外とする。

確定拠出年金の概要および各運用商品の
説明から販売事務までを行うことができれ
ば、営業職員の効率的な活動が可能とな
る。これにより確定拠出年金の加入者がより
増加し、制度もより広まることが期待できる。

定拠出年金運営管理機関に
関する命令第10条第1号

厚生労働省
金融庁

5010 5010016 社団法人第二
地方銀行協会 11 確定拠出年金運営管理機関

登録申請の簡素化

登録申請手続における「役員の住民票の抄
本又はこれに代わる書類」の添付を廃止す
る。

確定拠出年金運営管理機関の登録・変更の
事務処理の簡素化・迅速化が実現する。

確定拠出年金法第89条、第
92条
確定拠出年金運営管理機関
に関する命令第3条、第5条

厚生労働省
金融庁

5021 5021039
社団法人日本
経済団体連合
会

11 確定拠出年金の加入対象者
の拡大

　確定拠出年金において、個人型への専業
主婦、公務員の加入を認めるべきである。

　制度に加入できない者が存在すると、確定
拠出年金のポータビリティが十分なものとは
ならないため。専業主婦、公務員の加入を
認めることで、制度普及が図られ、個々人の
自助努力による老後資金の形成に寄与す
る。

確定拠出年金法第２条、第９
条、第62条 厚生労働省 　確定拠出年金では、専業主婦、公務員の

加入が認められていない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 110 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

確定拠出年金法第２条第６
項、第３条、第９条第１項、第
１９条第１項、第６２条第１項、
第６８条第１項、第８９条、第９
２条第１項、第１００条第７号、
確定拠出年金運営管理機関
に関する命令第２条、第３
条、第５条、第１０条第１号

・ 企業型年金については、企業拠出と併せ
て従業員の個人の拠出を認められていな
い。
・ 国民年金第３号被保険者及び公務員につ
いては、加入対象者とされていない。
・ 運営管理機関の登録申請手続きには、役
員の住民票の抄本又はこれに代わる書類の
添付が必要であり、また、登録事項の変更
届出は、２週間以内に行う。
・ 確定拠出年金を実施する場合は、制度内
容を定めた規約を厚生労働大臣の承認が必
要。
・ 営業職員による運用管理業務（運用の方
法に係る情報提供）と運用商品の販売等の
事務の兼務は認められていない。

b,c ⅠⅡⅢ

・確定拠出年金法においては、法施行５年後
の見直し規定があるが、施行（平成１３年１０
月）されて２年程度しか経過していないところ
であり、現時点での見直しは基本的には困
難である。しかしながら、施行５年後の見直
しに向けて、適宜検討を進める予定。
・厚生労働大臣への通知のみで確定拠出年
金制度を実施できるとすると、加入者保護、
労使合意等の適正な手続等の法定の基準
を満たしているかを確認できなくなる等の問
題があり、認めることはできない。
・運営管理機関の登録申請手続の簡素化
（添付書類の削減）及び、変更届出期間の
延長については、適正な運営の監督を担保
の観点から、また、営業職員による運用管理
業務と運用商品の販売等の事務の兼務に
ついては、運営管理業務の中立性確保の必
要性の観点から、認めることはできない。

要望者は、確定拠出年金法の趣旨を踏ま
え、自助努力、自己責任の意識醸成を支援
するためには、本人拠出ができる仕組みが
求められることから、事業主の拠出に加えて
本人拠出ができるようにすることを求めてい
るものであり、複数の要望主体から同主旨
の要望が出ていることも踏まえ、要望に沿っ
て、平成１６年度までに措置することの可否
について、改めて検討されたい。

b,c ⅠⅡⅢ

企業型における本人拠出については、個人
が任意で拠出することとなることから、貯蓄
との相違の整理ができるのか等の基本的な
問題があるため、見直しは困難であり、措置
できない。

5021041
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

確定拠出年金法第２条第６
項、第３条、第９条第１項、第
１９条第１項、第６２条第１項、
第６８条第１項、第８９条、第９
２条第１項、第１００条第７号、
確定拠出年金運営管理機関
に関する命令第２条、第３
条、第５条、第１０条第１号

・ 企業型年金については、企業拠出と併せ
て従業員の個人の拠出を認められていな
い。
・ 国民年金第３号被保険者及び公務員につ
いては、加入対象者とされていない。
・ 運営管理機関の登録申請手続きには、役
員の住民票の抄本又はこれに代わる書類の
添付が必要であり、また、登録事項の変更
届出は、２週間以内に行う。
・ 確定拠出年金を実施する場合は、制度内
容を定めた規約を厚生労働大臣の承認が必
要。
・ 営業職員による運用管理業務（運用の方
法に係る情報提供）と運用商品の販売等の
事務の兼務は認められていない。

b,c ⅠⅡⅢ

・確定拠出年金法においては、法施行５年後
の見直し規定があるが、施行（平成１３年１０
月）されて２年程度しか経過していないところ
であり、現時点での見直しは基本的には困
難である。しかしながら、施行５年後の見直
しに向けて、適宜検討を進める予定。
・厚生労働大臣への通知のみで確定拠出年
金制度を実施できるとすると、加入者保護、
労使合意等の適正な手続等の法定の基準
を満たしているかを確認できなくなる等の問
題があり、認めることはできない。
・運営管理機関の登録申請手続の簡素化
（添付書類の削減）及び、変更届出期間の
延長については、適正な運営の監督を担保
の観点から、また、営業職員による運用管理
業務と運用商品の販売等の事務の兼務に
ついては、運営管理業務の中立性確保の必
要性の観点から、認めることはできない。

（b.について）
確定拠出年金は公的年金を補完するもので
あり、公的年金の見直しにあわせて、マッチ
ング拠出の解禁について、要望に沿って平
成１６年度までに措置することの可否につい
て回答いただきたい。
（c.について）
複数の要望主体から同主旨の要望が出てき
ていることも踏まえ、要望に沿って平成１６年
度までに措置することの可否について回答
いただきたい。

b,c ⅠⅡⅢ

（b.について）
企業型における本人拠出については、個人
が任意で拠出することとなることから、貯蓄
との相違の整理ができるのか等の基本的な
問題があるため、見直しが困難であり、措置
できない。
（c.について）
第３号被保険者については、公的年金にお
ける整理等を見て検討する必要があること、
公務員については、公務員の退職給付制度
の取扱いの中で検討されるべき問題であり、
現時点での見直しは困難であるため、措置
できない。

5030007 社団法人全国
地方銀行協会 21

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

確定拠出年金法第２条第６
項、第３条、第９条第１項、第
１９条第１項、第６２条第１項、
第６８条第１項、第８９条、第９
２条第１項、第１００条第７号、
確定拠出年金運営管理機関
に関する命令第２条、第３
条、第５条、第１０条第１号

・ 企業型年金については、企業拠出と併せ
て従業員の個人の拠出を認められていな
い。
・ 国民年金第３号被保険者及び公務員につ
いては、加入対象者とされていない。
・ 運営管理機関の登録申請手続きには、役
員の住民票の抄本又はこれに代わる書類の
添付が必要であり、また、登録事項の変更
届出は、２週間以内に行う。
・ 確定拠出年金を実施する場合は、制度内
容を定めた規約を厚生労働大臣の承認が必
要。
・ 営業職員による運用管理業務（運用の方
法に係る情報提供）と運用商品の販売等の
事務の兼務は認められていない。

b,c ⅠⅡⅢ

・確定拠出年金法においては、法施行５年後
の見直し規定があるが、施行（平成１３年１０
月）されて２年程度しか経過していないところ
であり、現時点での見直しは基本的には困
難である。しかしながら、施行５年後の見直
しに向けて、適宜検討を進める予定。
・厚生労働大臣への通知のみで確定拠出年
金制度を実施できるとすると、加入者保護、
労使合意等の適正な手続等の法定の基準
を満たしているかを確認できなくなる等の問
題があり、認めることはできない。
・運営管理機関の登録申請手続の簡素化
（添付書類の削減）及び、変更届出期間の
延長については、適正な運営の監督を担保
の観点から、また、営業職員による運用管理
業務と運用商品の販売等の事務の兼務に
ついては、運営管理業務の中立性確保の必
要性の観点から、認めることはできない。

運営管理業務の中立性を確保する方策とし
て、営業職員による事務の兼務を認めない
という取り扱いとは異なる方策を検討するこ
との可否について、その理由も含めて明らか
にされたい。

b,c ⅠⅡⅢ

加入者の利益を考慮して、利益相反行為が
行われないように、兼業禁止を原則としてい
るところであり、変更することはできない。な
お、営業職員が顧客の求めに応じ一般的な
説明を行うこと等は認めているところである。

5030008 社団法人全国
地方銀行協会 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 111 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021041
社団法人日本
経済団体連合
会

11
企業型確定拠出年金におけ
る掛金の本人拠出の容認
【新規】

　事業主の拠出に加えて本人拠出ができる
ようにすべきである。

　確定拠出年金法の趣旨を踏まえ、自助努
力、自己責任の意識醸成を支援するために
は、本人拠出ができる仕組みが求められる。
事業主の拠出に加えて本人拠出ができるよ
うにすべきである。
　利便性の向上により制度普及にも資するこ
とになる。

確定拠出年金法第19条 厚生労働省
　現在、企業型確定拠出年金の実施時は、
事業主からの拠出しか実施できず、本人か
らの拠出はできない。

5030 5030007 社団法人全国
地方銀行協会 21 確定拠出年金制度の改善

確定拠出年金制度について、a.拠出限度額
の引上げ、b.マッチング拠出の解禁、c.加入
対象者の拡大、の措置を講じる。

a：特に、企業年金を実施していない企業の
従業員が個人型年金に加入する場合の拠
出限度額（18万円）については、企業型年金
における拠出限度額（43万２千円）に比して
明らかに過少。
ｂ：企業年金（厚生年金基金・適格退職年金）
では企業のみならず従業員にも掛金拠出が
認められているにもかかわらず、確定拠出
年金制度においては企業型年金加入者によ
る追加拠出（マッチング拠出）が行えないこと
は不合理。
c：制度の加入対象者に、第三号被保険者
（専業主婦等）及び公務員を加えるべき。例
えば、拠出期間が短い加入者が退職し専業
主婦等になった場合、将来において少額の
給付しか得られないことが想定される。

確定拠出年金法 第９条、第
19条、第20条、第62条、第68
条、第69条、同施行令 第11
条、第36条

厚生労働省
別添の全国地方銀行協会「総合規制改革会
議への規制緩和要望事項」(平成15年９月19
日提出済)参照

5030 5030008 社団法人全国
地方銀行協会 11

運用関連業務と運用商品の
販売等の事務の兼務禁止
ルールの廃止

確定拠出年金制度について運用関連業務
（運用の方法に係る情報提供）と運用商品の
販売等の事務の兼務禁止ルールを廃止す
る。

自行が運営管理機関である場合、提示商品
の内容に関する加入者からの照会に対応で
きず、加入者に不信感を抱かせることに繋
がりかねない。本規制が撤廃されれば、確
定拠出年金制度の概要や各運用商品に関
する説明から販売事務まで、一担当者が一
貫して取り扱うことが可能となり、顧客利便
の向上にも資する。加えて、大手金融機関
に比して人的余力に乏しい地域金融機関に
おいては、より柔軟な組織運営・業務展開が
可能となり、確定拠出年金制度のさらなる普
及に寄与できると考えられる。

確定拠出年金法 第100条第
７号、確定拠出年金運営管理
機関に関する命令 第10条第
１号

厚生労働省
金融庁

別添の全国地方銀行協会「総合規制改革会
議への規制緩和要望事項」(平成15年９月19
日提出済)参照

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 112 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

確定拠出年金法第２条第６
項、第３条、第９条第１項、第
１９条第１項、第６２条第１項、
第６８条第１項、第８９条、第９
２条第１項、第１００条第７号、
確定拠出年金運営管理機関
に関する命令第２条、第３
条、第５条、第１０条第１号

・ 企業型年金については、企業拠出と併せ
て従業員の個人の拠出を認められていな
い。
・ 国民年金第３号被保険者及び公務員につ
いては、加入対象者とされていない。
・ 運営管理機関の登録申請手続きには、役
員の住民票の抄本又はこれに代わる書類の
添付が必要であり、また、登録事項の変更
届出は、２週間以内に行う。
・ 確定拠出年金を実施する場合は、制度内
容を定めた規約を厚生労働大臣の承認が必
要。
・ 営業職員による運用管理業務（運用の方
法に係る情報提供）と運用商品の販売等の
事務の兼務は認められていない。

b,c ⅠⅡⅢ

・確定拠出年金法においては、法施行５年後
の見直し規定があるが、施行（平成１３年１０
月）されて２年程度しか経過していないところ
であり、現時点での見直しは基本的には困
難である。しかしながら、施行５年後の見直
しに向けて、適宜検討を進める予定。
・厚生労働大臣への通知のみで確定拠出年
金制度を実施できるとすると、加入者保護、
労使合意等の適正な手続等の法定の基準
を満たしているかを確認できなくなる等の問
題があり、認めることはできない。
・運営管理機関の登録申請手続の簡素化
（添付書類の削減）及び、変更届出期間の
延長については、適正な運営の監督を担保
の観点から、また、営業職員による運用管理
業務と運用商品の販売等の事務の兼務に
ついては、運営管理業務の中立性確保の必
要性の観点から、認めることはできない。

要望者は、役員に係る変更届を定期的なも
のにするよう主張しており、変更の「都度」届
出がない場合に、適正な運営の監督を担保
するうえで如何なる障害が生じ得るのか、具
体的に回答いただきたい。

b,c ⅠⅡⅢ

確定拠出年金運営管理機関の登録内容に
ついては、加入者等が閲覧できることとして
おり、加入者の権利保護が図れない虞があ
ることから、遅滞なく処理を行う必要がある。

5030017 社団法人全国
地方銀行協会 11

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

確定拠出年金法第２条第６
項、第３条、第９条第１項、第
１９条第１項、第６２条第１項、
第６８条第１項、第８９条、第９
２条第１項、第１００条第７号、
確定拠出年金運営管理機関
に関する命令第２条、第３
条、第５条、第１０条第１号

・ 企業型年金については、企業拠出と併せ
て従業員の個人の拠出を認められていな
い。
・ 国民年金第３号被保険者及び公務員につ
いては、加入対象者とされていない。
・ 運営管理機関の登録申請手続きには、役
員の住民票の抄本又はこれに代わる書類の
添付が必要であり、また、登録事項の変更
届出は、２週間以内に行う。
・ 確定拠出年金を実施する場合は、制度内
容を定めた規約を厚生労働大臣の承認が必
要。
・ 営業職員による運用管理業務（運用の方
法に係る情報提供）と運用商品の販売等の
事務の兼務は認められていない。

b,c ⅠⅡⅢ

・確定拠出年金法においては、法施行５年後
の見直し規定があるが、施行（平成１３年１０
月）されて２年程度しか経過していないところ
であり、現時点での見直しは基本的には困
難である。しかしながら、施行５年後の見直
しに向けて、適宜検討を進める予定。
・厚生労働大臣への通知のみで確定拠出年
金制度を実施できるとすると、加入者保護、
労使合意等の適正な手続等の法定の基準
を満たしているかを確認できなくなる等の問
題があり、認めることはできない。
・運営管理機関の登録申請手続の簡素化
（添付書類の削減）及び、変更届出期間の
延長については、適正な運営の監督を担保
の観点から、また、営業職員による運用管理
業務と運用商品の販売等の事務の兼務に
ついては、運営管理業務の中立性確保の必
要性の観点から、認めることはできない。

複数の要望主体から同主旨の要望が出てき
ていることも踏まえ、要望に沿って平成１６年
度までに措置することの可否について回答
いただきたい。

b,c ⅠⅡⅢ

企業型における本人拠出については、個人
が任意で拠出することとなることから、貯蓄
との相違の整理ができるのか等の基本的な
問題があるため、見直しは困難であり、措置
できない。

5033030 社団法人日本
損害保険協会 11

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

確定拠出年金法第２条第６
項、第３条、第９条第１項、第
１９条第１項、第６２条第１項、
第６８条第１項、第８９条、第９
２条第１項、第１００条第７号、
確定拠出年金運営管理機関
に関する命令第２条、第３
条、第５条、第１０条第１号

・ 企業型年金については、企業拠出と併せ
て従業員の個人の拠出を認められていな
い。
・ 国民年金第３号被保険者及び公務員につ
いては、加入対象者とされていない。
・ 運営管理機関の登録申請手続きには、役
員の住民票の抄本又はこれに代わる書類の
添付が必要であり、また、登録事項の変更
届出は、２週間以内に行う。
・ 確定拠出年金を実施する場合は、制度内
容を定めた規約を厚生労働大臣の承認が必
要。
・ 営業職員による運用管理業務（運用の方
法に係る情報提供）と運用商品の販売等の
事務の兼務は認められていない。

b,c ⅠⅡⅢ

・確定拠出年金法においては、法施行５年後
の見直し規定があるが、施行（平成１３年１０
月）されて２年程度しか経過していないところ
であり、現時点での見直しは基本的には困
難である。しかしながら、施行５年後の見直
しに向けて、適宜検討を進める予定。
・厚生労働大臣への通知のみで確定拠出年
金制度を実施できるとすると、加入者保護、
労使合意等の適正な手続等の法定の基準
を満たしているかを確認できなくなる等の問
題があり、認めることはできない。
・運営管理機関の登録申請手続の簡素化
（添付書類の削減）及び、変更届出期間の
延長については、適正な運営の監督を担保
の観点から、また、営業職員による運用管理
業務と運用商品の販売等の事務の兼務に
ついては、運営管理業務の中立性確保の必
要性の観点から、認めることはできない。

複数の要望主体から同主旨の要望が出てき
ていることも踏まえ、要望に沿って平成１６年
度までに措置することの可否について回答
いただきたい。

b,c ⅠⅡⅢ

第３号被保険者については、公的年金にお
ける整理等を見て検討する必要があること、
公務員については、公務員の退職給付制度
の取扱いの中で検討されるべき問題であり、
現時点での見直しは困難であるため、措置
できない。

5033031 社団法人日本
損害保険協会 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 113 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5030 5030017 社団法人全国
地方銀行協会 11

確定拠出年金制度における
運営管理機関登録事項の変
更に係る期限の緩和

運営管理機関の登録事項に変更があったと
きは、その日から２週間以内に届け出なけ
ればならないとの期間制限を緩和する。

変更時より２週間以内に届け出ることは時
間的にタイトな場合もあるため、本期間制限
を緩和（例えば、変更の都度届け出を行うの
ではなく、定期的に年１～２回の基準日時点
における情報を届け出れば可とする等）すべ
きである。現状、役員の氏名及び住所等、頻
繁に変更が生じ得る事項については、とりわ
け登録事項を管理する事務負担が大きく
なっている。

確定拠出年金法 第89条、第
92条、確定拠出年金運営管
理機関に関する命令 第２条、
第３条

厚生労働省
金融庁

別添の全国地方銀行協会「総合規制改革会
議への規制緩和要望事項」(平成15年９月19
日提出済)参照

5033 5033030 社団法人日本
損害保険協会 11

確定拠出年金の企業型にお
ける拠出限度額の枠内での
個人による上乗せ拠出の容
認

現行の拠出限度額の枠内で企業拠出に対
する個人上乗せ拠出を認めていただきた
い。

確定拠出年金の制度普及が図られる。従業
員の自助努力による老後資金形成の促進に
寄与する。

現状、特に中小企業において、企業型の拠
出額は限度額の一部にとどまっており、勤労
者の老後の資産形成ﾆｰｽﾞを満たすために
は、拠出限度額の枠内での自助努力による
個人の上乗せ拠出が必要なため。

法人税法、所得税法、確定拠
出年金法 厚生労働省

5033 5033031 社団法人日本
損害保険協会 11 確定拠出年金の加入対象者

の拡大
確定拠出年金において、個人型への専業主
婦、公務員の加入を認めていただきたい。

確定拠出年金の制度普及が図られる。専業
主婦・公務員個人の自助努力による老後資
金形成の促進に寄与する。

制度に加入できないものが存在すると、確定
拠出年金のポータビリティが十分なものとは
ならないため。

法人税法、所得税法、確定拠
出年金法 厚生労働省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 114 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

確定拠出年金法第２条第６
項、第３条、第９条第１項、第
１９条第１項、第６２条第１項、
第６８条第１項、第８９条、第９
２条第１項、第１００条第７号、
確定拠出年金運営管理機関
に関する命令第２条、第３
条、第５条、第１０条第１号

・ 企業型年金については、企業拠出と併せ
て従業員の個人の拠出を認められていな
い。
・ 国民年金第３号被保険者及び公務員につ
いては、加入対象者とされていない。
・ 運営管理機関の登録申請手続きには、役
員の住民票の抄本又はこれに代わる書類の
添付が必要であり、また、登録事項の変更
届出は、２週間以内に行う。
・ 確定拠出年金を実施する場合は、制度内
容を定めた規約を厚生労働大臣の承認が必
要。
・ 営業職員による運用管理業務（運用の方
法に係る情報提供）と運用商品の販売等の
事務の兼務は認められていない。

b,c ⅠⅡⅢ

・確定拠出年金法においては、法施行５年後
の見直し規定があるが、施行（平成１３年１０
月）されて２年程度しか経過していないところ
であり、現時点での見直しは基本的には困
難である。しかしながら、施行５年後の見直
しに向けて、適宜検討を進める予定。
・厚生労働大臣への通知のみで確定拠出年
金制度を実施できるとすると、加入者保護、
労使合意等の適正な手続等の法定の基準
を満たしているかを確認できなくなる等の問
題があり、認めることはできない。
・運営管理機関の登録申請手続の簡素化
（添付書類の削減）及び、変更届出期間の
延長については、適正な運営の監督を担保
の観点から、また、営業職員による運用管理
業務と運用商品の販売等の事務の兼務に
ついては、運営管理業務の中立性確保の必
要性の観点から、認めることはできない。

（⑤について）
複数の要望主体から同主旨の要望が出て
いることも踏まえ、要望に沿って平成１６年
度までに措置することの可否について回答
いただきたい。

b,c ⅠⅡⅢ

厚生労働大臣への通知のみで確定拠出年
金制度を実施できるとすると、加入者保護、
労使合意等の適正な手続等の法定の基準
を満たしているかを確認できなくなる等の問
題があり、措置できない。

5071064 米国 21

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

確定拠出年金法第２条第６
項、第３条、第９条第１項、第
１９条第１項、第６２条第１項、
第６８条第１項、第８９条、第９
２条第１項、第１００条第７号、
確定拠出年金運営管理機関
に関する命令第２条、第３
条、第５条、第１０条第１号

・ 企業型年金については、企業拠出と併せ
て従業員の個人の拠出を認められていな
い。
・ 国民年金第３号被保険者及び公務員につ
いては、加入対象者とされていない。
・ 運営管理機関の登録申請手続きには、役
員の住民票の抄本又はこれに代わる書類の
添付が必要であり、また、登録事項の変更
届出は、２週間以内に行う。
・ 確定拠出年金を実施する場合は、制度内
容を定めた規約を厚生労働大臣の承認が必
要。
・ 営業職員による運用管理業務（運用の方
法に係る情報提供）と運用商品の販売等の
事務の兼務は認められていない。

b,c ⅠⅡⅢ

・確定拠出年金法においては、法施行５年後
の見直し規定があるが、施行（平成１３年１０
月）されて２年程度しか経過していないところ
であり、現時点での見直しは基本的には困
難である。しかしながら、施行５年後の見直
しに向けて、適宜検討を進める予定。
・厚生労働大臣への通知のみで確定拠出年
金制度を実施できるとすると、加入者保護、
労使合意等の適正な手続等の法定の基準
を満たしているかを確認できなくなる等の問
題があり、認めることはできない。
・運営管理機関の登録申請手続の簡素化
（添付書類の削減）及び、変更届出期間の
延長については、適正な運営の監督を担保
の観点から、また、営業職員による運用管理
業務と運用商品の販売等の事務の兼務に
ついては、運営管理業務の中立性確保の必
要性の観点から、認めることはできない。

（マッチング拠出の解禁について）
確定拠出年金は公的年金を補完するもので
あり、公的年金の見直しにあわせて、マッチ
ング拠出の解禁について、要望に沿って平
成１６年度までに措置することの可否につい
て回答いただきたい。

b,c ⅠⅡⅢ

企業型における本人拠出については、個人
が任意で拠出することとなることから、貯蓄
との相違の整理ができるのか等の基本的な
問題があるため、見直しは困難であり、措置
できない。

5072011 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

確定拠出年金法第２条第６
項、第３条、第９条第１項、第
１９条第１項、第６２条第１項、
第６８条第１項、第８９条、第９
２条第１項、第１００条第７号、
確定拠出年金運営管理機関
に関する命令第２条、第３
条、第５条、第１０条第１号

・ 企業型年金については、企業拠出と併せ
て従業員の個人の拠出を認められていな
い。
・ 国民年金第３号被保険者及び公務員につ
いては、加入対象者とされていない。
・ 運営管理機関の登録申請手続きには、役
員の住民票の抄本又はこれに代わる書類の
添付が必要であり、また、登録事項の変更
届出は、２週間以内に行う。
・ 確定拠出年金を実施する場合は、制度内
容を定めた規約を厚生労働大臣の承認が必
要。
・ 営業職員による運用管理業務（運用の方
法に係る情報提供）と運用商品の販売等の
事務の兼務は認められていない。

b,c ⅠⅡⅢ

・確定拠出年金法においては、法施行５年後
の見直し規定があるが、施行（平成１３年１０
月）されて２年程度しか経過していないところ
であり、現時点での見直しは基本的には困
難である。しかしながら、施行５年後の見直
しに向けて、適宜検討を進める予定。
・厚生労働大臣への通知のみで確定拠出年
金制度を実施できるとすると、加入者保護、
労使合意等の適正な手続等の法定の基準
を満たしているかを確認できなくなる等の問
題があり、認めることはできない。
・運営管理機関の登録申請手続の簡素化
（添付書類の削減）及び、変更届出期間の
延長については、適正な運営の監督を担保
の観点から、また、営業職員による運用管理
業務と運用商品の販売等の事務の兼務に
ついては、運営管理業務の中立性確保の必
要性の観点から、認めることはできない。

複数の要望主体から同主旨の要望が出て
いることも踏まえ、要望に沿って平成１６年
度までに措置することの可否について回答
いただきたい。

b,c ⅠⅡⅢ

第３号被保険者については、公的年金にお
ける整理等を見て検討する必要があること
から、現時点での見直しは困難であるため、
措置できない。
脱退一時金の支給要件の一部緩和につい
て、１２月１７日の税制大綱により少額資産
の場合の支給が認められ、現在与党と法案
について調整中であるため、実施時期につ
いては閣議決定後に回答が可能となる。

5085003 オリックス株式
会社 21

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 115 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5071 5071064 米国 21
金融サービスに係る個別措
置の早期実施②（確定拠出
年金に係る規制の緩和）

米国は、以下の分野における規制改革が可
能な限り早期に実施されることを歓迎する｡
④雇用者にとって確定拠出年金が退職後の
有力な貯蓄手段となるよう、拠出限度額を引
き上げる。拠出限度額の引き上げ方法とし
て、事業主の拠出に相応する被雇用者の拠
出を認める。被雇用者に確定拠出年金と確
定給付年金の選択を与えている企業におい
て、確定拠出年金が確定給付年金の有力な
代替案となりうるレベルにまで、確定拠出年
金の拠出限度額を引き上げることを確実に
する。
⑤いったん認可されたひな型（プロトタイプ）
に沿った確定拠出年金プランは、中小企業
が当局へ通知し、待機期間経過後は、基本
骨格案の審査や認可を改めて求められるこ
となく低コストで採用できるよう、確定拠出年
金プラン提供者がそうしたひな型を審査・許
可のために申請することを認める。

厚生労働省

5072 5072011 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11 年金制度の見直し

年金について、EUは、
①　免税される拠出金のレベルを引き上げ、
従業員の年金拠出に企業が上 乗せ拠出す
るマッチング拠出を許可し、年金加入者が年
金資金を担保に資金を借り入れることを許
可することによって、確定拠出年金の改善を
図ること。
②　日本を離れる外国人従業員とその雇用
者に日本の公的年金制度への義務的拠出
金のすべてを還付することを許可すること。
③　日本の年金に支払われた拠出金と同じ
税金控除を条件として、外国を拠点とする年
金へ拠出すること。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

1.1.海外直接投資(FDI)につながるようなビジ
ネス環境のさらなる改善

並びに、

1.1.3.人的資源

による。

厚生労働省
財務省

5085 5085003 オリックス株式
会社 21

確定拠出年金の中途脱退及
び個人型において専業主婦
の拠出を可能とする規制緩
和

確定拠出年金法第28条に規定された給付
の種類に脱退一時金を加えることで企業型
の確定拠出年金の中途脱退の要件を緩和
するとともに、退職によって個人型の確定拠
出年金に移行した専業主婦が拠出を行なう
ことを可能とすることを要望する。その際に
は確定拠出年金ゆえに受けた税制優遇相
当の課税を行うことで貯蓄に関する税制との
均衡を図ってはどうか。

確定拠出年金に数年間加入し専業主婦と
なった場合、拠出せずに運用されることにな
るため、運用益より口座管理料が高くなり元
本が減少していく場合がある。これが女性の
確定拠出年金加入率の低さの要因と考えら
れる。これを解消するためには、中途脱退の
要件を緩和するとともに個人型での拠出を
認める措置が必要である。

確定拠出年金法第28条 厚生労働省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 116 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

確定拠出年金法第２条第６
項、第３条、第９条第１項、第
１９条第１項、第６２条第１項、
第６８条第１項、第８９条、第９
２条第１項、第１００条第７号、
確定拠出年金運営管理機関
に関する命令第２条、第３
条、第５条、第１０条第１号

・ 企業型年金については、企業拠出と併せ
て従業員の個人の拠出を認められていな
い。
・ 国民年金第３号被保険者及び公務員につ
いては、加入対象者とされていない。
・ 運営管理機関の登録申請手続きには、役
員の住民票の抄本又はこれに代わる書類の
添付が必要であり、また、登録事項の変更
届出は、２週間以内に行う。
・ 確定拠出年金を実施する場合は、制度内
容を定めた規約を厚生労働大臣の承認が必
要。
・ 営業職員による運用管理業務（運用の方
法に係る情報提供）と運用商品の販売等の
事務の兼務は認められていない。

b,c ⅠⅡⅢ

・確定拠出年金法においては、法施行５年後
の見直し規定があるが、施行（平成１３年１０
月）されて２年程度しか経過していないところ
であり、現時点での見直しは基本的には困
難である。しかしながら、施行５年後の見直
しに向けて、適宜検討を進める予定。
・厚生労働大臣への通知のみで確定拠出年
金制度を実施できるとすると、加入者保護、
労使合意等の適正な手続等の法定の基準
を満たしているかを確認できなくなる等の問
題があり、認めることはできない。
・運営管理機関の登録申請手続の簡素化
（添付書類の削減）及び、変更届出期間の
延長については、適正な運営の監督を担保
の観点から、また、営業職員による運用管理
業務と運用商品の販売等の事務の兼務に
ついては、運営管理業務の中立性確保の必
要性の観点から、認めることはできない。

複数の要望主体から同主旨の要望が出て
いることも踏まえ、要望に沿って、平成１６年
度までに措置することの可否について、改め
て検討されたい。

b,c ⅠⅡⅢ

企業型における本人拠出については、個人
が任意で拠出することとなることから、貯蓄
との相違の整理ができるのかという基本的
な問題があるため、見直しは困難であり、措
置できない。

5085004 オリックス株式
会社 11

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

確定拠出年金法第２条第６
項、第３条、第９条第１項、第
１９条第１項、第６２条第１項、
第６８条第１項、第８９条、第９
２条第１項、第１００条第７号、
確定拠出年金運営管理機関
に関する命令第２条、第３
条、第５条、第１０条第１号

・ 企業型年金については、企業拠出と併せ
て従業員の個人の拠出を認められていな
い。
・ 国民年金第３号被保険者及び公務員につ
いては、加入対象者とされていない。
・ 運営管理機関の登録申請手続きには、役
員の住民票の抄本又はこれに代わる書類の
添付が必要であり、また、登録事項の変更
届出は、２週間以内に行う。
・ 確定拠出年金を実施する場合は、制度内
容を定めた規約を厚生労働大臣の承認が必
要。
・ 営業職員による運用管理業務（運用の方
法に係る情報提供）と運用商品の販売等の
事務の兼務は認められていない。

b,c ⅠⅡⅢ

・確定拠出年金法においては、法施行５年後
の見直し規定があるが、施行（平成１３年１０
月）されて２年程度しか経過していないところ
であり、現時点での見直しは基本的には困
難である。しかしながら、施行５年後の見直
しに向けて、適宜検討を進める予定。
・厚生労働大臣への通知のみで確定拠出年
金制度を実施できるとすると、加入者保護、
労使合意等の適正な手続等の法定の基準
を満たしているかを確認できなくなる等の問
題があり、認めることはできない。
・運営管理機関の登録申請手続の簡素化
（添付書類の削減）及び、変更届出期間の
延長については、適正な運営の監督を担保
の観点から、また、営業職員による運用管理
業務と運用商品の販売等の事務の兼務に
ついては、運営管理業務の中立性確保の必
要性の観点から、認めることはできない。

複数の要望主体から同主旨の要望が出て
いることも踏まえ、要望に沿って平成１６年
度までに措置することの可否について回答
いただきたい。

b,c ⅠⅡⅢ

第３号被保険者については、公的年金にお
ける整理等を見て検討する必要があること
から、現時点での見直しは困難であるため、
措置できない。
脱退一時金の支給要件の一部緩和につい
て、１２月１７日の税制大綱により少額資産
の場合の支給が認められ、現在与党と法案
について調整中であるため、実施時期につ
いては閣議決定後に回答が可能となる。

5086003 社団法人リー
ス事業協会 21

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

確定拠出年金法第２条第６
項、第３条、第９条第１項、第
１９条第１項、第６２条第１項、
第６８条第１項、第８９条、第９
２条第１項、第１００条第７号、
確定拠出年金運営管理機関
に関する命令第２条、第３
条、第５条、第１０条第１号

・ 企業型年金については、企業拠出と併せ
て従業員の個人の拠出を認められていな
い。
・ 国民年金第３号被保険者及び公務員につ
いては、加入対象者とされていない。
・ 運営管理機関の登録申請手続きには、役
員の住民票の抄本又はこれに代わる書類の
添付が必要であり、また、登録事項の変更
届出は、２週間以内に行う。
・ 確定拠出年金を実施する場合は、制度内
容を定めた規約を厚生労働大臣の承認が必
要。
・ 営業職員による運用管理業務（運用の方
法に係る情報提供）と運用商品の販売等の
事務の兼務は認められていない。

b,c ⅠⅡⅢ

・確定拠出年金法においては、法施行５年後
の見直し規定があるが、施行（平成１３年１０
月）されて２年程度しか経過していないところ
であり、現時点での見直しは基本的には困
難である。しかしながら、施行５年後の見直
しに向けて、適宜検討を進める予定。
・厚生労働大臣への通知のみで確定拠出年
金制度を実施できるとすると、加入者保護、
労使合意等の適正な手続等の法定の基準
を満たしているかを確認できなくなる等の問
題があり、認めることはできない。
・運営管理機関の登録申請手続の簡素化
（添付書類の削減）及び、変更届出期間の
延長については、適正な運営の監督を担保
の観点から、また、営業職員による運用管理
業務と運用商品の販売等の事務の兼務に
ついては、運営管理業務の中立性確保の必
要性の観点から、認めることはできない。

複数の要望主体から同主旨の要望が出て
いることも踏まえ、要望に沿って、平成１６年
度までに措置することの可否について、改め
て検討されたい。

b,c ⅠⅡⅢ

企業型における本人拠出については、個人
が任意で拠出することとなることから、貯蓄
との相違の整理ができるのか等の基本的な
問題があるため、見直しは困難であり、措置
できない。

5086004 社団法人リー
ス事業協会 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 117 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5085 5085004 オリックス株式
会社 11 企業型年金における加入者

本人の掛金拠出の自由化
企業型年金において加入者本人が掛金を拠
出することを可能にすることを要望する。

社員が個人拠出により運用原資を増やすこ
とを可能にすることで、例えば、それまでの
運用成績が芳しくない場合に回復の機会を
与えるなど柔軟な対応が可能になる。

確定拠出年金法 厚生労働省

5086 5086003 社団法人リー
ス事業協会 21

確定拠出年金の中途脱退及
び個人型において専業主婦
の拠出を可能とする規制緩
和

確定拠出年金法第28条に規定された給付
の種類に脱退一時金を加えることで企業型
の確定拠出年金の中途脱退の要件を緩和
するとともに、退職によって個人型の確定拠
出年金に移行した専業主婦が拠出を行なう
ことを可能とすることを要望する。その際に
は確定拠出年金ゆえに受けた税制優遇相
当の課税を行うことで貯蓄に関する税制との
均衡を図ってはどうか。

確定拠出年金に数年間加入し専業主婦と
なった場合、拠出せずに運用されることにな
るため、運用益より口座管理料が高くなり元
本が減少していく場合がある。これが女性の
確定拠出年金加入率の低さの要因と考えら
れる。これを解消するためには、中途脱退の
要件を緩和するとともに個人型での拠出を
認める措置が必要である。

確定拠出年金法第28条 厚生労働省

5086 5086004 社団法人リー
ス事業協会 11 企業型年金における加入者

本人の掛金拠出の自由化
企業型年金において加入者本人が掛金を拠
出することを可能にすることを要望する。

社員が個人拠出により運用原資を増やすこ
とを可能にすることで、例えば、それまでの
運用成績が芳しくない場合に回復の機会を
与えるなど柔軟な対応が可能になる。

確定拠出年金法 厚生労働省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 118 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

確定拠出年金法第２条第６
項、第３条、第９条第１項、第
１９条第１項、第６２条第１項、
第６８条第１項、第８９条、第９
２条第１項、第１００条第７号、
確定拠出年金運営管理機関
に関する命令第２条、第３
条、第５条、第１０条第１号

・ 企業型年金については、企業拠出と併せ
て従業員の個人の拠出を認められていな
い。
・ 国民年金第３号被保険者及び公務員につ
いては、加入対象者とされていない。
・ 運営管理機関の登録申請手続きには、役
員の住民票の抄本又はこれに代わる書類の
添付が必要であり、また、登録事項の変更
届出は、２週間以内に行う。
・ 確定拠出年金を実施する場合は、制度内
容を定めた規約を厚生労働大臣の承認が必
要。
・ 営業職員による運用管理業務（運用の方
法に係る情報提供）と運用商品の販売等の
事務の兼務は認められていない。

b,c ⅠⅡⅢ

・確定拠出年金法においては、法施行５年後
の見直し規定があるが、施行（平成１３年１０
月）されて２年程度しか経過していないところ
であり、現時点での見直しは基本的には困
難である。しかしながら、施行５年後の見直
しに向けて、適宜検討を進める予定。
・厚生労働大臣への通知のみで確定拠出年
金制度を実施できるとすると、加入者保護、
労使合意等の適正な手続等の法定の基準
を満たしているかを確認できなくなる等の問
題があり、認めることはできない。
・運営管理機関の登録申請手続の簡素化
（添付書類の削減）及び、変更届出期間の
延長については、適正な運営の監督を担保
の観点から、また、営業職員による運用管理
業務と運用商品の販売等の事務の兼務に
ついては、運営管理業務の中立性確保の必
要性の観点から、認めることはできない。

（マッチング拠出の解禁について）
確定拠出年金は公的年金を補完するもので
あり、公的年金の見直しにあわせて、マッチ
ング拠出の解禁について、要望に沿って平
成１６年度までに措置することの可否につい
て回答いただきたい。
（拠出限度額の引き上げについて）
複数の要望主体から同主旨の要望が出て
いることも踏まえ、拠出限度額引き上げにつ
いて、要望に沿って平成１６年度までに措置
することの可否について回答いただきたい。

b,c ⅠⅡⅢ

企業型における本人拠出については、個人
が任意で拠出することとなることから、貯蓄
との相違の整理ができるのか等の基本的な
問題があるため、見直しが困難であり、措置
はできない。
拠出限度額の引上げについて、１２月１７日
の税制大綱により認められ、現在与党と調
整中であるため、実施時期についてはその
後に回答が可能となる。

5111008 社団法人日本
自動車工業会 11

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

確定拠出年金法第２条第６
項、第３条、第９条第１項、第
１９条第１項、第６２条第１項、
第６８条第１項、第８９条、第９
２条第１項、第１００条第７号、
確定拠出年金運営管理機関
に関する命令第２条、第３
条、第５条、第１０条第１号

・ 企業型年金については、企業拠出と併せ
て従業員の個人の拠出を認められていな
い。
・ 国民年金第３号被保険者及び公務員につ
いては、加入対象者とされていない。
・ 運営管理機関の登録申請手続きには、役
員の住民票の抄本又はこれに代わる書類の
添付が必要であり、また、登録事項の変更
届出は、２週間以内に行う。
・ 確定拠出年金を実施する場合は、制度内
容を定めた規約を厚生労働大臣の承認が必
要。
・ 営業職員による運用管理業務（運用の方
法に係る情報提供）と運用商品の販売等の
事務の兼務は認められていない。

b,c ⅠⅡⅢ

・確定拠出年金法においては、法施行５年後
の見直し規定があるが、施行（平成１３年１０
月）されて２年程度しか経過していないところ
であり、現時点での見直しは基本的には困
難である。しかしながら、施行５年後の見直
しに向けて、適宜検討を進める予定。
・厚生労働大臣への通知のみで確定拠出年
金制度を実施できるとすると、加入者保護、
労使合意等の適正な手続等の法定の基準
を満たしているかを確認できなくなる等の問
題があり、認めることはできない。
・運営管理機関の登録申請手続の簡素化
（添付書類の削減）及び、変更届出期間の
延長については、適正な運営の監督を担保
の観点から、また、営業職員による運用管理
業務と運用商品の販売等の事務の兼務に
ついては、運営管理業務の中立性確保の必
要性の観点から、認めることはできない。

確定拠出年金は公的年金を補完するもので
あり、公的年金の見直しにあわせて、要望に
沿って平成１６年度までに措置することの可
否について回答いただきたい。

b,c ⅠⅡⅢ

企業型における本人拠出については、個人
が任意で拠出することとなることから、貯蓄
との相違の整理ができるのか等の基本的な
問題があるため、見直しは困難であり、措置
できない。

5143035
社団法人全国
信用金庫協会
信金中央金庫

11

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

確定拠出年金法第２条第６
項、第３条、第９条第１項、第
１９条第１項、第６２条第１項、
第６８条第１項、第８９条、第９
２条第１項、第１００条第７号、
確定拠出年金運営管理機関
に関する命令第２条、第３
条、第５条、第１０条第１号

・ 企業型年金については、企業拠出と併せ
て従業員の個人の拠出を認められていな
い。
・ 国民年金第３号被保険者及び公務員につ
いては、加入対象者とされていない。
・ 運営管理機関の登録申請手続きには、役
員の住民票の抄本又はこれに代わる書類の
添付が必要であり、また、登録事項の変更
届出は、２週間以内に行う。
・ 確定拠出年金を実施する場合は、制度内
容を定めた規約を厚生労働大臣の承認が必
要。
・ 営業職員による運用管理業務（運用の方
法に係る情報提供）と運用商品の販売等の
事務の兼務は認められていない。

b,c ⅠⅡⅢ

・確定拠出年金法においては、法施行５年後
の見直し規定があるが、施行（平成１３年１０
月）されて２年程度しか経過していないところ
であり、現時点での見直しは基本的には困
難である。しかしながら、施行５年後の見直
しに向けて、適宜検討を進める予定。
・厚生労働大臣への通知のみで確定拠出年
金制度を実施できるとすると、加入者保護、
労使合意等の適正な手続等の法定の基準
を満たしているかを確認できなくなる等の問
題があり、認めることはできない。
・運営管理機関の登録申請手続の簡素化
（添付書類の削減）及び、変更届出期間の
延長については、適正な運営の監督を担保
の観点から、また、営業職員による運用管理
業務と運用商品の販売等の事務の兼務に
ついては、運営管理業務の中立性確保の必
要性の観点から、認めることはできない。

確定拠出年金は公的年金を補完するもので
あり、公的年金の見直しにあわせて、確定拠
出型個人型年金の加入対象者に専業主婦
等の第3号被保険者を加えることを、要望に
沿って平成１６年度までに措置することの可
否について回答いただきたい。

b,c ⅠⅡⅢ

第３号被保険者については、公的年金にお
ける整理等を見て検討する必要があること、
公務員については、公務員の退職給付制度
の取扱いの中で検討されるべき問題であり、
現時点での見直しは困難であるため、措置
できない。

5143037
社団法人全国
信用金庫協会
信金中央金庫

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 119 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5111 5111008 社団法人日本
自動車工業会 11 企業型確定拠出年金におけ

る個人拠出について

企業型確定拠出年金制度において、個人拠
出をベースとし、会社がその拠出額に上乗
せして拠出する、「マッチング制度」を認可す
るよう要望する。また、拠出限度額そのもの
も、引き上げをすべきであると考える。

現状の制度では、会社拠出しか認められて
おらず、従業員の自律的な定年後の準備に
対し、事業主として全く支援ができない。

厚生年金の受給開始年齢の引き上げに加
え、将来の公的年金受け取り額の減少が避
けられない中、給与所得者の自律的に定年
後の準備を進めたいという意欲をそぐことに
なる。

確定拠出年金法第１９条 厚生労働省 重点要望項目

5143 5143035
社団法人全国
信用金庫協会
信金中央金庫

11
確定拠出年金企業型年金に
おけるいわゆる「マッチング拠
出」の容認

確定拠出年金企業型年金加入者について、
加入者の自己負担による追加拠出（マッチン
グ拠出）ができるようにする。

他の企業年金（確定給付企業年金、厚生年
金基金および適格退職年金）では、企業の
みならず、従業員にも掛金拠出が認められ
ており、確定拠出年金制度において企業型
年金加入者によるマッチング拠出が行えな
いことは合理性を欠くものと考えられる。ま
た、老後に必要な資金を自助努力により用
意する観点から、マッチング拠出を解禁す
る。これにより、自己のライフプランとそれに
伴う資産形成プランに応じた資産規模の積
立てを確定拠出年金制度内だけで行うこと
ができることになり、加入者の利便性が増す
ものと考えられる。

確定拠出年金法第19条 厚生労働省

5143 5143037
社団法人全国
信用金庫協会
信金中央金庫

11 確定拠出年金個人型年金の
加入資格の緩和

確定拠出年金個人型年金の加入対象者に、
専業主婦など第３号被保険者を加えるよう
確定拠出年金個人型年金の加入資格を緩
和する。

拠出期間が短い企業型年金加入者が企業
を退職し専業主婦になった場合、拠出の継
続が認められないため、将来少額の給付し
か得られないことが想定される。したがって、
極力多くの国民が確定拠出年金制度の目的
である「自助努力による老後資金の確保へ
の支援」を受けられるようにする。

確定拠出年金法第62条第1
項 厚生労働省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 120 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

確定拠出年金法第２条第６
項、第３条、第９条第１項、第
１９条第１項、第６２条第１項、
第６８条第１項、第８９条、第９
２条第１項、第１００条第７号、
確定拠出年金運営管理機関
に関する命令第２条、第３
条、第５条、第１０条第１号

・ 企業型年金については、企業拠出と併せ
て従業員の個人の拠出を認められていな
い。
・ 国民年金第３号被保険者及び公務員につ
いては、加入対象者とされていない。
・ 運営管理機関の登録申請手続きには、役
員の住民票の抄本又はこれに代わる書類の
添付が必要であり、また、登録事項の変更
届出は、２週間以内に行う。
・ 確定拠出年金を実施する場合は、制度内
容を定めた規約を厚生労働大臣の承認が必
要。
・ 営業職員による運用管理業務（運用の方
法に係る情報提供）と運用商品の販売等の
事務の兼務は認められていない。

b,c ⅠⅡⅢ

・確定拠出年金法においては、法施行５年後
の見直し規定があるが、施行（平成１３年１０
月）されて２年程度しか経過していないところ
であり、現時点での見直しは基本的には困
難である。しかしながら、施行５年後の見直
しに向けて、適宜検討を進める予定。
・厚生労働大臣への通知のみで確定拠出年
金制度を実施できるとすると、加入者保護、
労使合意等の適正な手続等の法定の基準
を満たしているかを確認できなくなる等の問
題があり、認めることはできない。
・運営管理機関の登録申請手続の簡素化
（添付書類の削減）及び、変更届出期間の
延長については、適正な運営の監督を担保
の観点から、また、営業職員による運用管理
業務と運用商品の販売等の事務の兼務に
ついては、運営管理業務の中立性確保の必
要性の観点から、認めることはできない。

複数の要望主体から同主旨の要望が出て
いることも踏まえ、要望に沿って平成１６年
度までに措置することの可否について回答
いただきたい。

b,c ⅠⅡⅢ

第３号被保険者については、公的年金にお
ける整理等を見て検討する必要があること、
公務員については、公務員の退職給付制度
の取扱いの中で検討されるべき問題であり、
現時点での見直しは困難であるため、措置
できない。

5143039
社団法人全国
信用金庫協会
信金中央金庫

11

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

確定拠出年金法第２条第６
項、第３条、第９条第１項、第
１９条第１項、第６２条第１項、
第６８条第１項、第８９条、第９
２条第１項、第１００条第７号、
確定拠出年金運営管理機関
に関する命令第２条、第３
条、第５条、第１０条第１号

・ 企業型年金については、企業拠出と併せ
て従業員の個人の拠出を認められていな
い。
・ 国民年金第３号被保険者及び公務員につ
いては、加入対象者とされていない。
・ 運営管理機関の登録申請手続きには、役
員の住民票の抄本又はこれに代わる書類の
添付が必要であり、また、登録事項の変更
届出は、２週間以内に行う。
・ 確定拠出年金を実施する場合は、制度内
容を定めた規約を厚生労働大臣の承認が必
要。
・ 営業職員による運用管理業務（運用の方
法に係る情報提供）と運用商品の販売等の
事務の兼務は認められていない。

b,c ⅠⅡⅢ

・確定拠出年金法においては、法施行５年後
の見直し規定があるが、施行（平成１３年１０
月）されて２年程度しか経過していないところ
であり、現時点での見直しは基本的には困
難である。しかしながら、施行５年後の見直
しに向けて、適宜検討を進める予定。
・厚生労働大臣への通知のみで確定拠出年
金制度を実施できるとすると、加入者保護、
労使合意等の適正な手続等の法定の基準
を満たしているかを確認できなくなる等の問
題があり、認めることはできない。
・運営管理機関の登録申請手続の簡素化
（添付書類の削減）及び、変更届出期間の
延長については、適正な運営の監督を担保
の観点から、また、営業職員による運用管理
業務と運用商品の販売等の事務の兼務に
ついては、運営管理業務の中立性確保の必
要性の観点から、認めることはできない。

運営管理業務の中立性を確保する方策とし
て、営業職員による事務の兼務を認めない
という取り扱いとは異なる方策を検討するこ
との可否について、その理由も含めて明らか
にされたい。

b,c ⅠⅡⅢ

加入者の利益を考慮して、利益相反行為が
行われないように、兼業禁止を原則としてい
るところであり、変更することはできない。な
お、営業職員が顧客の求めに応じ一般的な
説明を行うこと等は認めているところである。

5143040
社団法人全国
信用金庫協会
信金中央金庫

11

z0900140
厚生年金基金の代行部分に
おける免除保険料率の規制
の撤廃等

①厚生年金保険法（Ｈ６改正
法）附則第３５条
②厚生年金基金令第３６条の
４　厚生年金基金規則第３２
条の１１
③厚生年金基金令附則第４
条　厚生年金保険法第８５条
の２に規定する責任準備金
の相当する額の算出方法に
関する特例（厚生労働省告
示）

　厚生年金基金の免除保険料率や最低責
任準備金といった代行部分の仕組みについ
ては、平成１２年改正時に、厚生年金本体保
険料率の凍結を受けて、凍結中である。

ｂ Ⅰ～Ⅳ

　厚生年金基金の代行部分に係る凍結の解
除に関し、平成１６年に予定されている次期
年金制度改正の際に措置することを検討中
である。

要望に沿って平成１６年度までに措置するこ
との可否について回答いただきたい。 ｂ Ⅰ～Ⅳ

　平成１５年１１月に発表された厚生労働省
案においては、免除保険料率の凍結解除及
び最低責任準備金の在り方に関して、
・将来の代行給付に必要な免除保険料率に
ついては凍結を解除し、直近の平均寿命、
厚生年金本体の予定運用利回りの見通し、
平成１２年改正後の代行範囲に基づいて見
直し、設定する。
・免除保険料率の上下限については、平均
的な免除保険料率の動向、上下限を超える
基金の状況、上下限のバランス等を考慮し、
見直しを行う。
・最低責任準備金については、給付債務の
増大に対し部分的にしか対応できないこと
や、厚生年金本体との財政中立性の観点、
現行との接続性から、現在行われている過
去法に基づく方式で算定する。
とされたところである。
　なお、法律改正事項については現在政府
与党において協議中であり、具体的な内容
や実施予定時期等については閣議決定を
待って回答したい。

5006008 社団法人信託
協会 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 121 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

z0900137 確定拠出年金制度の見直し

z0900140
厚生年金基金の代行部分に
おける免除保険料率の規制
の撤廃等

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5143 5143039
社団法人全国
信用金庫協会
信金中央金庫

11

確定拠出年金企業型年金の
資格喪失者に対する個人型
年金加入者としての継続加入
条件の緩和

確定拠出年金企業型年金の資格喪失者に
ついても、個人型年金の加入者として継続
的に掛金の拠出を行うことを選択できるよう
にする。

個人型年金の運用指図者は、それまで積み
立てた資産を個人型年金に移換したうえで
引続き資産の運用を行うことはできるが、新
たに掛金を拠出することはできないため、個
人型運用指図者にならざるをえない転職者
は、当初の資産形成プランを実現できないこ
とはもちろんのこと、拠出期間を長期に分散
させることによる運用リスクの軽減化を図る
こともできず、健全な資産形成に支障をきた
す懸念がある。

確定拠出年金法第62条第1
項第2号 厚生労働省

5143 5143040
社団法人全国
信用金庫協会
信金中央金庫

11
確定拠出年金運営管理業務
にかかる金融商品営業担当
者による兼務禁止の緩和

金融機関の金融商品営業担当者について、
確定拠出年金運営管理業務のうちの運用関
連業務の兼務禁止を緩和する。また、兼務
禁止の緩和に際しては、営業担当者が加入
者に対して中立的な立場で運用関連業務を
行うことを前提とする。

信用金庫において、金融商品の販売等の営
業を行っている営業担当者に対して運用関
連業務を兼任させることができる。これによ
り、運用関連業務の実施担当者数の増大を
図ることができ、確定拠出年金のさらなる普
及につながることが期待できる。

確定拠出年金運営管理機関
に関する命令第10条第1号

厚生労働省
金融庁

5006 5006008 社団法人信託
協会 11

厚生年金基金の代行部分に
おける免除保険料率の規制
の撤廃等を行うこと。

・厚生年金基金の代行部分について、① 免
除保険料率（代行することにより免除される
厚生年金の保険料率）について上下限が設
けられている。② 加えて、免除保険料率を
算定する際の予定利率は5.5%とされており、
また予定利率の引下げや死亡率の改善が
行われた場合には、代行部分の給付債務に
ついて、受給者等を含め過去の期間に遡っ
て積立不足が生じることになるが、免除保険
料にはこの不足分は含まれておらず、厚生
年金基金に追加負担が生じる。③最低責任
準備金については、平成11年10月から凍結
措置が取られている。
・厚生年金基金の財政状況の悪化に歯止め
をかけることは喫緊の課題であり、公的年金
を補足する企業年金の中核としての意義を
もち続けるためにも、次期年金改正におい
て、以下の対応を要望する。
・① 免除保険料率について上下限が設けら
れているが、厚生年金基金毎に個別に設定
できるよう、当該制限を撤廃していただきた
い。② 厚生年金基金の代行部分について
5.5％とされている予定利率を厚生年金本体
の想定運用利回りを加味した利率とするな
どにしていただきたい。また、予定利率･死亡
率の変更等による財政上の影響は、免除保
険料に反映いただきたい。③ 最低責任準備
金について凍結措置を解除願いたい。なお、
凍結解除時においては凍結期間中に生じた
不足分に相当する部分は免除保険料で手
当ていただきたい。

・厚生年金基金の解散等の主たる原因とな
る基金財政の悪化に歯止めをかけることで、
公的年金を補完する企業年金の中核として
の厚生年金基金の普及・拡充に寄与。

・厚生年金被保険者における、厚生年金基
金加入員とそれ以外の者との負担の公平化
を図るため。

厚生年金保険法附則第35
条、厚生年金基金規則第32
条の11、厚生年金保険法第
85条の2に規定する責任準備
金に相当する額の算出方法
に関する特例（厚生労働省告
示）  ほか

厚生労働省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 122 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900140
厚生年金基金の代行部分に
おける免除保険料率の規制
の撤廃等

①厚生年金保険法（Ｈ６改正
法）附則第３５条
②厚生年金基金令第３６条の
４　厚生年金基金規則第３２
条の１１
③厚生年金基金令附則第４
条　厚生年金保険法第８５条
の２に規定する責任準備金
の相当する額の算出方法に
関する特例（厚生労働省告
示）

　厚生年金基金の免除保険料率や最低責
任準備金といった代行部分の仕組みについ
ては、平成１２年改正時に、厚生年金本体保
険料率の凍結を受けて、凍結中である。

ｂ Ⅰ～Ⅳ

　厚生年金基金の代行部分に係る凍結の解
除に関し、平成１６年に予定されている次期
年金制度改正の際に措置することを検討中
である。

要望に沿って平成１６年度までに措置するこ
との可否について回答いただきたい。 ｂ Ⅰ～Ⅳ

　平成１５年１１月に発表された厚生労働省
案においては、免除保険料率の凍結解除及
び最低責任準備金の在り方に関して、
・将来の代行給付に必要な免除保険料率に
ついては凍結を解除し、直近の平均寿命、
厚生年金本体の予定運用利回りの見通し、
平成１２年改正後の代行範囲に基づいて見
直し、設定する。
・免除保険料率の上下限については、平均
的な免除保険料率の動向、上下限を超える
基金の状況、上下限のバランス等を考慮し、
見直しを行う。
・最低責任準備金については、給付債務の
増大に対し部分的にしか対応できないこと
や、厚生年金本体との財政中立性の観点、
現行との接続性から、現在行われている過
去法に基づく方式で算定する。
とされたところである。
　なお、法律改正事項については現在政府
与党において協議中であり、具体的な内容
や実施予定時期等については閣議決定を
待って回答したい。

5021045
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0900141
確定給付企業年金・厚生年
金基金における制度設計・財
政運営の自由度向上

確定給付企業年金法等

・キャッシュバランスプラン制度における指標
については、定率、国債の利回りその他の
客観的な指標であって、合理的に予測する
ことが可能なものを用いることとしている。
・制度設計や財政運営の基準については、
厚生年金基金（代行部分を除く）と確定給付
企業年金はほぼ共通。

c,ｄ Ⅰ～Ⅳ

・キャッシュバランスプラン制度における指標
については、定率、国債の利回りに加えて、
「全国消費者物価指数」、「賃金指数」を用い
ることが出来るよう平成１５年５月に弾力化。
市場インデックス等の資産運用上のベンチ
マーク指標については、合理的に予測をす
ることは困難であり、認めることは困難。
・制度設計や財政基準については、確定給
付企業年金で非継続基準に該当した場合の
対応について、厚生年金基金で従前から行
われているシミュレーション方式も認める（平
成１５年１２月省令改正）など、既に、一定の
経過措置を設けたり、弾力化を行ったりして
いる。

（①について）要望者は、キャッシュバランス
プランにおける選択肢の拡大については
ニーズがあるものと認識しているところであ
り、その点も踏まえ、市場インデックス等の
資産運用上のベンチマーク指標をも再評価
指標としうるよう選択肢を拡大することにつ
いて、今一度検討されたい。
（②について）要望者は、制度設計の弾力化
全般において加入者期間・加入待機期間に
係る制限の緩和、給付における完全調整の
容認、選択一時金の支給上限の制限緩和
等、いっそう柔軟な措置を求めているところ
であり、要望に沿って回答いただきたい。
（⑤について）要望者は、確定給付企業年金
の回復計画へのシミュレーション方式の導入
に止まらず、下記のような取扱いを求めてお
り、要望に沿って検討いただきたい。
・　最低積立基準額の計算に使用する率は、
平成15年度は2.23%（×0.8～1.2）と、一般的
な退職給付会計上の予定利率と比較しても
低いものとなっているため、最低積立基準額
の計算に使用する率を引き上げること。

c,ｄ Ⅰ～Ⅳ

　全体的に、加入者や受給者等の受給権を
保護するという観点から、加入者及び受給
者等の利益を損なうような措置について認
めることは困難である。

・①について、市場インデックス等の資産運
用上のベンチマーク指標については、合理
的に予測をすることは困難であり、認めるこ
とは困難である。
・②について、加入者期間・待期期間につい
ては、給付額の算定基礎として重要な役割
を果たす加入者期間に影響を及ぼすもので
あり、緩和することは困難。なお、待期期間
については、一定の規制はあるが、ある程
度柔軟な取扱いができるようになっている。
　給付における完全調整については、確定
給付企業年金や厚生年金基金については、
加入者期間に応じて額が算定されるもので
あり、加入者期間が長くなるほど給付額が減
少するような完全調整については認められ
ない。
・⑤については、平成１５年度に弾力的な取
扱いが可能となるよう措置したところである。

5006009 社団法人信託
協会 11

z0900141

（上記の続き）

確定給付企業年金・厚生年
金基金における制度設計・財
政運営の自由度向上

（上記の続き）

・　厚生年金基金においては、給付改善等又
は適年移行を行った場合、給付改善等又は
適年移行により生じた過去勤務債務の未償
却分に相当する給付を最低保全給付から控
除することが認められているが（「厚生年金
基金財政運営基準」「第三　六(1)②(ア)」）、
確定給付企業年金においては認められてい
ない（確定給付企業年金法施行規則第54条
第２項）が、確定給付企業年金においても同
様の取扱いが認めること。
・　プラスアルファ部分の給付水準の引下げ
又は予定利率の引下げによって財政の健全
化を図ろうとする厚生年金基金については、
一定の要件のもとに掛金に係る規約変更が
猶予されている（平成15年５月９日「厚生年
金基金の財政運営について等の一部改正
について」「第３　経過措置」）が、代行返上を
行って移行した確定給付企業年金において
も、同様の経過措置を認めること。

・給付改善等又は適年移行を行ったことによ
り増加する給付については、一定の基準に
基づいて控除することを可能としている。（確
定給付企業年金法施行規則第５４条第２
項、附則第９条）
　しかし、給付改善等又は適年移行により生
じた過去勤務債務を全て控除することは、受
給権保護の観点から措置困難である。
・厚生年金基金における弾力化措置につい
ては、平成１２年度以降急激に運用環境が
悪化したことにより措置したもの。今後も運
用環境等を勘案して措置するかどうかを含
め検討することになるが、現段階では措置
することは考えていない。

5006009 社団法人信託
協会 12

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 123 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900140
厚生年金基金の代行部分に
おける免除保険料率の規制
の撤廃等

z0900141
確定給付企業年金・厚生年
金基金における制度設計・財
政運営の自由度向上

z0900141

（上記の続き）

確定給付企業年金・厚生年
金基金における制度設計・財
政運営の自由度向上

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021045
社団法人日本
経済団体連合
会

11
厚生年金基金の代行部分に
おける免除保険料率の個別
化の容認　【新規】

①厚生年金基金の代行部分について5.5％
とされている予定利率は、厚生年金本体の
想定利回りを加味した利率とするなどの見
直しを行なうべきである。また、予定利率、死
亡率の変更等による財政上の影響は、制度
運営上の安定性を確保する観点から、個別
基金の人員構成等の影響を免除保険料率
に反映させ、更に上下限幅を拡大するなど
の措置を講じ、個別基金の事情によらない
負担を強いない免除保険料率の仕組みを導
入すべきである。
②最低責任準備金の凍結解除後の取扱い
については、代行返上した基金と制度を継
続している基金との間で不公平な取扱いと
ならないよう配慮した上で、年金財政の安定
に向けた十分な準備期間を確保する観点か
ら、可及的速やかに明示すべきである。

　厚生年金被保険者における、厚生年金基
金加入員とそれ以外の者との負担の公平化
を図るために求められる。また、厚生年金基
金の解散等の主たる原因となる基金財政の
悪化に歯止めをかけることで、公的年金を補
完する厚生年金基金の普及・拡充に寄与す
ることになる。

厚生年金保険法附則第35条
厚生年金基金規則第32条の
11
厚生年金保険法第85条の２
に規定する責任準備金に相
当する額の算出方法に関す
る特例（厚生労働省告示）
他

厚生労働省

　厚生年金基金の代行部分について、① 免
除保険料率について上下限が設けられてい
る。② 加えて、免除保険料率を算定する際
の予定利率は5.5%とされており、また予定利
率の引下げや死亡率の改善が行われた場
合には、代行部分の給付債務について、受
給者等を含め過去の期間に遡って積立不足
が生じることになるが、免除保険料率にはこ
の不足分は含まれておらず、厚生年金基金
に追加負担が生じる。③最低責任準備金に
ついては、平成11年10月から凍結措置が取
られている。

5006 5006009 社団法人信託
協会 11

確定給付企業年金･厚生年金
基金における制度設計･財政
運営の自由度を向上するこ
と。

①キャッシュバランスプランについては、本
年5月にも制度設計の弾力化が図られたとこ
ろであるが、市場インデックス等の資産運用
上のベンチマーク指標をも再評価指標としう
るよう選択肢を拡大していただきたい。
②制度設計の弾力化全般については、退職
一時金制度や適格退職年金からの円滑な
移行を促進するために、加入者期間・加入
待機期間に係る制限の緩和、給付における
完全調整の容認、選択一時金の支給上限
の制限緩和等、いっそう柔軟な措置を認めら
れたい。
③ポータビリティの拡充にあたっては、厚年
基金から確定給付企業年金に事業所単位
の移転承継が可能となる等の適用範囲の拡
大、手続面及びコスト面での過大な負担回
避の観点に留意して検討を進めていただき
たい。
④ 給付減額の手続の緩和については、加
入者・受給権者等の同意手続き、あるいは、
受給権者等への一時金支給といった要件
を、緩和いただきたい。
⑤財政運営の基準については、経済環境に
応じて継続基準・非継続基準が柔軟に適用
可能となるよう弾力化することや、非継続基
準の経過措置について、確定給付企業年金
において給付水準の見直しを行った場合の
経過措置期間を厚生年金基金と同様にする
等の弾力化や、代行返上を行って移行した
確定給付企業年金における経過措置の適
用を認められたい。

顧客ニーズに合わせた柔軟な制度要件（制
度設計上、財政運営上）により制度間の円
滑な移行を促進し、均衡ある各企業年金制
度の普及、拡充を促進。

① 厚生年金基金及び確定給付企業年金の
制度設計において認められているキャッシュ
バランスプランは、運用リスクの年金財政へ
の影響軽減が可能となるなど有意義な方式
である。確定給付型の企業年金の一層の普
及・充実のため、更なる選択肢の拡充を求
めるもの。
② 個別企業における退職給付制度の実情
に応じた柔軟な制度設計を可能とすることに
より、適格退職年金や退職一時金など他の
退職給付制度からの移行促進が見込まれ、
普及・拡充に寄与するものと考えられること
から弾力化を求めるもの。
③ 企業再編・事業再構築などが進展する
中、環境変化に対応しつつ、企業年金制度
を充実させていく観点や制度加入者の利便
性を向上させる観点から、ポータビリティを
充実させるべく、権利義務の移転承継の適
用範囲の拡大を求めるもの。
④ 給付減額の手続は、解散手続よりも厳し
い側面があり、給付減額を行って制度を存
続させるという選択肢が制約される可能性
があることから、緩和を求めるもの。
⑤ 企業年金制度は長期に亘って継続される
ことに鑑み、環境変動による制度運営負荷
を軽減する観点から、財政検証等の財政運
営の基準を環境に応じて柔軟に適用するこ
とを求めるもの。

確定給付企業年金法、厚生
年金保険法、関連政省令・通
知

厚生労働省

5006 5006009 社団法人信託
協会 12

（上記の続き）

確定給付企業年金･厚生年金
基金における制度設計･財政
運営の自由度を向上するこ
と。

厚生労働省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 124 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900141
確定給付企業年金・厚生年
金基金における制度設計・財
政運営の自由度向上

確定給付企業年金法等

・キャッシュバランスプラン制度における指標
については、定率、国債の利回りその他の
客観的な指標であって、合理的に予測する
ことが可能なものを用いることとしている。
・制度設計や財政運営の基準については、
厚生年金基金（代行部分を除く）と確定給付
企業年金はほぼ共通。

c,ｄ Ⅰ～Ⅳ

・キャッシュバランスプラン制度における指標
については、定率、国債の利回りに加えて、
「全国消費者物価指数」、「賃金指数」を用い
ることが出来るよう平成１５年５月に弾力化。
市場インデックス等の資産運用上のベンチ
マーク指標については、合理的に予測をす
ることは困難であり、認めることは困難。
・制度設計や財政基準については、確定給
付企業年金で非継続基準に該当した場合の
対応について、厚生年金基金で従前から行
われているシミュレーション方式も認める（平
成１５年１２月省令改正）など、既に、一定の
経過措置を設けたり、弾力化を行ったりして
いる。

制度設計・財政基準に係る経過措置、弾力
化について一層の周知を図るべきではない
か。

c,ｄ

　弾力化措置の周知については、各基金、
厚生年金基金連合会、運用先である受託金
融機関等に対し、周知徹底を図っているとこ
ろである。
　その他、様々な研修会や講演会を通じて
も、周知を行っているところである。

5021049
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0900142
厚生年金基金から確定給付
企業年金への権利義務承継
の容認

厚生年金保険法
確定給付企業年金法等

厚生年金基金から確定給付企業年金に事
業所が異動した際に権利義務が移転承継で
きる仕組みにはなっていない。

ｂ ⅠⅡⅢ

厚生年金基金から確定給付企業年金への
権利義務の移転承継など、ポータビリティー
に関わる問題については、平成１６年に予定
されている次期年金制度改正の際に措置す
ることを検討中。

ポータビリティの拡充について、要望に沿っ
て平成１６年度までに措置することの可否に
ついて回答いただきたい。

ｂ Ⅰ～Ⅳ

　平成１５年１１月に発表された厚生労働省
案においては、ポータビリティーに関わる問
題に関して、
・厚生年金基金（厚生年金基金連合会を含
む）・確定給付企業年金間で、あらかじめ規
約で資産移換できる旨定めている場合に
は、加入者の申出により、資産移換を行える
ものとする。
とされたところである。
　なお、法律改正事項については現在政府
与党において協議中であり、具体的な内容
や実施予定時期等については閣議決定を
待って回答したい。

5006009 社団法人信託
協会 21

z0900142
厚生年金基金から確定給付
企業年金への権利義務承継
の容認

厚生年金保険法
確定給付企業年金法等

厚生年金基金から確定給付企業年金に事
業所が異動した際に権利義務が移転承継で
きる仕組みにはなっていない。

ｂ ⅠⅡⅢ

厚生年金基金から確定給付企業年金への
権利義務の移転承継など、ポータビリティー
に関わる問題については、平成１６年に予定
されている次期年金制度改正の際に措置す
ることを検討中。

ポータビリティの拡充について、要望に沿っ
て平成１６年度までに措置することの可否に
ついて回答いただきたい。

ｂ Ⅰ～Ⅳ

　平成１５年１１月に発表された厚生労働省
案においては、ポータビリティーに関わる問
題に関して、
・厚生年金基金（厚生年金基金連合会を含
む）・確定給付企業年金間で、あらかじめ規
約で資産移換できる旨定めている場合に
は、加入者の申出により、資産移換を行える
ものとする。

とされたところである。
　なお、法律改正事項については現在政府
与党において協議中であり、具体的な内容
や実施予定時期等については閣議決定を
待って回答したい。

5021043
社団法人日本
経済団体連合
会

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 125 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900141
確定給付企業年金・厚生年
金基金における制度設計・財
政運営の自由度向上

z0900142
厚生年金基金から確定給付
企業年金への権利義務承継
の容認

z0900142
厚生年金基金から確定給付
企業年金への権利義務承継
の容認

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021049
社団法人日本
経済団体連合
会

11
確定給付企業年金の財政検
証に伴う掛金追加拠出の要
件緩和　【新規】

　確定給付企業年金制度においても、厚生
年金基金制度と同様の緩和措置を講ずるべ
きである。

①積立不足の解消方法について、確定給付
企業年金においては、回復計画の策定等厚
生年金基金では実施可能な選択肢(より柔
軟な対応)が認められていないなど、より厳し
い基準となっている。
②３年連続マイナス運用という厳しい環境の
中で、何とか企業年金を維持していこうとす
る基金や母体企業に対し、検証結果により
更なる掛金拠出等を求めることは、かえって
年金制度存続の道を絶つことに繋がる可能
性がある。

確定給付企業年金法第63条 厚生労働省

　確定給付企業年金においても、決算時に
財政検証を実施し、継続基準・非継続基準
に抵触した場合には、掛金率の見直しや掛
金の追加拠出等が義務づけられている。

5006 5006009 社団法人信託
協会 21

確定給付企業年金･厚生年金
基金における制度設計･財政
運営の自由度を向上するこ
と。

①キャッシュバランスプランについては、本
年5月にも制度設計の弾力化が図られたとこ
ろであるが、市場インデックス等の資産運用
上のベンチマーク指標をも再評価指標としう
るよう選択肢を拡大していただきたい。
②制度設計の弾力化全般については、退職
一時金制度や適格退職年金からの円滑な
移行を促進するために、加入者期間・加入
待機期間に係る制限の緩和、給付における
完全調整の容認、選択一時金の支給上限
の制限緩和等、いっそう柔軟な措置を認めら
れたい。
③ポータビリティの拡充にあたっては、厚年
基金から確定給付企業年金に事業所単位
の移転承継が可能となる等の適用範囲の拡
大、手続面及びコスト面での過大な負担回
避の観点に留意して検討を進めていただき
たい。
④ 給付減額の手続の緩和については、加
入者・受給権者等の同意手続き、あるいは、
受給権者等への一時金支給といった要件
を、緩和いただきたい。
⑤財政運営の基準については、経済環境に
応じて継続基準・非継続基準が柔軟に適用
可能となるよう弾力化することや、非継続基
準の経過措置について、確定給付企業年金
において給付水準の見直しを行った場合の
経過措置期間を厚生年金基金と同様にする
等の弾力化や、代行返上を行って移行した
確定給付企業年金における経過措置の適
用を認められたい。

顧客ニーズに合わせた柔軟な制度要件（制
度設計上、財政運営上）により制度間の円
滑な移行を促進し、均衡ある各企業年金制
度の普及、拡充を促進。

① 厚生年金基金及び確定給付企業年金の
制度設計において認められているキャッシュ
バランスプランは、運用リスクの年金財政へ
の影響軽減が可能となるなど有意義な方式
である。確定給付型の企業年金の一層の普
及・充実のため、更なる選択肢の拡充を求
めるもの。
② 個別企業における退職給付制度の実情
に応じた柔軟な制度設計を可能とすることに
より、適格退職年金や退職一時金など他の
退職給付制度からの移行促進が見込まれ、
普及・拡充に寄与するものと考えられること
から弾力化を求めるもの。
③ 企業再編・事業再構築などが進展する
中、環境変化に対応しつつ、企業年金制度
を充実させていく観点や制度加入者の利便
性を向上させる観点から、ポータビリティを
充実させるべく、権利義務の移転承継の適
用範囲の拡大を求めるもの。
④ 給付減額の手続は、解散手続よりも厳し
い側面があり、給付減額を行って制度を存
続させるという選択肢が制約される可能性
があることから、緩和を求めるもの。
⑤ 企業年金制度は長期に亘って継続される
ことに鑑み、環境変動による制度運営負荷
を軽減する観点から、財政検証等の財政運
営の基準を環境に応じて柔軟に適用するこ
とを求めるもの。

確定給付企業年金法、厚生
年金保険法、関連政省令・通
知

厚生労働省

5021 5021043
社団法人日本
経済団体連合
会

11
厚生年金基金から確定給付
企業年金への権利義務承継
の容認

　厚生年金基金の加算部分については、新
年金への権利義務承継を可能とするよう認
めるべきである。
　なお、代行部分を中心とする基本年金は
元会社の厚生年金基金で裁定することを可
能とすべきである。

　会社分割による新会社の設立や既存会社
への吸収にあたっては、労働契約承継法を
適用し労働条件等を承継することが通常で
あるが、事業所が企業年金間を移る場合、
厚生年金基金間、確定給付企業年金間、確
定給付企業年金から厚生年金基金への権
利義務移転は可能だが、厚生年金基金から
確定給付企業年金への権利義務移転がで
きないため、事業再編の制約となる。

厚生労働省

  厚生年金基金の権利義務移転について
は、現状、適格年金や確定給付年金法に基
づく基金型または規約型企業年金（以下、新
年金）等他の年金制度からの移換受入れの
みが可能であり、基金から他制度への移換
は実施不可能となっている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 126 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900143 給付減額の手続の緩和

確定給付企業年金法施行規
則第５条、第６条、第１２条、
第１４条、附則第５条　厚生年
金基金設立認可基準　等

　給付減額の際には、減額対象者（加入者
や受給者）の３分の２以上の同意等が必要。
受給者の給付減額を行う場合には、当該受
給者等が希望したときには、最低積立基準
額相当を一時金として受け取ることができる
等、減額前の最低積立基準額が確保される
ような措置が必要。

ｃ Ⅲ、Ⅳ

給付減額の手続や理由については、加入者
や受給者の受給権保護等を考えると、現時
点では緩和等の措置困難。　企業年金は、
選択一時金を選択せず年金を選択した受給
者に対しては、年金を支給する約束を行って
いるのであるから、給付減額の際に受給者
が受け取ることができる額を、一般に年金の
現価よりも小さい選択一時金とするのは、現
時点においては措置困難。

回答では、現時点においては措置困難との
ことであるが、給付減額の手続緩和につい
て、検討することの可否についての見解如
何。

ｃ Ⅲ、Ⅳ

　加入者や受給者等の受給権保護等を図る
ためには、給付減額の手続や理由につい
て、厳格な手続や適切な理由が必要である
ことから、現時点では緩和等の措置は考え
ていない。
　また、企業年金は、選択一時金を選択せ
ず年金を選択した受給者に対しては、年金
を支給する約束を行っているのであるから、
給付減額の際に受給者が受け取ることがで
きる額を、一般に年金の現価よりも小さい選
択一時金とするのは、適切ではないと考えて
いる。

5006009 社団法人信託
協会 31

z0900143 給付減額の手続の緩和

確定給付企業年金法施行規
則第５条、第６条、第１２条、
第１４条、附則第５条　厚生年
金基金設立認可基準　等

　給付減額の際には、減額対象者（加入者
や受給者）の３分の２以上の同意等が必要。
受給者の給付減額を行う場合には、当該受
給者等が希望したときには、最低積立基準
額相当を一時金として受け取ることができる
等、減額前の最低積立基準額が確保される
ような措置が必要。

ｃ Ⅲ、Ⅳ

給付減額の手続や理由については、加入者
や受給者の受給権保護等を考えると、現時
点では緩和等の措置困難。　企業年金は、
選択一時金を選択せず年金を選択した受給
者に対しては、年金を支給する約束を行って
いるのであるから、給付減額の際に受給者
が受け取ることができる額を、一般に年金の
現価よりも小さい選択一時金とするのは、現
時点においては措置困難。

要望は、運用環境の低迷が長期化する中で
事業主に過度の負担が生じていることから、
年金を将来受け取るべき従業員の雇用すら
危ぶまれる現状、及び各企業労使において
自主的に給付引下げの意思決定ができる仕
組みが求められている現状を踏まえて、労
使合意による給付額引き下げを求めるもの
であり、かかる観点を考慮して、給付引き下
げに係る手続きの緩和等について再度検討
いただきたい。

ｃ Ⅲ、Ⅳ

　加入者や受給者等の受給権保護等を図る
ためには、給付減額の手続や理由につい
て、厳格な手続や適切な理由が必要である
ことから、現時点では緩和等の措置は考え
ていない。
　また、企業年金は、選択一時金を選択せ
ず年金を選択した受給者に対しては、年金
を支給する約束を行っているのであるから、
給付減額の際に受給者が受け取ることがで
きる額を、一般に年金の現価よりも小さい選
択一時金とするのは、適切ではないと考えて
いる。

5021047
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0900143 給付減額の手続の緩和

確定給付企業年金法施行規
則第５条、第６条、第１２条、
第１４条、附則第５条　厚生年
金基金設立認可基準　等

　給付減額の際には、減額対象者（加入者
や受給者）の３分の２以上の同意等が必要。
受給者の給付減額を行う場合には、当該受
給者等が希望したときには、最低積立基準
額相当を一時金として受け取ることができる
等、減額前の最低積立基準額が確保される
ような措置が必要。

ｃ Ⅲ、Ⅳ

給付減額の手続や理由については、加入者
や受給者の受給権保護等を考えると、現時
点では緩和等の措置困難。　企業年金は、
選択一時金を選択せず年金を選択した受給
者に対しては、年金を支給する約束を行って
いるのであるから、給付減額の際に受給者
が受け取ることができる額を、一般に年金の
現価よりも小さい選択一時金とするのは、現
時点においては措置困難。

要望は、企業年金は退職一時金からの移行
によるものが一般的であって、労使が退職
一時金として認識している制度上の選択一
時金とするのが妥当であることや、何より、
現行の割引率を適用すると最低積立基準額
相当の支給額が選択一時金と比較して過大
になりすぎ、受給権者の大半が一時金精算
を選択することにより年金制度の維持が危
ぶまれることから支給の見直しを求めている
ものであり、受給前の加入者の受給権保護
の観点も踏まえて、再度検討の上、回答され
たい。

ｃ Ⅲ、Ⅳ

　加入者や受給者等の受給権保護等を図る
ためには、給付減額の手続や理由につい
て、厳格な手続や適切な理由が必要である
ことから、現時点では緩和等の措置は考え
ていない。
　また、企業年金は、選択一時金を選択せ
ず年金を選択した受給者に対しては、年金
を支給する約束を行っているのであるから、
給付減額の際に受給者が受け取ることがで
きる額を、一般に年金の現価よりも小さい選
択一時金とするのは、適切ではないと考えて
いる。

5021051
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0900143
（上記の続き）

給付減額の手続の緩和
5021051

社団法人日本
経済団体連合
会

12

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 127 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900143 給付減額の手続の緩和

z0900143 給付減額の手続の緩和

z0900143 給付減額の手続の緩和

z0900143
（上記の続き）

給付減額の手続の緩和

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5006 5006009 社団法人信託
協会 31

確定給付企業年金･厚生年金
基金における制度設計･財政
運営の自由度を向上するこ
と。

①キャッシュバランスプランについては、本
年5月にも制度設計の弾力化が図られたとこ
ろであるが、市場インデックス等の資産運用
上のベンチマーク指標をも再評価指標としう
るよう選択肢を拡大していただきたい。
②制度設計の弾力化全般については、退職
一時金制度や適格退職年金からの円滑な
移行を促進するために、加入者期間・加入
待機期間に係る制限の緩和、給付における
完全調整の容認、選択一時金の支給上限
の制限緩和等、いっそう柔軟な措置を認めら
れたい。
③ポータビリティの拡充にあたっては、厚年
基金から確定給付企業年金に事業所単位
の移転承継が可能となる等の適用範囲の拡
大、手続面及びコスト面での過大な負担回
避の観点に留意して検討を進めていただき
たい。
④ 給付減額の手続の緩和については、加
入者・受給権者等の同意手続き、あるいは、
受給権者等への一時金支給といった要件
を、緩和いただきたい。
⑤財政運営の基準については、経済環境に
応じて継続基準・非継続基準が柔軟に適用
可能となるよう弾力化することや、非継続基
準の経過措置について、確定給付企業年金
において給付水準の見直しを行った場合の
経過措置期間を厚生年金基金と同様にする
等の弾力化や、代行返上を行って移行した
確定給付企業年金における経過措置の適
用を認められたい。

顧客ニーズに合わせた柔軟な制度要件（制
度設計上、財政運営上）により制度間の円
滑な移行を促進し、均衡ある各企業年金制
度の普及、拡充を促進。

① 厚生年金基金及び確定給付企業年金の
制度設計において認められているキャッシュ
バランスプランは、運用リスクの年金財政へ
の影響軽減が可能となるなど有意義な方式
である。確定給付型の企業年金の一層の普
及・充実のため、更なる選択肢の拡充を求
めるもの。
② 個別企業における退職給付制度の実情
に応じた柔軟な制度設計を可能とすることに
より、適格退職年金や退職一時金など他の
退職給付制度からの移行促進が見込まれ、
普及・拡充に寄与するものと考えられること
から弾力化を求めるもの。
③ 企業再編・事業再構築などが進展する
中、環境変化に対応しつつ、企業年金制度
を充実させていく観点や制度加入者の利便
性を向上させる観点から、ポータビリティを
充実させるべく、権利義務の移転承継の適
用範囲の拡大を求めるもの。
④ 給付減額の手続は、解散手続よりも厳し
い側面があり、給付減額を行って制度を存
続させるという選択肢が制約される可能性
があることから、緩和を求めるもの。
⑤ 企業年金制度は長期に亘って継続される
ことに鑑み、環境変動による制度運営負荷
を軽減する観点から、財政検証等の財政運
営の基準を環境に応じて柔軟に適用するこ
とを求めるもの。

確定給付企業年金法、厚生
年金保険法、関連政省令・通
知

厚生労働省

5021 5021047
社団法人日本
経済団体連合
会

11
確定給付型の企業年金にお
ける給付引下げに係る承認
基準及び手続きの緩和

　各年金制度における給付引下げについ
て、基本的に労使合意さえあれば、給付引
下げの理由は問わないものとすべきである。

　運用環境の低迷が長期化する中で、事業
主の負担が非常に大きくなってきている。本
業である事業収益以上の穴埋め負担は本
末転倒であり、従業員の雇用を守るために
も、各企業労使において、自主的に給付引
下げの意思決定ができる仕組みが求められ
る。

確定給付企業年金法第５条
確定給付企業年金法施行令
第４条
確定給付企業年金法施行規
則第５条、第６条
厚生年金基金の設立認可に
ついて(昭和41年９月27日年
発第363号)

厚生労働省
　現状の制度では、給付引下げの認可基準
が厳しいため、現行の運用環境下において
も高い予定利率を維持しなければならない。

5021 5021051
社団法人日本
経済団体連合
会

11
受給権者の給付減額手続き
における最低積立基準額相
当の支給の見直し【新規】

　給付減額時に受給（権）者が希望した場合
の一時金清算については、制度上の選択一
時金額とすることを認めるべきである。

①退職一時金からの移行が一般的である実
態を踏まえると、希望者に対する一時金清
算を行う場合、労使が退職一時金として認
識している制度上の選択一時金を用いるの
が妥当。
②現行の割引率を適用すると、最低積立基
準額相当の支給額は選択一時金ベースと比
較して過大になり過ぎる。このため、受給
(権)者の大多数が一時金清算を選択するこ
とが想定され、結果として、年金制度の維持
という趣旨に合致しないだけでなく、年金財
政に致命的な影響を及ぼしかねない。

確定給付企業年金法施行規
則
厚生年金基金の設立認可に
ついて(昭和41年９月27日年
発第363号)

厚生労働省

　受給者等の給付減額を行う場合には、当
該受給者等が希望したときには、最低積立
基準額相当を一時金として受け取ることがで
きる等、減額前の最低積立基準額が確保さ
れる措置が必要になっている。

5021 5021051
社団法人日本
経済団体連合
会

12

（上記の続き）

受給権者の給付減額手続き
における最低積立基準額相
当の支給の見直し【新規】

（上記の続き）

③例えば、現在、厚生年金基金の解散時に
は、当面の措置として「最低責任準備金以
上、最低積立基準額以下で規約に定める額
(労使合意した額)」の資産を保有していれ
ば、一括拠出を行う必要がなく、最低積立基
準額以下で規約に定める額(労使合意した
額)から最低責任準備金を除いた金額を分
配することが認められている。
　したがって、制度を継続するため等、やむ
を得ない場合の給付減額時に、受給（権）者
が希望した場合の一時金清算については、
労使の合意に基づき制度上の選択一時金
額とすることを認めるべきである。

厚生労働省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 128 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900144 確定拠出年金の拠出限度額
の引上げ等

確定拠出年金法第２０条、第
３３条第１項、第６９条、附則
第３条
確定拠出年金法施行令第１１
条、第３６条、

・＜企業型確定拠出年金＞① 企業年金に
加入していない者　３．６万円（月額）② 企業
年金に加入している者　１．８万円（月額）
＜個人型確定拠出年金＞① 自営業者　６．
８万円（月額）（注）国民年金基金と共通の拠
出限度額枠② 企業（企業年金、企業型確定
拠出年金のない企業）の従業員　１．５万円
（月額）
・ 脱退一時金の支給については、国民年金
の第３号被保険者や公務員などの確定拠出
年金に加入できない者の拠出期間が３年以
下の場合のみに認められている。
・ 年金資産を担保とした借り入れは認めら
れていない。

ｃf ⅠⅡⅢ

確定拠出年金の拠出限度額の引上げ及び
少額資産者の企業退職時における脱退一
時金の支給については、平成１６年に予定さ
れている次期年金制度改正の際に措置する
ことを検討中。（具体的実施時期は未定）
年金資産を担保とした借り入れは、確定拠
出年金が老後の生活の安定のために支給さ
れるものであり、脱退一時金も限定的にの
み認められているものであることから、認め
ることは困難。

複数の要望主体から同主旨の要望が出て
いることも踏まえ、拠出限度額引き上げにつ
いて、要望に沿って平成１６年度までに措置
することの可否について回答いただきたい。

ｃf ⅠⅡⅢ

拠出限度額の引上げについては、１２月１７
日の税制大綱により認められ、現在与党と
調整中であるため、実施時期についてはそ
の後に回答が可能となる。

5001016
社団法人全国
信用組合中央
協会

11

z0900144 確定拠出年金の拠出限度額
の引上げ等

確定拠出年金法第２０条、第
３３条第１項、第６９条、附則
第３条
確定拠出年金法施行令第１１
条、第４６条、

・＜企業型確定拠出年金＞① 企業年金に
加入していない者　３．６万円（月額）② 企業
年金に加入している者　１．８万円（月額）
＜個人型確定拠出年金＞① 自営業者　６．
８万円（月額）（注）国民年金基金と共通の拠
出限度額枠② 企業（企業年金、企業型確定
拠出年金のない企業）の従業員　１．５万円
（月額）
・ 脱退一時金の支給については、国民年金
の第３号被保険者や公務員などの確定拠出
年金に加入できない者の拠出期間が３年以
下の場合のみに認められている。
・ 年金資産を担保とした借り入れは認めら
れていない。

ｃf ⅠⅡⅢ

確定拠出年金の拠出限度額の引上げ及び
少額資産者の企業退職時における脱退一
時金の支給については、平成１６年に予定さ
れている次期年金制度改正の際に措置する
ことを検討中。（具体的実施時期は未定）
年金資産を担保とした借り入れは、確定拠
出年金が老後の生活の安定のために支給さ
れるものであり、脱退一時金も限定的にの
み認められているものであることから、認め
ることは困難。

（①について）
要望者は、脱退一時金の支給要件の緩和を
求めているものであり、要望に沿って平成１
６年度までに措置することの可否について回
答いただきたい。
（②について）
要望者は、年金資産を担保とした借り入れ
については、返済計画が見込める場合には
認める余地があるという認識のもと、60歳未
満の加入者で、経済的困窮時において、①
個人別管理資産を取り崩すこと、あるいは、
②返済計画が見込める場合には、個人別管
理資産を担保とした融資を受けること、を認
めることを求めているものであり、要望に
沿って平成１６年度までに措置することの可
否について回答いただきたい。

ｃf ⅠⅡⅢ

少額資産の場合の脱退一時金の支給につ
いては、１２月１７日の税制大綱により認めら
れ、現在与党と法案を調整中であるため、実
施時期については閣議決定後に回答が可
能となる。
個人別管理資産を取り崩しについては、確
定拠出年金制度が退職後所得を確保する
制度であることを前提としていることから、措
置できない。

5021038
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0900144 確定拠出年金の拠出限度額
の引上げ等

確定拠出年金法第２０条、第
３３条第１項、第６９条、附則
第３条
確定拠出年金法施行令第１１
条、第３６条、

・＜企業型確定拠出年金＞① 企業年金に
加入していない者　３．６万円（月額）② 企業
年金に加入している者　１．８万円（月額）
＜個人型確定拠出年金＞① 自営業者　６．
８万円（月額）（注）国民年金基金と共通の拠
出限度額枠② 企業（企業年金、企業型確定
拠出年金のない企業）の従業員　１．５万円
（月額）
・ 脱退一時金の支給については、国民年金
の第３号被保険者や公務員などの確定拠出
年金に加入できない者の拠出期間が３年以
下の場合のみに認められている。
・ 年金資産を担保とした借り入れは認めら
れていない。

ｃf ⅠⅡⅢ

確定拠出年金の拠出限度額の引上げ及び
少額資産者の企業退職時における脱退一
時金の支給については、平成１６年に予定さ
れている次期年金制度改正の際に措置する
ことを検討中。（具体的実施時期は未定）
年金資産を担保とした借り入れは、確定拠
出年金が老後の生活の安定のために支給さ
れるものであり、脱退一時金も限定的にの
み認められているものであることから、認め
ることは困難。

要望者は、確定拠出年金における掛金の拠
出限度額が低く、老後の安定した生活を保
障するには十分ではないという認識の下、自
助努力、自己責任による老後の生活保障の
確保を支援するため、拠出限度額を大幅に
引き上げることを求めているものである。
複数の要望主体から同主旨の要望が出て
いることも踏まえ、拠出限度額引き上げにつ
いて、要望に沿って平成１６年度までに措置
することの可否について回答いただきたい。

ｃf ⅠⅡⅢ

拠出限度額の引上げについては、１２月１７
日の税制大綱により認められ、現在与党と
調整中であるため、実施時期についてはそ
の後に回答が可能となる。

5021040
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0900144 確定拠出年金の拠出限度額
の引上げ等

確定拠出年金法第２０条、第
３３条第１項、第６９条、附則
第３条
確定拠出年金法施行令第１１
条、第３６条、

・＜企業型確定拠出年金＞① 企業年金に
加入していない者　３．６万円（月額）② 企業
年金に加入している者　１．８万円（月額）
＜個人型確定拠出年金＞① 自営業者　６．
８万円（月額）（注）国民年金基金と共通の拠
出限度額枠② 企業（企業年金、企業型確定
拠出年金のない企業）の従業員　１．５万円
（月額）
・ 脱退一時金の支給については、国民年金
の第３号被保険者や公務員などの確定拠出
年金に加入できない者の拠出期間が３年以
下の場合のみに認められている。
・ 年金資産を担保とした借り入れは認めら
れていない。

ｃf ⅠⅡⅢ

確定拠出年金の拠出限度額の引上げ及び
少額資産者の企業退職時における脱退一
時金の支給については、平成１６年に予定さ
れている次期年金制度改正の際に措置する
ことを検討中。（具体的実施時期は未定）
年金資産を担保とした借り入れは、確定拠
出年金が老後の生活の安定のために支給さ
れるものであり、脱退一時金も限定的にの
み認められているものであることから、認め
ることは困難。

（a.について）
複数の要望主体から同主旨の要望が出て
いることも踏まえ、拠出限度額引き上げにつ
いて、要望に沿って平成１６年度までに措置
することの可否について回答いただきたい。

ｃf ⅠⅡⅢ

拠出限度額の引上げについては、１２月１７
日の税制大綱により認められ、現在与党と
調整中であるため、実施時期についてはそ
の後に回答が可能となる。

5030007 社団法人全国
地方銀行協会 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 129 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900144 確定拠出年金の拠出限度額
の引上げ等

z0900144 確定拠出年金の拠出限度額
の引上げ等

z0900144 確定拠出年金の拠出限度額
の引上げ等

z0900144 確定拠出年金の拠出限度額
の引上げ等

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5001 5001016
社団法人全国
信用組合中央
協会

11 確定拠出年金の拠出限度額
引上げ

既存の退職給付制度からの移行や加入者
の自主的な努力を支援するためにも、拠出
限度額の引き上げを行うこと。

既存の退職給付制度からの移行や加入者
の自主的な努力を支援するため。

確定拠出年金法第２０条、第
６９条、確定拠出年金法施行
令第１１条、第３６条

厚生労働省

5021 5021038
社団法人日本
経済団体連合
会

11 確定拠出年金における中途
引出し要件の緩和

①脱退一時金を受給できる要件を緩和すべ
きである（死亡・高度障害以外の事由および
少額の脱退一時金を容認すべきである）。
②60歳未満の加入者で、経済的困窮時に
は、個人別管理資産を取り崩すことを可能と
するか、あるいは、個人別管理資産を担保と
した融資を受けられるようにすべきである。

①加入年数が３年超だが、比較的短い期間
の加入員が退職して専業主婦となった場
合、現行の要件では、60歳に達するまで個
人型年金の運用指図者にとどまるため、資
産が目減りするリスクを回避しにくいという問
題に対処する。
②加入員の想定を超えたリスクが発生した
場合、個人別管理資産を活用することで対
処可能となる。
　現行の要件は制度普及の阻害要因の一
つにもなっており、利便性の向上により制度
普及にも資することになる。

確定拠出年金法第28条、第
33条
確定拠出年金法附則第３条

厚生労働省

①脱退一時金を受給できる要件は、通算拠
出期間が１カ月以上３年以下となっている。
②60歳未満の加入者で給付を受けられるの
は、高度障害（障害給付金）、死亡（死亡一
時金）の要件に限られている。

5021 5021040
社団法人日本
経済団体連合
会

11
確定拠出年金における掛金
の拠出限度額の引上げ　【新
規】

　拠出限度額を大幅に引上げるべきである。

　確定拠出年金における掛金の拠出限度額
が低く、老後の安定した生活を保障するには
十分ではない。自助努力、自己責任による
老後の生活保障の確保を支援するために
は、拠出限度額を大幅に引上げるべきであ
る。利便性の向上により制度普及に資する
ことになる。
　また、企業会計においては、本制度の導入
により、退職給付引当不足等の財務体質が
悪化する要素から開放される。さらには、成
果主義的要素を反映させることもできる。

確定拠出年金法第20条、第
69条
確定拠出年金法施行令第11
条、第36条

厚生労働省

　企業型確定拠出年金については、①企業
年金に加入していない場合、月額36,000円
②企業年金に加入している場合、月額
18,000円であり、個人型確定拠出年金につ
いては、①自営業者の場合、月額68,000円
②企業年金、企業型確定拠出年金のない企
業の従業員の場合、月額15,000円となって
いる。

5030 5030007 社団法人全国
地方銀行協会 11 確定拠出年金制度の改善

確定拠出年金制度について、a.拠出限度額
の引上げ、b.マッチング拠出の解禁、c.加入
対象者の拡大、の措置を講じる。

a：特に、企業年金を実施していない企業の
従業員が個人型年金に加入する場合の拠
出限度額（18万円）については、企業型年金
における拠出限度額（43万２千円）に比して
明らかに過少。
ｂ：企業年金（厚生年金基金・適格退職年金）
では企業のみならず従業員にも掛金拠出が
認められているにもかかわらず、確定拠出
年金制度においては企業型年金加入者によ
る追加拠出（マッチング拠出）が行えないこと
は不合理。
c：制度の加入対象者に、第三号被保険者
（専業主婦等）及び公務員を加えるべき。例
えば、拠出期間が短い加入者が退職し専業
主婦等になった場合、将来において少額の
給付しか得られないことが想定される。

確定拠出年金法 第９条、第
19条、第20条、第62条、第68
条、第69条、同施行令 第11
条、第36条

厚生労働省
別添の全国地方銀行協会「総合規制改革会
議への規制緩和要望事項」(平成15年９月19
日提出済)参照

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 130 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900144 確定拠出年金の拠出限度額
の引上げ等

確定拠出年金法第２０条、第
３３条第１項、第６９条、附則
第３条
確定拠出年金法施行令第１１
条、第３６条、

・＜企業型確定拠出年金＞① 企業年金に
加入していない者　３．６万円（月額）② 企業
年金に加入している者　１．８万円（月額）
＜個人型確定拠出年金＞① 自営業者　６．
８万円（月額）（注）国民年金基金と共通の拠
出限度額枠② 企業（企業年金、企業型確定
拠出年金のない企業）の従業員　１．５万円
（月額）
・ 脱退一時金の支給については、国民年金
の第３号被保険者や公務員などの確定拠出
年金に加入できない者の拠出期間が３年以
下の場合のみに認められている。
・ 年金資産を担保とした借り入れは認めら
れていない。

ｃf ⅠⅡⅢ

確定拠出年金の拠出限度額の引上げ及び
少額資産者の企業退職時における脱退一
時金の支給については、平成１６年に予定さ
れている次期年金制度改正の際に措置する
ことを検討中。（具体的実施時期は未定）
年金資産を担保とした借り入れは、確定拠
出年金が老後の生活の安定のために支給さ
れるものであり、脱退一時金も限定的にの
み認められているものであることから、認め
ることは困難。

要望者は、困窮時の年金資産取り崩しによ
る確定拠出年金の普及を求めているもので
あり、要望に沿って平成１６年度までに措置
することの可否について回答いただきたい。

ｃf ⅠⅡⅢ

個人別管理資産を取り崩しや担保にした
ローン制度については、確定拠出年金制度
が退職後所得を確保する制度あることを前
提としていることから、措置できない。

5033032 社団法人日本
損害保険協会 11

z0900144 確定拠出年金の拠出限度額
の引上げ等

確定拠出年金法第２０条、第
３３条第１項、第６９条、附則
第３条
確定拠出年金法施行令第１１
条、第３６条、

・＜企業型確定拠出年金＞① 企業年金に
加入していない者　３．６万円（月額）② 企業
年金に加入している者　１．８万円（月額）
＜個人型確定拠出年金＞① 自営業者　６．
８万円（月額）（注）国民年金基金と共通の拠
出限度額枠② 企業（企業年金、企業型確定
拠出年金のない企業）の従業員　１．５万円
（月額）
・ 脱退一時金の支給については、国民年金
の第３号被保険者や公務員などの確定拠出
年金に加入できない者の拠出期間が３年以
下の場合のみに認められている。
・ 年金資産を担保とした借り入れは認めら
れていない。

ｃf ⅠⅡⅢ

確定拠出年金の拠出限度額の引上げ及び
少額資産者の企業退職時における脱退一
時金の支給については、平成１６年に予定さ
れている次期年金制度改正の際に措置する
ことを検討中。（具体的実施時期は未定）
年金資産を担保とした借り入れは、確定拠
出年金が老後の生活の安定のために支給さ
れるものであり、脱退一時金も限定的にの
み認められているものであることから、認め
ることは困難。

複数の要望主体から同主旨の要望が出て
いることも踏まえ、拠出限度額引き上げにつ
いて、要望に沿って平成１６年度までに措置
することの可否について回答いただきたい。

ｃf ⅠⅡⅢ

拠出限度額の引上げについては、１２月１７
日の税制大綱により認められた範囲内にお
いて、現在与党と調整中である、なお、実施
時期についてはその調整後に回答が可能と
なる。

5033033 社団法人日本
損害保険協会 11

z0900144 確定拠出年金の拠出限度額
の引上げ等

確定拠出年金法第２０条、第
３３条第１項、第６９条、附則
第３条
確定拠出年金法施行令第１１
条、第３６条、

・＜企業型確定拠出年金＞① 企業年金に
加入していない者　３．６万円（月額）② 企業
年金に加入している者　１．８万円（月額）
＜個人型確定拠出年金＞① 自営業者　６．
８万円（月額）（注）国民年金基金と共通の拠
出限度額枠② 企業（企業年金、企業型確定
拠出年金のない企業）の従業員　１．５万円
（月額）
・ 脱退一時金の支給については、国民年金
の第３号被保険者や公務員などの確定拠出
年金に加入できない者の拠出期間が３年以
下の場合のみに認められている。
・ 年金資産を担保とした借り入れは認めら
れていない。

ｃf ⅠⅡⅢ

確定拠出年金の拠出限度額の引上げ及び
少額資産者の企業退職時における脱退一
時金の支給については、平成１６年に予定さ
れている次期年金制度改正の際に措置する
ことを検討中。（具体的実施時期は未定）
年金資産を担保とした借り入れは、確定拠
出年金が老後の生活の安定のために支給さ
れるものであり、脱退一時金も限定的にの
み認められているものであることから、認め
ることは困難。

（④について）
複数の要望主体から同主旨の要望が出て
いることも踏まえ、拠出限度額引き上げにつ
いて、要望に沿って平成１６年度までに措置
することの可否について回答いただきたい。

ｃf ⅠⅡⅢ

企業型における本人拠出については、個人
が任意で拠出することとなることから、貯蓄
との相違の整理ができるのか等の基本的な
問題があるため、見直しは困難であり、措置
できない。

5071064 米国 11

z0900144 確定拠出年金の拠出限度額
の引上げ等

確定拠出年金法第２０条、第
３３条第１項、第６９条、附則
第３条
確定拠出年金法施行令第１１
条、第３６条、

・＜企業型確定拠出年金＞① 企業年金に
加入していない者　３．６万円（月額）② 企業
年金に加入している者　１．８万円（月額）
＜個人型確定拠出年金＞① 自営業者　６．
８万円（月額）（注）国民年金基金と共通の拠
出限度額枠② 企業（企業年金、企業型確定
拠出年金のない企業）の従業員　１．５万円
（月額）
・ 脱退一時金の支給については、国民年金
の第３号被保険者や公務員などの確定拠出
年金に加入できない者の拠出期間が３年以
下の場合のみに認められている。
・ 年金資産を担保とした借り入れは認めら
れていない。

ｃf ⅠⅡⅢ

確定拠出年金の拠出限度額の引上げ及び
少額資産者の企業退職時における脱退一
時金の支給については、平成１６年に予定さ
れている次期年金制度改正の際に措置する
ことを検討中。（具体的実施時期は未定）
年金資産を担保とした借り入れは、確定拠
出年金が老後の生活の安定のために支給さ
れるものであり、脱退一時金も限定的にの
み認められているものであることから、認め
ることは困難。

退職時の資金ニーズが根強く存在する中、
退職後も６０歳に到達するまで受給できない
仕組みが、特に退職金からの全面移行ニー
ズが強い中小企業への確定拠出年金普及
のネックとなっている。このため、企業型年
金における退職時の脱退一時金について、
年齢到達要件および資産額の多寡にかか
わらず支給可能とすべく、支給要件緩和を
引続き検討願いたい。

ｃf ⅠⅡⅢ

企業型からの少額資産の場合の脱退一時
金の支給について、１２月１７日の税制大綱
により認められ、現在与党と法案を調整中で
ある。

5082013 社団法人生命
保険協会 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 131 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900144 確定拠出年金の拠出限度額
の引上げ等

z0900144 確定拠出年金の拠出限度額
の引上げ等

z0900144 確定拠出年金の拠出限度額
の引上げ等

z0900144 確定拠出年金の拠出限度額
の引上げ等

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5033 5033032 社団法人日本
損害保険協会 11

確定拠出年金の経済的困窮
時における年金資産取り崩し
の容認

米国の401k制度の様に、①税のペナルティ
を課した上での年金資産の取り崩し、②年
金資産を担保としたローン制度を認めるよう
にしていただきたい。

確定拠出年金の制度普及が図られる。 困窮時の年金資産取り崩しニーズは高く、
確定拠出年金普及を阻害する。

法人税法、所得税法、確定拠
出年金法 厚生労働省

5033 5033033 社団法人日本
損害保険協会 11 確定拠出年金の拠出限度額

の拡大

拠出限度額の拡大を認めていただきたい。
特に個人型について少なくとも企業型と同額
となるよう限度額の拡大を認めていただきた
い。

確定拠出年金の制度普及が図られる。

拠出限度額を引き上げることにより、勤労者
の老後のため自助努力での資産形成を一
層促進させることが可能となり、老後の生活
の安定を図ることができる。

法人税法、所得税法、確定拠
出年金法 厚生労働省

5071 5071064 米国 11
金融サービスに係る個別措
置の早期実施②（確定拠出
年金に係る規制の緩和）

米国は、以下の分野における規制改革が可
能な限り早期に実施されることを歓迎する｡
④雇用者にとって確定拠出年金が退職後の
有力な貯蓄手段となるよう、拠出限度額を引
き上げる。拠出限度額の引き上げ方法とし
て、事業主の拠出に相応する被雇用者の拠
出を認める。被雇用者に確定拠出年金と確
定給付年金の選択を与えている企業におい
て、確定拠出年金が確定給付年金の有力な
代替案となりうるレベルにまで、確定拠出年
金の拠出限度額を引き上げることを確実に
する。
⑤いったん認可されたひな型（プロトタイプ）
に沿った確定拠出年金プランは、中小企業
が当局へ通知し、待機期間経過後は、基本
骨格案の審査や認可を改めて求められるこ
となく低コストで採用できるよう、確定拠出年
金プラン提供者がそうしたひな型を審査・許
可のために申請することを認める。

厚生労働省

5082 5082013 社団法人生命
保険協会 11 確定拠出年金制度における

支給要件の緩和
企業型では退職時にも受給できるように要
件を緩和する。

・企業型において、退職後６０歳に到達する
までに年金を受給できることとなり、退職金
からの移行が促進されることが期待できる。
特に、全面移行が多いと考えられる中小企
業への普及が期待できる。

退職時の資金ニーズが根強く存在する中
で、確定拠出年金制度を導入する際の最大
のネックとなっている。

確定拠出年金法第28条確定
拠出年金法第33条 厚生労働省

・確定拠出年金は特に中小企業の導入ニー
ズが高く、ポータビリティのある確定拠出年
金の幅広い普及促進は雇用の流動化対応
としても効果が期待できる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 132 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900144 確定拠出年金の拠出限度額
の引上げ等

確定拠出年金法第２０条、第
３３条第１項、第６９条、附則
第３条
確定拠出年金法施行令第１１
条、第３６条、

・＜企業型確定拠出年金＞① 企業年金に
加入していない者　３．６万円（月額）② 企業
年金に加入している者　１．８万円（月額）
＜個人型確定拠出年金＞① 自営業者　６．
８万円（月額）（注）国民年金基金と共通の拠
出限度額枠② 企業（企業年金、企業型確定
拠出年金のない企業）の従業員　１．５万円
（月額）
・ 脱退一時金の支給については、国民年金
の第３号被保険者や公務員などの確定拠出
年金に加入できない者の拠出期間が３年以
下の場合のみに認められている。
・ 年金資産を担保とした借り入れは認めら
れていない。

ｃf ⅠⅡⅢ

確定拠出年金の拠出限度額の引上げ及び
少額資産者の企業退職時における脱退一
時金の支給については、平成１６年に予定さ
れている次期年金制度改正の際に措置する
ことを検討中。（具体的実施時期は未定）
年金資産を担保とした借り入れは、確定拠
出年金が老後の生活の安定のために支給さ
れるものであり、脱退一時金も限定的にの
み認められているものであることから、認め
ることは困難。

専業主婦の拠出を可能とすることについて、
要望に沿って平成１６年度までに措置するこ
との可否について回答いただきたい。

ｃf ⅠⅡⅢ

第３号被保険者については、公的年金にお
ける整理等を見て検討する必要があること
から、現時点での見直しは困難であるため、
措置できない。
脱退一時金の支給要件の一部緩和につい
て、１２月１７日の税制大綱により少額資産
の場合の支給が認められ、現在与党と法案
について調整中である。

5085003 オリックス株式
会社 11

z0900144 確定拠出年金の拠出限度額
の引上げ等

確定拠出年金法第２０条、第
３３条第１項、第６９条、附則
第３条
確定拠出年金法施行令第１１
条、第３６条、

・＜企業型確定拠出年金＞① 企業年金に
加入していない者　３．６万円（月額）② 企業
年金に加入している者　１．８万円（月額）
＜個人型確定拠出年金＞① 自営業者　６．
８万円（月額）（注）国民年金基金と共通の拠
出限度額枠② 企業（企業年金、企業型確定
拠出年金のない企業）の従業員　１．５万円
（月額）
・ 脱退一時金の支給については、国民年金
の第３号被保険者や公務員などの確定拠出
年金に加入できない者の拠出期間が３年以
下の場合のみに認められている。
・ 年金資産を担保とした借り入れは認めら
れていない。

ｃf ⅠⅡⅢ

確定拠出年金の拠出限度額の引上げ及び
少額資産者の企業退職時における脱退一
時金の支給については、平成１６年に予定さ
れている次期年金制度改正の際に措置する
ことを検討中。（具体的実施時期は未定）
年金資産を担保とした借り入れは、確定拠
出年金が老後の生活の安定のために支給さ
れるものであり、脱退一時金も限定的にの
み認められているものであることから、認め
ることは困難。

専業主婦の拠出を可能とすることについて、
要望に沿って平成１６年度までに措置するこ
との可否について回答いただきたい。

ｃf ⅠⅡⅢ

第３号被保険者については、公的年金にお
ける整理等を見て検討する必要があること
から、現時点での見直しは困難であるため、
措置できない。
脱退一時金の支給要件の一部緩和につい
て、１２月１７日の税制大綱により少額資産
の場合の支給が認められ、現在与党と法案
について調整中である。

5086003 社団法人リー
ス事業協会 11

z0900144 確定拠出年金の拠出限度額
の引上げ等

確定拠出年金法第２０条、第
３３条第１項、第６９条、附則
第３条
確定拠出年金法施行令第１１
条、第３６条、

・＜企業型確定拠出年金＞① 企業年金に
加入していない者　３．６万円（月額）② 企業
年金に加入している者　１．８万円（月額）
＜個人型確定拠出年金＞① 自営業者　６．
８万円（月額）（注）国民年金基金と共通の拠
出限度額枠② 企業（企業年金、企業型確定
拠出年金のない企業）の従業員　１．５万円
（月額）
・ 脱退一時金の支給については、国民年金
の第３号被保険者や公務員などの確定拠出
年金に加入できない者の拠出期間が３年以
下の場合のみに認められている。
・ 年金資産を担保とした借り入れは認めら
れていない。

ｃf ⅠⅡⅢ

確定拠出年金の拠出限度額の引上げ及び
少額資産者の企業退職時における脱退一
時金の支給については、平成１６年に予定さ
れている次期年金制度改正の際に措置する
ことを検討中。（具体的実施時期は未定）
年金資産を担保とした借り入れは、確定拠
出年金が老後の生活の安定のために支給さ
れるものであり、脱退一時金も限定的にの
み認められているものであることから、認め
ることは困難。

退職時の資金ニーズが根強く存在する中、
退職後も６０歳に到達するまで受給できない
仕組みが、特に退職金からの全面移行ニー
ズが強い中小企業への確定拠出年金普及
のネックとなっている。このため、企業型年
金における退職時の脱退一時金について、
年齢到達要件および資産額の多寡にかか
わらず支給可能とすべく、支給要件緩和を
引続き検討願いたい。

ｃf ⅠⅡⅢ

脱退一時金の支給要件の一部緩和につい
て、１２月１７日の税制大綱により少額資産
の場合の支給が認められ、現在与党と法案
について調整中であるため、実施時期につ
いては閣議決定後に回答が可能となる。

5111007 社団法人日本
自動車工業会 11

z0900144 確定拠出年金の拠出限度額
の引上げ等

確定拠出年金法第２０条、第
３３条第１項、第６９条、附則
第３条
確定拠出年金法施行令第１１
条、第３６条、

・＜企業型確定拠出年金＞① 企業年金に
加入していない者　３．６万円（月額）② 企業
年金に加入している者　１．８万円（月額）
＜個人型確定拠出年金＞① 自営業者　６．
８万円（月額）（注）国民年金基金と共通の拠
出限度額枠② 企業（企業年金、企業型確定
拠出年金のない企業）の従業員　１．５万円
（月額）
・ 脱退一時金の支給については、国民年金
の第３号被保険者や公務員などの確定拠出
年金に加入できない者の拠出期間が３年以
下の場合のみに認められている。
・ 年金資産を担保とした借り入れは認めら
れていない。

ｃf ⅠⅡⅢ

確定拠出年金の拠出限度額の引上げ及び
少額資産者の企業退職時における脱退一
時金の支給については、平成１６年に予定さ
れている次期年金制度改正の際に措置する
ことを検討中。（具体的実施時期は未定）
年金資産を担保とした借り入れは、確定拠
出年金が老後の生活の安定のために支給さ
れるものであり、脱退一時金も限定的にの
み認められているものであることから、認め
ることは困難。

要望者は、マッチング拠出についても要望し
ており、マッチング拠出について、要望に
沿って平成１６年度までに措置することの可
否について回答いただきたい。

ｃf ⅠⅡⅢ

企業型における本人拠出については、個人
が任意で拠出することとなることから、貯蓄
との相違の整理ができるのか等の基本的な
問題があるため、見直しは困難であり、措置
できない。
拠出限度額の引上げについては、１２月１７
日の税制大綱により認められ、現在与党と
調整中であるため、実施時期についてはそ
の後に回答が可能となる。

5111008 社団法人日本
自動車工業会 21

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 133 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900144 確定拠出年金の拠出限度額
の引上げ等

z0900144 確定拠出年金の拠出限度額
の引上げ等

z0900144 確定拠出年金の拠出限度額
の引上げ等

z0900144 確定拠出年金の拠出限度額
の引上げ等

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5085 5085003 オリックス株式
会社 11

確定拠出年金の中途脱退及
び個人型において専業主婦
の拠出を可能とする規制緩
和

確定拠出年金法第28条に規定された給付
の種類に脱退一時金を加えることで企業型
の確定拠出年金の中途脱退の要件を緩和
するとともに、退職によって個人型の確定拠
出年金に移行した専業主婦が拠出を行なう
ことを可能とすることを要望する。その際に
は確定拠出年金ゆえに受けた税制優遇相
当の課税を行うことで貯蓄に関する税制との
均衡を図ってはどうか。

確定拠出年金に数年間加入し専業主婦と
なった場合、拠出せずに運用されることにな
るため、運用益より口座管理料が高くなり元
本が減少していく場合がある。これが女性の
確定拠出年金加入率の低さの要因と考えら
れる。これを解消するためには、中途脱退の
要件を緩和するとともに個人型での拠出を
認める措置が必要である。

確定拠出年金法第28条 厚生労働省

5086 5086003 社団法人リー
ス事業協会 11

確定拠出年金の中途脱退及
び個人型において専業主婦
の拠出を可能とする規制緩
和

確定拠出年金法第28条に規定された給付
の種類に脱退一時金を加えることで企業型
の確定拠出年金の中途脱退の要件を緩和
するとともに、退職によって個人型の確定拠
出年金に移行した専業主婦が拠出を行なう
ことを可能とすることを要望する。その際に
は確定拠出年金ゆえに受けた税制優遇相
当の課税を行うことで貯蓄に関する税制との
均衡を図ってはどうか。

確定拠出年金に数年間加入し専業主婦と
なった場合、拠出せずに運用されることにな
るため、運用益より口座管理料が高くなり元
本が減少していく場合がある。これが女性の
確定拠出年金加入率の低さの要因と考えら
れる。これを解消するためには、中途脱退の
要件を緩和するとともに個人型での拠出を
認める措置が必要である。

確定拠出年金法第28条 厚生労働省

5111 5111007 社団法人日本
自動車工業会 11 確定拠出型年金の途中払い

出しについて
６０歳前の途中払い出しを可能とするよう要
望する。

６０歳まで途中払い出しは出来ないことに
なっている。

６０歳まで途中払い出しが認められていない
ため、転職時に年金を移せない場合は、個
人が運用指図者となり、管理コストを払い続
けながら運用していかなければならない。

確定拠出年金法附則第３条 厚生労働省 重点要望項目

5111 5111008 社団法人日本
自動車工業会 21 企業型確定拠出年金におけ

る個人拠出について

企業型確定拠出年金制度において、個人拠
出をベースとし、会社がその拠出額に上乗
せして拠出する、「マッチング制度」を認可す
るよう要望する。また、拠出限度額そのもの
も、引き上げをすべきであると考える。

現状の制度では、会社拠出しか認められて
おらず、従業員の自律的な定年後の準備に
対し、事業主として全く支援ができない。

厚生年金の受給開始年齢の引き上げに加
え、将来の公的年金受け取り額の減少が避
けられない中、給与所得者の自律的に定年
後の準備を進めたいという意欲をそぐことに
なる。

確定拠出年金法第１９条 厚生労働省 重点要望項目

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 134 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900144 確定拠出年金の拠出限度額
の引上げ等

確定拠出年金法第２０条、第
３３条第１項、第６９条、附則
第３条
確定拠出年金法施行令第１１
条、第４６条、

・＜企業型確定拠出年金＞① 企業年金に
加入していない者　３．６万円（月額）② 企業
年金に加入している者　１．８万円（月額）
＜個人型確定拠出年金＞① 自営業者　６．
８万円（月額）（注）国民年金基金と共通の拠
出限度額枠② 企業（企業年金、企業型確定
拠出年金のない企業）の従業員　１．５万円
（月額）
・ 脱退一時金の支給については、国民年金
の第３号被保険者や公務員などの確定拠出
年金に加入できない者の拠出期間が３年以
下の場合のみに認められている。
・ 年金資産を担保とした借り入れは認めら
れていない。

ｃf ⅠⅡⅢ

確定拠出年金の拠出限度額の引上げ及び
少額資産者の企業退職時における脱退一
時金の支給については、平成１６年に予定さ
れている次期年金制度改正の際に措置する
ことを検討中。（具体的実施時期は未定）
年金資産を担保とした借り入れは、確定拠
出年金が老後の生活の安定のために支給さ
れるものであり、脱退一時金も限定的にの
み認められているものであることから、認め
ることは困難。

要望者は、脱退一時金の支給要件の緩和を
求めているものであり、要望に沿って平成１
６年度までに措置することの可否について回
答いただきたい。

ｃf ⅠⅡⅢ

脱退一時金の支給要件の一部緩和につい
て、１２月１７日の税制大綱により少額資産
の場合の支給が認められ、現在与党と法案
について調整中であるため、実施時期につ
いては閣議決定後に回答が可能となる。

5143036
社団法人全国
信用金庫協会
信金中央金庫

11

z0900144 確定拠出年金の拠出限度額
の引上げ等

確定拠出年金法第２０条、第
３３条第１項、第６９条、附則
第３条
確定拠出年金法施行令第１１
条、第４６条、

・＜企業型確定拠出年金＞① 企業年金に
加入していない者　３．６万円（月額）② 企業
年金に加入している者　１．８万円（月額）
＜個人型確定拠出年金＞① 自営業者　６．
８万円（月額）（注）国民年金基金と共通の拠
出限度額枠② 企業（企業年金、企業型確定
拠出年金のない企業）の従業員　１．５万円
（月額）
・ 脱退一時金の支給については、国民年金
の第３号被保険者や公務員などの確定拠出
年金に加入できない者の拠出期間が３年以
下の場合のみに認められている。
・ 年金資産を担保とした借り入れは認めら
れていない。

ｃf ⅠⅡⅢ

確定拠出年金の拠出限度額の引上げ及び
少額資産者の企業退職時における脱退一
時金の支給については、平成１６年に予定さ
れている次期年金制度改正の際に措置する
ことを検討中。（具体的実施時期は未定）
年金資産を担保とした借り入れは、確定拠
出年金が老後の生活の安定のために支給さ
れるものであり、脱退一時金も限定的にの
み認められているものであることから、認め
ることは困難。

要望者は、困窮時の年金資産取り崩しによ
る確定拠出年金の普及を求めているもので
あり、要望に沿って平成１６年度までに措置
することの可否について回答いただきたい。

ｃf ⅠⅡⅢ

個人別管理資産を取り崩しや担保とした借
入制度については、確定拠出年金制度が退
職後所得を確保する制度あることを前提とし
ていることから、措置しない。

5143038
社団法人全国
信用金庫協会
信金中央金庫

11

z0900148
厚生年金基金の代行返上に
伴う基本部分の上乗せ部分
の一時金清算の容認

厚生年金保険法
確定給付企業年金法等

　厚生年金基金の代行返上の際の基本部
分の上乗せ部分については、確定給付企業
年金に移行後（あるいは移行と同時に）確定
給付企業年金の基準に則って給付設計の
変更をして一時金の選択肢を設けるといっ
たことは可能。ただし、年金の受給資格を有
する者が一時金で受給するかどうかは基本
的には本人の選択。また、過去期間分が確
保されたとしても、将来期間も含めてみた場
合に給付減額となるのであれば、給付減額
の手続が必要。

ｄ Ⅰ～Ⅳ

　厚生年金基金の代行返上は、代行部分を
国に返上する仕組みで、上乗せ部分は確定
給付企業年金にそのまま引き継がれるのが
基本。確定給付企業年金に移行後（あるい
は移行と同時に）給付設計の変更を行うこと
は差し支えないが、確定給付企業年金の基
準に則る必要がある。こうしたことを踏まえ
て、既に、通知等で、代行返上時の給付設
計変更等について、具体的な対応の仕方や
留意点等が示されている。

要望者は、①加入者や受給者の受給権保
護等を考えた場合、薄皮については、受給
者等にとって年金として支給を続けることが
必ずしもプラスでない面もあり、一律に一時
金給付を行ったとしても必ずしも不当な扱い
になるとは言えないこと、②例えば在職老齢
年金との併給調整についても、基金におい
て受給者の就労状況等の実態を正確に把
握することは困難であり、受給者の側でも給
付請求を失念する可能性があり、一律一時
金支給を行う方が結果として受給権の保護
につながること、という観点から、基本部分
の上乗せ部分（いわゆる薄皮）等について
は、年金支給額と経済的に等価な一時金
（財政上の予定利率による過去分の給付現
価）を支給する仕組みを設けるならば、給付
減額の手続きを求めることなく、一律に一時
金による清算を認めることを求めているもの
であり、このことを踏まえて、要望に沿った検
討をしていただきたい。

ｄ Ⅰ～Ⅳ

　加入者及び受給者等の受給権保護という
観点から、厚生年金基金や確定給付企業年
金においては、約束した給付を確実に支給
することが大原則であり、厚生年金基金時
代に約束した給付を、代行返上後は、代行
部分以外継続することを基本とする制度とし
ている。
　従って、本人の同意なしに、受給者の不利
益になりうる一律一時金清算するという取扱
いを認めることは適切ではないと考えてい
る。

5021044
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0900149 厚生年金基金の代行返上資
産の物納要件の緩和

確定給付企業年金法第113
条、第114条、確定給付企業
年金法施行令第84条～第87
条、確定給付企業年金法施
行規則第132条、第133条

①物納要件は、国内株式の場合、TOPIXに
連動・トラッキングエラー0.2％以下・構成銘
柄がTOPIXの80％以上とされている。
②厚生年金基金は、代行返上の認可時に責
任準備金相当額を国に納付する。

ｃ ⅠⅡⅢ

① 代行返上資産の物納要件の一層の緩和
については、「有価証券指数の連動と一致
するように運用することができるよう組み合
わされたもの」その他の「積立金の安全かつ
効率的な運用に資する」ものという趣旨に反
するため困難である。なお、物納要件につい
ては、当初案では「TOPIX構成銘柄の９０％
以上」としていたものを、厚生年金基金の運
用実態に即して「８０％」に緩和したものであ
る。
② 必要な給付を行うため、積立金は給付義
務を負う者が保有することが原則である。し
たがって、厚生年金基金から国に代行部分
の給付義務が移転される時点（代行返上認
可時）まで厚生年金基金から国への積立金
の納付を認めることはできない。

要望は、厚生年金基金の代行返上の実態に
おいて、記録突合作業に時間がかかること
から、株式等の資産の変動リスクを回避する
ことを目的とした現金化により株式市場に悪
影響を与えかねないことから仮納付手続き
を求めており、かかる観点をふまえて、仮納
付手続きの創設により生じる問題点やその
解決策について検討することの可否につい
て、その理由も含めてご回答いただきたい。

ｃ ⅠⅡⅢ

　厚生年金基金が代行返上して国に最低責
任準備金を納付する場合、厚生年金基金と
国との間で正確な債権債務関係を確定する
必要があることから、最低責任準備金額が
確定しないと納付できないこととしており、仮
納付手続きの創設は困難である。
　代行返上認可時から実際に納付されるま
での期間については、記録突合作業に要す
る時間を短縮することにより、ある程度時期
を早めることができるものと認識している。

5021046
社団法人日本
経済団体連合
会

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 135 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900144 確定拠出年金の拠出限度額
の引上げ等

z0900144 確定拠出年金の拠出限度額
の引上げ等

z0900148
厚生年金基金の代行返上に
伴う基本部分の上乗せ部分
の一時金清算の容認

z0900149 厚生年金基金の代行返上資
産の物納要件の緩和

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5143 5143036
社団法人全国
信用金庫協会
信金中央金庫

11 確定拠出年金における脱退
一時金の要件の緩和

確定拠出年金企業型年金加入者が退職等
により資格を喪失した場合に、脱退一時金
の請求ができるようにする。

企業型年金の加入者が資格を喪失した場
合、転職先企業の企業型年金実施の有無
や、個人型年金加入資格の有無等によりそ
れまで積み立てた資産のその後の取扱いが
一律的に制限されることは、個人毎のライフ
プランやそれに伴う資産形成プランに制約を
加えることにつながり、社会や個人の多様化
にそぐわないものと考えられる。また、個人
型年金運用指図者として資産の運用のみを
継続させていかざるを得ないケースにおいて
は、制度の運営に係る手数料の支払いに
よって、資産の減少（場合によっては消滅）を
余儀なくされる懸念がある。

確定拠出年金法附則第3条 厚生労働省

5143 5143038
社団法人全国
信用金庫協会
信金中央金庫

11 確定拠出年金の受給権を担
保とした借入れの許容

確定拠出年金の受給権を担保とした借入れ
ができるようにする。

確定拠出年金制度は、一部の例外を除き中
途換金ができない制度であることを勘案する
と、加入者が受給権を取得する時期までに
生活困窮等に陥り生活資金が必要となる
ケース等を想定しておくことが肝要である。

確定拠出年金法第32条第1
項 厚生労働省

5021 5021044
社団法人日本
経済団体連合
会

11
厚生年金基金の代行返上に
伴う基本部分の上乗せ部分
の一時金清算の容認

　基本部分の上乗せ部分（いわゆる薄皮）等
については、年金支給額と経済的に等価な
一時金（財政上の予定利率による過去分の
給付現価）を支給する仕組みを設けるなら
ば、給付減額の手続きを求めることなく、一
律に一時金による清算を認めるべきである。

　基本部分の上乗せ部分（いわゆる薄皮）
や、在職老齢年金や雇用保険との併給調整
等で基金の給付が厚生年金本体の給付を
上回る部分については、例え選択による一
時金給付の仕組みを設けるにせよ、一時金
給付を選択しない者が残り続ける限り、事務
的な負担は極めて重い。
　特に、薄皮については、受給者等にとって
年金として支給を続けることが必ずしもプラ
スでない面もあり、一律に一時金給付を行っ
たとしても必ずしも不当な扱いになるとは言
えない。
　また、例えば在職老齢年金との併給調整
についても、基金において受給者の就労状
況等の実態を正確に把握することは困難で
あり、受給者の側でも給付請求を失念する
可能性があり、一律一時金支給を行う方が
結果として受給権の保護につながることにな
る。

厚生年金保険法第130条
確定給付企業年金法第29条 厚生労働省

　代行返上し、新型企業年金に移行した場
合、基本部分の上乗せ部分については、一
時金支給（清算）が認められていない。

5021 5021046
社団法人日本
経済団体連合
会

11 厚生年金基金の代行返上資
産の物納要件緩和　【新規】

　①代行返上資産の物納要件を緩和すると
もに、②記録突合終了前の仮納付（概算納
付）を認め、物納をしやすくすべきである。

　①仮納付により返上資産の変動リスクが
軽減でき、物納がしやすくなる。②物納要件
緩和により小規模基金でも物納が可能とな
る。③物納が促進できれば基金にとり株式
売却に伴う費用を節減できるほか、マーケッ
トインパクトも軽減できる。また、株価の安定
に寄与する。

厚生年金保険法第114条
厚生年金保険法施行令第84
条～第87条
厚生年金基金規則第132条、
第133条

厚生労働省

　代行返上の認可を受けた厚生年金基金
は、国へ移換する資産額を確定すべく記録
突合作業中であるが、この作業には手間と
時間が必要となっている。一方返上資産は
現金のほかに国内株式と国内債券による物
納が認められているが、物納の要件が厳し
い上（国内株式では・TOPIXに連動・トラッキ
ングエラー0.2％以下・構成銘柄がTOPIXの
80％以上）、記録突合作業に時間が掛かる
ため、返上までの変動リスク回避のため基
金は現金化を急いでいる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 136 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900153
年金基金等における積極的
な委任投票による株主利益
の増進

①　国民年金及び厚生年金については、年
金資金運用基金が定める「管理運用方針」
において、株主議決権行使に係る記述がさ
れている。
②　厚生年金基金における株主議決権行使
については、各厚生年金基金の判断に委ね
られている。

①d
②e I

①　国民年金及び厚生年金に係る年金積立
金については、年金資金運用基金が定める
「管理運用方針」において、(1)株主議決権
は、企業が長期的に株主の利益を最大にす
るような企業経営を行うよう、運用受託機関
において行使すること、(2)運用受託機関は、
株主議決権行使の行使に関する方針を基
金に提出するとともに、毎年度、株主議決権
の行使状況を基金に報告すること、を明示し
ている。また、年金資金運用基金において
は、平成１３年度以降、株主議決権の行使
状況を公表している。
②　我が国においては、一般的な受任者に
ついて、善良なる管理者の注意をもって事務
を処理する義務が民法等で規定されている
ことに加え、年金積立金の運用に関わる者
に対する忠実義務等が厚生年金保険法等
で規定されており、議決権については、近
年、我が国においても、年金積立金の運用
において受託者責任の考え方が浸透してき
ている中で、議決権の有効活用が受託者責
任の一部をなすとの理解が広がりつつある
が、厚生年金基金による議決権行使は民間
活動の一環である以上、あくまで各厚生年
金基金の判断で行われるべきものであり、
政府として判断を示すことは不適当である。

5071091 米国 21

z0900154 脱退一時金制度の見直し
国民年金法改正附則第９条
の３の２，厚生年金保険法改
正附則第２９条

厚生年金の被保険者期間が６月以上ある日
本国籍を有しない者であって、老齢厚生年
金の受給資格期間を満たしていない者に、
請求により脱退一時金を支給する。その額
は平均標準報酬月額に被保険者期間に応
じて一定の割合を乗じたものとなっており、３
６月以上は３．０とされている。

ｆ Ⅰ

　社会保障制度については、国籍による差
別なく適用の対象とすることが国際的にも要
請されているところであり、また、不慮の事
故などによる障害や死亡の場合には、障害
給付や遺族給付を行う必要もあることから、
国籍を問わず、厚生年金、国民年金を適用
している。しかし、国際化が進展する中で、
日本に短期滞在する外国人については、厚
生年金や国民年金の保険料納付が年金給
付に結び付かず、「掛捨て」となっているとい
う問題が指摘されていた。この問題について
は、最終的には、２国間の国際年金通算協
定の締結により解決するべきであるが、この
ような解決が図られるまでの特例措置として
平成６年改正において短期滞在の外国人に
対する脱退一時金制度を創設した。このよう
に、・脱退一時金の制度は特例的なもので
あり、その滞在期間は通常３年以内であるこ
と　・その額については保険料の還付的性格
を有することにかんがみ設定されていること
・厚生年金は労働者及びその遺族の福祉の
向上を目的とした法律であること、より、ご要
望のような見直しを行うことは適当ではな
い。なお、ご要望の措置を講ずるためには、
新たな財政措置が必要となる。

5072011 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 21

z0900155
適格退職年金から確定給付
企業年金への移行における
現物移管の適用拡大

確定給付企業年金法第５６条
第２項、確定給付企業年金法
施行令第３６条、確定給付企
業年金法施行規則第３９条、
法人税法施行令附則第１６条
第１項第９号ロ

適格退職年金契約を解約した場合は、その
積立金は、労働者の責任準備金割合等に応
じ、労働者本人に分配しなければならない。
しかしながら、直ちに確定給付企業年金の
掛金として払い込む場合等一定の場合に、
事業主に返還することができる。確定給付
企業年金制度においては、通常、過去勤務
掛金を複数年分割で償却することとなるが、
適格退職年金の分配金相当額を過去勤務
掛金に充てるときは、一括で払い込むことが
できる。

ｄ、ｃ Ⅰ

適格退職年金から確定給付企業年金への
移行には、権利義務承継による移行を行う
方法と、適格退職年金契約を解約した際の
分配金相当額を確定給付企業年金の過去
勤務債務に充当する方法がある。事業主は
前者の方法と後者の方法のどちらを選択す
ることも出来る。前者の場合、包括的に権利
義務承継を行うこととなり、現金化は必要と
されないが、後者の場合、移行といっても、
契約の解約と確定給付企業年金の実施に
直接の関係はなく、通常の契約の解約ルー
ルに従って、現金化をした上で、労働者個人
ごとの分配金相当額を確定することが必要
であり、現行の取扱いを変更することは困
難。なお、適格退職年金契約の解約につい
ては、税制上の適格要件に関するものであ
る。

要望者は、会社分割に伴い的確退職金契約
の一部を解除して確定給付年金へ移行する
場合など、権利義務承継による移行を選択
できないケースがあることから、制度移行時
のコスト削減や市場への影響軽減に寄与す
る観点に立って現物如何の実現を求めてい
るものであり、この点についての具体的な対
応策を更に検討され、示されたい。

ｄ、ｃ Ⅰ

　適格退職年金から確定給付企業年金への
移行には、権利義務承継による移行を行う
方法と、適格退職年金契約を解約した際の
分配金相当額を確定給付企業年金の過去
勤務債務に充当する方法がある。事業主は
前者の方法と後者の方法のどちらを選択す
ることも出来る。
　前者の場合、包括的に権利義務承継を行
うこととなり、現金化は必要とされないが、後
者の場合、移行といっても、契約の解約と確
定給付企業年金の実施に直接の関係はな
く、適年の制約を受けずに確定給付企業年
金の制度設計を行うことができる一方、通常
の契約の解約ルールに従って、現金化をし
た上で、労働者個人ごとの分配金相当額を
確定することが必要であり、現行の取扱いを
変更することは困難である。
　なお、適格退職年金契約の解約について
は、税制上の適格要件に関するものである。

5006010 社団法人信託
協会 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 137 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900153
年金基金等における積極的
な委任投票による株主利益
の増進

z0900154 脱退一時金制度の見直し

z0900155
適格退職年金から確定給付
企業年金への移行における
現物移管の適用拡大

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5071 5071091 米国 21 積極的な委任投票による株
主利益の増進

①　公的年金基金．年金資金運用基金、国
民年金基金、厚生年金基金、その他の政府
系年金基金が、受益者を代表し彼らの投資
価値を最大化するための株主委任投票に関
する政策あるいは指針を採択、あるいは、基
金運用責任者に採択を義務付け、そのよう
な政策・指針、また実際におこなった委任投
票の記録を公表することを確保する。
②　民間年金基金運用責任者．民間年金基
金運用責任者に対して、委任投票政策ある
いは指針を採択し、それらを彼らの顧客およ
び受益者に知らしめ、受益者の利益のため
に議決権を代理行使することを勧奨する。
③　投資信託および登録された投資運用会
社．投資信託および登録された投資運用会
社に対して、委任議決権行使に関する政策
および手続を採択、公表すること、また実際
の委任投票の結果を保管、公表することを
義務付けること。

高齢化社会において快適な引退を担保しよ
うとするなか、日本は多くの深刻な課題に直
面している。この課題を取扱う際の一つの重
要な方法は、公的および民間の年金基金、
また投資信託による投資が慎重にして、か
つ、最大の利益をもたらすことを確保するこ
とである。様々な調査は、優れた企業統治
制度を採用する企業 -- そのような制度は、
株主による積極的な議決権行使を通じて、
企業経営者に説明責任を課す -- は、その
ような企業統治制度をもたない企業の業績
を凌駕していることを明らかに示している。
年金基金や投資信託などの大規模な機関
投資家による積極的な株主権利の行使は、
日本国民が手にする投資収益に直接的に
影響を与える。

厚生労働省
金融庁

5072 5072011 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 21 年金制度の見直し

年金について、EUは、
①　免税される拠出金のレベルを引き上げ、
従業員の年金拠出に企業が上 乗せ拠出す
るマッチング拠出を許可し、年金加入者が年
金資金を担保に資金を借り入れることを許
可することによって、確定拠出年金の改善を
図ること。
②　日本を離れる外国人従業員とその雇用
者に日本の公的年金制度への義務的拠出
金のすべてを還付することを許可すること。
③　日本の年金に支払われた拠出金と同じ
税金控除を条件として、外国を拠点とする年
金へ拠出すること。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

1.1.海外直接投資(FDI)につながるようなビジ
ネス環境のさらなる改善

並びに、

1.1.3.人的資源

による。

厚生労働省
財務省

5006 5006010 社団法人信託
協会 11

適格退職年金から確定給付
企業年金への移行における
現物移管の適用を拡大する
こと。

・適格退職年金（適年）を解除した際の分配
金相当額を確定給付企業年金の過去勤務
債務に充当する場合において、法人税法施
行令により現物移管が認められていない。
・適年から確定給付企業年金（ＤＢ）への移
行のうち、確定給付企業年金法施行規則附
則第13条に定める方法（適年解除→PSL充
当）による移行を行う場合において、現物移
管を可能としていただきたい。

適年から他制度への円滑な移管を促進。
事業主の取引コスト負担を圧縮。

適年は平成24年までに制度廃止となり、ＤＢ
等の他制度へ移行することが求められてい
る。適年からＤＢへの移行については、権利
義務の承継（確定給付企業年金法附則第25
条）による移行の場合は現物移管による移
行が可能であり、実施企業等の負担軽減に
寄与しているが、適年解除時の分配金相当
額を確定給付企業年金の過去勤務債務に
充当する場合は現物移管が認められていな
い。現物移管は、不必要な現金化に伴うコス
ト負担の軽減に資するものであり、また、受
給権者に不利益な取扱いとなるものでもな
い。適年から確定給付企業年金への円滑な
移行促進の観点から、権利義務の承継によ
る移行の場合以外においても、同様の現物
移管が可能となるよう、選択肢の拡充を図ら
れたい。

確定給付企業年金法施行規
則附則第13条、法人税法施
行令附則第16条ほか

厚生労働省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 138 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900156 確定給付企業年金(老齢給付
金)における支給要件の緩和

確定給付企業年金法第３６
条、確定給付企業年金法施
行令第２８条

　確定給付企業年金の老齢給付金の受給
資格は、以下のときに与えられる。
・ ６０歳以上６５歳以下の規約で定める年齢
に達したとき
・ ５０歳以上６０歳未満の規約で定める年齢
に達した日以後に実施事業所に使用されな
くなったとき

ｃ ⅠⅡⅢ

老齢給付金は、従業員の老後の生活の安
定を図るために支給するものであるため、一
定の年齢に達した場合に支給することとして
いる。ただし、従来の適格退職年金の多く
が、退職時に支給することとしている実態を
踏まえ、５０歳以上６０歳未満の規約で定め
る年齢に達した日以後に退職した場合も、年
金として受給できることとしているもの。この
ように、退職時の年金受給は例外的なもの
であり、「老齢給付金」の趣旨を逸脱する措
置を認めることは困難。

要望者は、例外的な措置とはいえ、退職者
における受給時の年齢要件について制度の
整合性が求められており、退職の発生時期
で差を設けるべきではない、との認識のも
と、50歳未満で退職(加入者資格を喪失)した
者についても、50歳以上60歳未満の規約に
定める年齢に到達した時点で年金の受給開
始を可能とすることを求めており、要望に
沿って検討されたい。

ｃ ⅠⅡⅢ

　確定給付企業年金制度は、老後の所得保
障を確保するという観点から、税制上の恩恵
が与えられている。このため、老齢給付金
は、従業員の老後の生活の安定を図るため
のものとして、一定の年齢に達した場合に支
給することとしている。ただし、従来の適格退
職年金などにおいて、退職時から年金を支
給することとしていた実態等を踏まえ、６０歳
未満の規約で定める年齢に達した日以後に
退職した場合も、一定の場合においては例
外的に年金として受給できることとしているも
のである。
　このように、退職時の年金受給は例外的な
ものであり、また、早期に退職した者につい
ては、その再就職等の機会等を勘案すれ
ば、６０歳未満で老齢給付を行うことの必要
性は乏しいものと考えられる。

5021048
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0900157 派遣社員の事前面接の解禁

労働者派遣法第２６条第７項
派遣元事業主が講ずべき措
置に関する指針(平成１１年労
働省告示第１３７号）
派遣先が講ずべき措置に関
する指針（平成１１年労働省
告示第１３８号）

労働者派遣（紹介予定派遣を除く。）の役務
の提供を受けようとする者は、労働者派遣
契約の締結に際し、派遣労働者を特定する
ことを目的とする行為をしないように努めな
ければならないこととされている。

c・d Ⅰ・Ⅲ

○　従来より労働者の判断で行う派遣就業
開始前及び派遣就業期間中の事業所訪
問、履歴書の送付が可能となっており、この
旨指針で明記することとしている。
○　紹介予定派遣以外の通常の労働者派
遣について、派遣就業開始前の面接等を認
めることについては、労働政策審議会にお
いて、解禁のための条件整備等について
は、紹介予定派遣における派遣就業開始前
の面接等の実施状況等を見ながら、慎重に
検討していくことが適当であるという結論が
出されたところであり、これを踏まえ、慎重に
検討していくことが必要であると考えている。
○　なお、労働者派遣は、あくまでも職業能
力は派遣元事業主が評価し、派遣先の必要
とする労働力を派遣元事業主が適切に判断
して労働者派遣を行うのが制度の基本であ
り、派遣先の必要とする労働力を派遣元事
業主が適切に判断して労働者派遣を行うの
が制度の基本であり、当該条件整備等がな
されずに事前面接等が可能となると、職業
能力以外の要素である容姿、年齢等に基づ
く選別が行われるおそれがあり、また、派遣
先に直接の雇用責任が発生しかねず、労働
者保護、雇用責任の明確化の観点から問題
があると考えられるところである。

要望元は、職務が多様化する中、派遣先の
みならず派遣元及び派遣労働者からも事前
面接等労働者特定行為のニーズが高まって
いる現状も踏まえ、要望の実現を求めてい
るものであり、第３次答申の記載内容も踏ま
え、今一度検討されたい。

c・d Ⅰ・Ⅲ

○　　「派遣元事業主が講ずべき措置に関す
る指針の一部を改正する件」（平成１５年厚
生労働省告示第448号）及び「派遣先が講ず
べき措置に関する指針の一部を改正する
件」（平成１５年厚生労働省告示第449号）に
より、従来より可能だった、労働者の判断で
行う派遣就業開始前及び派遣就業期間中
の事業所訪問、履歴書の送付が可能である
旨明記された。
○　労働者派遣は、あくまでも派遣先の必要
とする労働力を派遣元事業主が適切に判断
して労働者派遣を行うのが制度の基本であ
り、第３次答申において、平成１６年３月から
施行される「紹介予定派遣における事前面
接等の実施状況を勘案しつつ」とされている
ことを十分に踏まえ、対応してまいりたい。

5021001
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0900157 派遣社員の事前面接の解禁

労働者派遣法第２６条第７項
派遣元事業主が講ずべき措
置に関する指針(平成１１年労
働省告示第１３７号）
派遣先が講ずべき措置に関
する指針（平成１１年労働省
告示第１３８号）

労働者派遣の役務の提供を受けようとする
者は、労働者派遣契約の締結に際し、派遣
労働者を特定することを目的とする行為をし
ないように努めなければならないこととされ
ている。

a・c・d Ⅰ・Ⅲ

○　事前面接等派遣労働者を特定すること
を目的とする行為については、労働政策審
議会において平成13年８月より本年にかけ
て行った労働者派遣事業制度全体の在り方
についての見直しの中で検討したところ、紹
介予定派遣については、派遣労働者の派遣
先による直接雇用を実現させる制度としてよ
り円滑に機能させるため、派遣就業開始前
の面接、履歴書の送付等を可能とすること
が適当であるとの結論が出され、これを踏ま
えた改正労働者派遣法が第156回国会にお
いて成立し、平成16年３月１日に施行される
予定である。
○　また、従来より労働者の判断で行う派遣
就業開始前及び派遣就業期間中の事業所
訪問、履歴書の送付が可能となっており、こ
の旨指針で明記することとしている。
○　紹介予定派遣以外の通常の労働者派
遣について、派遣就業開始前の面接等を認
めることについては、労働政策審議会にお
いて、解禁のための条件整備等について
は、紹介予定派遣における派遣就業開始前
の面接等の実施状況等を見ながら、慎重に
検討していくことが適当であるという結論が
出されたところであり、これを踏まえ、慎重に
検討していくことが必要であると考えている。

要望元は、職務が多様化する中、派遣先の
みならず派遣元及び派遣労働者からも事前
面接等労働者特定行為のニーズが高まって
いる現状も踏まえ、要望の実現を求めてい
るものであり、第３次答申の記載内容も踏ま
え、今一度検討されたい。

a・c・d Ⅰ・Ⅲ

○　　「派遣元事業主が講ずべき措置に関す
る指針の一部を改正する件」（平成１５年厚
生労働省告示第448号）及び「派遣先が講ず
べき措置に関する指針の一部を改正する
件」（平成１５年厚生労働省告示第449号）に
より、従来より可能だった、労働者の判断で
行う派遣就業開始前及び派遣就業期間中
の事業所訪問、履歴書の送付が可能である
旨明記された。
○　労働者派遣は、あくまでも派遣先の必要
とする労働力を派遣元事業主が適切に判断
して労働者派遣を行うのが制度の基本であ
り、第３次答申において、平成１６年３月から
施行される「紹介予定派遣における事前面
接等の実施状況を勘案しつつ」とされている
ことを十分に踏まえ、対応してまいりたい。

5030013 社団法人全国
地方銀行協会 21

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 139 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900156 確定給付企業年金(老齢給付
金)における支給要件の緩和

z0900157 派遣社員の事前面接の解禁

z0900157 派遣社員の事前面接の解禁

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021048
社団法人日本
経済団体連合
会

11
確定給付企業年金(老齢給付
金)における支給要件の緩和
【新規】

　50歳未満で退職(加入者資格を喪失)した
者についても、50歳以上60歳未満の規約に
定める年齢に到達した時点で年金の受給開
始を可能とすべきである。

　①既に退職(加入者資格喪失)という事象
が発生しており、かつ、50歳以上の規約に定
める年齢到達という要件を満たした状態であ
るにもかかわらず、退職(加入者資格喪失)と
いう事象の発生時期の問題のみによって年
金受給を制限されることは、受給権者本人
の納得性が得られにくく、企業内における制
度運営の観点からも、50歳以上退職者との
バランスで問題がある。
　②また、ライフサイクル上の必要性等の観
点からも、50歳未満退職者についても、50歳
～60歳の間における年金受給ニーズは高い
と考えられる。

確定給付企業年金法第36条 厚生労働省

　50歳未満で退職(加入者資格を喪失)した
年金受給権者については、60歳到達時まで
年金の支給を開始することができない。
　なぜならば、当該対象者については、退職
(資格喪失)という事象が50歳以上60歳未満
の期間に発生したものではないため、60歳
未満での支給開始要件を満足しないと解さ
れるため。

5021 5021001
社団法人日本
経済団体連合
会

11 派遣労働者特定行為（事前
面接等）の全面解禁【新規】

　労働者派遣契約の締結に際し､派遣労働
者を特定することが可能となるよう、規制を
緩和すべきである。

　労働者派遣において､事前面接等が禁止さ
れていることによって、一般の採用と比較し
て雇用のミスマッチが発生しており、派遣労
働者と派遣先とのトラブルの原因となってい
る。したがって、派遣先･派遣労働者の双方
が満足して業務を円滑に遂行していくために
は、事前面接等が重要である。

労働者派遣事業の適切な運
営の確保及び派遣労働者の
就業条件の整備等に関する
法律第26条第７項
派遣元が講ずべき措置に関
する指針、派遣先が講ずべき
措置に関する指針（平成11年
11月17日労働省告示第137
号、第138号）

厚生労働省

　派遣を受ける企業が派遣受入に先立ち、
派遣労働者を事前面接することや履歴書送
付等を求めること（派遣労働者の特定行為）
は禁止されている（努力規定）。なお、2003
年６月に成立した改正労働者派遣法では､
紹介予定派遣において派遣労働者の特定
行為が解禁された。

5030 5030013 社団法人全国
地方銀行協会 21 子会社における労働者派遣

事業に係る規制の緩和

労働者派遣事業に関して、a.専門的な知識・
技術や特別な雇用管理を必要とする業務で
あって政令で定める業務（いわゆる26業務）
に係る規定等の見直し、b.事前面接の禁止
規制の緩和、の措置を講じる。

ａ：労働者派遣法施行令第４条第25号におい
て、「金融商品の営業関係の業務」に係る金
融商品の範囲を「金融商品の販売等に関す
る法律第２条第１項に規定する金融商品」に
限定しているが、これらの金融商品以外にも
専門的な知識を必要とする商品は多く存在
するため（ローン関連商品等）、ここでの金融
商品の定義を見直すべき。また、労働者派
遣事業に関する実務指針においては、金融
商品の営業関係の業務を行う派遣労働者に
求められる専門知識のレベルとして、証券一
種外務員資格等の必要以上に高度な資格
を例示しているが、これにより円滑な労働者
派遣事業の実施が阻害されている面もある
ため、これらの資格の例示を見直すべき。加
えて、債務者等に対する企業再生関連業務
についても26業務に含めるべき。
b：派遣に先だって派遣労働者と面接するこ
とが禁止されているため、当該労働者の能
力や適性を事前に見極めることができないと
いう弊害が生じている。

労働者派遣事業の適正な運
営の確保及び派遣労働者の
就業条件の整備等に関する
法律 第40条の２、同施行令
第４条第25号・ 労働者派遣
事業に関する実務指針（労働
者派遣事業関係業務取扱要
領）第９－４－(25)、派遣先が
講ずべき措置に関する指針
（平成11年労働省告示第138
号）第２－３

厚生労働省
別添の全国地方銀行協会「総合規制改革会
議への規制緩和要望事項」(平成15年９月19
日提出済)参照

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 140 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900157
（上記の続き）

派遣社員の事前面接の解禁

（上記の続き）

○　なお、労働者派遣は、あくまでも職業能
力は派遣元事業主が評価し、派遣先の必要
とする労働力を派遣元事業主が適切に判断
して労働者派遣を行うのが制度の基本であ
り、派遣先の必要とする労働力を派遣元事
業主が適切に判断して労働者派遣を行うの
が制度の基本であり、当該条件整備等がな
されずに事前面接等が可能となると、職業
能力以外の要素である容姿、年齢等に基づ
く選別が行われるおそれがあり、また、派遣
先に直接の雇用責任が発生しかねず、労働
者保護、雇用責任の明確化の観点から問題
があると考えられるところである。

5030013 社団法人全国
地方銀行協会 22

z0900157 派遣社員の事前面接の解禁

労働者派遣法第２６条第７項
派遣元事業主が講ずべき措
置に関する指針(平成１１年労
働省告示第１３７号）
派遣先が講ずべき措置に関
する指針（平成１１年労働省
告示第１３８号）

労働者派遣（紹介予定派遣を除く。）の役務
の提供を受けようとする者は、労働者派遣
契約の締結に際し、派遣労働者を特定する
ことを目的とする行為をしないように努めな
ければならないこととされている。

c・d Ⅰ・Ⅲ

○　従来より労働者の判断で行う派遣就業
開始前及び派遣就業期間中の事業所訪
問、履歴書の送付が可能となっており、この
旨指針で明記することとしている。
○　紹介予定派遣以外の通常の労働者派
遣について、派遣就業開始前の面接等を認
めることについては、労働政策審議会にお
いて、解禁のための条件整備等について
は、紹介予定派遣における派遣就業開始前
の面接等の実施状況等を見ながら、慎重に
検討していくことが適当であるという結論が
出されたところであり、これを踏まえ、慎重に
検討していくことが必要であると考えている。
○　なお、労働者派遣は、あくまでも職業能
力は派遣元事業主が評価し、派遣先の必要
とする労働力を派遣元事業主が適切に判断
して労働者派遣を行うのが制度の基本であ
り、派遣先の必要とする労働力を派遣元事
業主が適切に判断して労働者派遣を行うの
が制度の基本であり、当該条件整備等がな
されずに事前面接等が可能となると、職業
能力以外の要素である容姿、年齢等に基づ
く選別が行われるおそれがあり、また、派遣
先に直接の雇用責任が発生しかねず、労働
者保護、雇用責任の明確化の観点から問題
があると考えられるところである。

要望元は、職務が多様化する中、派遣先の
みならず派遣元及び派遣労働者からも事前
面接等労働者特定行為のニーズが高まって
いる現状も踏まえ、要望の実現を求めてい
るものであり、第３次答申の記載内容も踏ま
え、今一度検討されたい。

c・d Ⅰ・Ⅲ

○　　「派遣元事業主が講ずべき措置に関す
る指針の一部を改正する件」（平成１５年厚
生労働省告示第448号）及び「派遣先が講ず
べき措置に関する指針の一部を改正する
件」（平成１５年厚生労働省告示第449号）に
より、従来より可能だった、労働者の判断で
行う派遣就業開始前及び派遣就業期間中
の事業所訪問、履歴書の送付が可能である
旨明記された。
○　労働者派遣は、あくまでも派遣先の必要
とする労働力を派遣元事業主が適切に判断
して労働者派遣を行うのが制度の基本であ
り、第３次答申において、平成１６年３月から
施行される「紹介予定派遣における事前面
接等の実施状況を勘案しつつ」とされている
ことを十分に踏まえ、対応してまいりたい。

5078006 東京商工会議
所 21

z0900157 派遣社員の事前面接の解禁

労働者派遣法第２６条第７項
派遣元事業主が講ずべき措
置に関する指針(平成１１年労
働省告示第１３７号）
派遣先が講ずべき措置に関
する指針（平成１１年労働省
告示第１３８号）

労働者派遣（紹介予定派遣を除く。）の役務
の提供を受けようとする者は、労働者派遣
契約の締結に際し、派遣労働者を特定する
ことを目的とする行為をしないように努めな
ければならないこととされている。

c・d Ⅰ・Ⅲ

○　従来より労働者の判断で行う派遣就業
開始前及び派遣就業期間中の事業所訪
問、履歴書の送付が可能となっており、この
旨指針で明記することとしている。
○　紹介予定派遣以外の通常の労働者派
遣について、派遣就業開始前の面接等を認
めることについては、労働政策審議会にお
いて、解禁のための条件整備等について
は、紹介予定派遣における派遣就業開始前
の面接等の実施状況等を見ながら、慎重に
検討していくことが適当であるという結論が
出されたところであり、これを踏まえ、慎重に
検討していくことが必要であると考えている。
○　なお、労働者派遣は、あくまでも職業能
力は派遣元事業主が評価し、派遣先の必要
とする労働力を派遣元事業主が適切に判断
して労働者派遣を行うのが制度の基本であ
り、派遣先の必要とする労働力を派遣元事
業主が適切に判断して労働者派遣を行うの
が制度の基本であり、当該条件整備等がな
されずに事前面接等が可能となると、職業
能力以外の要素である容姿、年齢等に基づ
く選別が行われるおそれがあり、また、派遣
先に直接の雇用責任が発生しかねず、労働
者保護、雇用責任の明確化の観点から問題
があると考えられるところである。

要望元は、職務が多様化する中、派遣先の
みならず派遣元及び派遣労働者からも事前
面接等労働者特定行為のニーズが高まって
いる現状も踏まえ、要望の実現を求めてい
るものであり、第３次答申の記載内容も踏ま
え、今一度検討されたい。

c・d Ⅰ・Ⅲ

○　　「派遣元事業主が講ずべき措置に関す
る指針の一部を改正する件」（平成１５年厚
生労働省告示第448号）及び「派遣先が講ず
べき措置に関する指針の一部を改正する
件」（平成１５年厚生労働省告示第449号）に
より、従来より可能だった、労働者の判断で
行う派遣就業開始前及び派遣就業期間中
の事業所訪問、履歴書の送付が可能である
旨明記された。
○　労働者派遣は、あくまでも派遣先の必要
とする労働力を派遣元事業主が適切に判断
して労働者派遣を行うのが制度の基本であ
り、第３次答申において、平成１６年３月から
施行される「紹介予定派遣における事前面
接等の実施状況を勘案しつつ」とされている
ことを十分に踏まえ、対応してまいりたい。

5085002 オリックス株式
会社 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 141 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900157
（上記の続き）

派遣社員の事前面接の解禁

z0900157 派遣社員の事前面接の解禁

z0900157 派遣社員の事前面接の解禁

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5030 5030013 社団法人全国
地方銀行協会 22

（上記の続き）

子会社における労働者派遣
事業に係る規制の緩和

厚生労働省

5078 5078006 東京商工会議
所 21 労働者派遣法の改正

「物の製造」業務に限り当面上限が1年に限
定されているが、3年に延長すべきであり、
「医療」（一部は解禁済）、「警備」、「建設」も
原則対象業務に加えるべきである。また、派
遣労働者からも撤廃要望の強い「労働者の
特定行為の禁止」についてもさらなる見直し
が必要である。

企業が柔軟な雇用戦略を展開するうえで、
労働者の多様な就業ニーズにも適う労働者
派遣への期待は高い。今回の法改正後も残
る不合理な規制を撤廃し、企業の雇用拡大
を期すことが重要である。また特定行為の禁
止を撤廃し、無用なミスマッチを回避する必
要がある。

警察庁
厚生労働省

5085 5085002 オリックス株式
会社 11 派遣社員の事前面接の自由

化

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の就業条件の整備等に関する
法律第26条第7項を廃止し、事前面接を紹
介予定派遣以外でも可能にすることを要望
する。

人材派遣事業の拡充に繋がる。 派遣登録者、派遣先がともに就業前の事前
面接を希望するケースが大半である。

労働者派遣事業の適正な運
営の確保及び派遣労働者の
就業条件の整備等に関する
法律第26条第7項

厚生労働省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 142 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900157 派遣社員の事前面接の解禁

労働者派遣法第２６条第７項
派遣元事業主が講ずべき措
置に関する指針(平成１１年労
働省告示第１３７号）
派遣先が講ずべき措置に関
する指針（平成１１年労働省
告示第１３８号）

労働者派遣（紹介予定派遣を除く。）の役務
の提供を受けようとする者は、労働者派遣
契約の締結に際し、派遣労働者を特定する
ことを目的とする行為をしないように努めな
ければならないこととされている。

c・d Ⅰ・Ⅲ

○　従来より労働者の判断で行う派遣就業
開始前及び派遣就業期間中の事業所訪
問、履歴書の送付が可能となっており、この
旨指針で明記することとしている。
○　紹介予定派遣以外の通常の労働者派
遣について、派遣就業開始前の面接等を認
めることについては、労働政策審議会にお
いて、解禁のための条件整備等について
は、紹介予定派遣における派遣就業開始前
の面接等の実施状況等を見ながら、慎重に
検討していくことが適当であるという結論が
出されたところであり、これを踏まえ、慎重に
検討していくことが必要であると考えている。
○　なお、労働者派遣は、あくまでも職業能
力は派遣元事業主が評価し、派遣先の必要
とする労働力を派遣元事業主が適切に判断
して労働者派遣を行うのが制度の基本であ
り、派遣先の必要とする労働力を派遣元事
業主が適切に判断して労働者派遣を行うの
が制度の基本であり、当該条件整備等がな
されずに事前面接等が可能となると、職業
能力以外の要素である容姿、年齢等に基づ
く選別が行われるおそれがあり、また、派遣
先に直接の雇用責任が発生しかねず、労働
者保護、雇用責任の明確化の観点から問題
があると考えられるところである。

要望元は、職務が多様化する中、派遣先の
みならず派遣元及び派遣労働者からも事前
面接等労働者特定行為のニーズが高まって
いる現状も踏まえ、要望の実現を求めてい
るものであり、第３次答申の記載内容も踏ま
え、今一度検討されたい。

c・d Ⅰ・Ⅲ

○　　「派遣元事業主が講ずべき措置に関す
る指針の一部を改正する件」（平成１５年厚
生労働省告示第448号）及び「派遣先が講ず
べき措置に関する指針の一部を改正する
件」（平成１５年厚生労働省告示第449号）に
より、従来より可能だった、労働者の判断で
行う派遣就業開始前及び派遣就業期間中
の事業所訪問、履歴書の送付が可能である
旨明記された。
○　労働者派遣は、あくまでも派遣先の必要
とする労働力を派遣元事業主が適切に判断
して労働者派遣を行うのが制度の基本であ
り、第３次答申において、平成１６年３月から
施行される「紹介予定派遣における事前面
接等の実施状況を勘案しつつ」とされている
ことを十分に踏まえ、対応してまいりたい。

5086002 社団法人リー
ス事業協会 11

z0900157 派遣社員の事前面接の解禁

労働者派遣法第２６条第７項
派遣元事業主が講ずべき措
置に関する指針(平成１１年労
働省告示第１３７号）
派遣先が講ずべき措置に関
する指針（平成１１年労働省
告示第１３８号）

労働者派遣（紹介予定派遣を除く。）の役務
の提供を受けようとする者は、労働者派遣
契約の締結に際し、派遣労働者を特定する
ことを目的とする行為をしないように努めな
ければならないこととされている。

c・d Ⅰ・Ⅲ

○　従来より労働者の判断で行う派遣就業
開始前及び派遣就業期間中の事業所訪
問、履歴書の送付が可能となっており、この
旨指針で明記することとしている。
○　紹介予定派遣以外の通常の労働者派
遣について、派遣就業開始前の面接等を認
めることについては、労働政策審議会にお
いて、解禁のための条件整備等について
は、紹介予定派遣における派遣就業開始前
の面接等の実施状況等を見ながら、慎重に
検討していくことが適当であるという結論が
出されたところであり、これを踏まえ、慎重に
検討していくことが必要であると考えている。
○　なお、労働者派遣は、あくまでも職業能
力は派遣元事業主が評価し、派遣先の必要
とする労働力を派遣元事業主が適切に判断
して労働者派遣を行うのが制度の基本であ
り、派遣先の必要とする労働力を派遣元事
業主が適切に判断して労働者派遣を行うの
が制度の基本であり、当該条件整備等がな
されずに事前面接等が可能となると、職業
能力以外の要素である容姿、年齢等に基づ
く選別が行われるおそれがあり、また、派遣
先に直接の雇用責任が発生しかねず、労働
者保護、雇用責任の明確化の観点から問題
があると考えられるところである。

要望元は、職務が多様化する中、派遣先の
みならず派遣元及び派遣労働者からも事前
面接等労働者特定行為のニーズが高まって
いる現状も踏まえ、要望の実現を求めてい
るものであり、第３次答申の記載内容も踏ま
え、今一度検討されたい。

c・d Ⅰ・Ⅲ

○　　「派遣元事業主が講ずべき措置に関す
る指針の一部を改正する件」（平成１５年厚
生労働省告示第448号）及び「派遣先が講ず
べき措置に関する指針の一部を改正する
件」（平成１５年厚生労働省告示第449号）に
より、従来より可能だった、労働者の判断で
行う派遣就業開始前及び派遣就業期間中
の事業所訪問、履歴書の送付が可能である
旨明記された。
○　労働者派遣は、あくまでも派遣先の必要
とする労働力を派遣元事業主が適切に判断
して労働者派遣を行うのが制度の基本であ
り、第３次答申において、平成１６年３月から
施行される「紹介予定派遣における事前面
接等の実施状況を勘案しつつ」とされている
ことを十分に踏まえ、対応してまいりたい。

5111001 社団法人日本
自動車工業会 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 143 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900157 派遣社員の事前面接の解禁

z0900157 派遣社員の事前面接の解禁

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5086 5086002 社団法人リー
ス事業協会 11 派遣社員の事前面接の自由

化

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の就業条件の整備等に関する
法律第26条第7項を廃止し、事前面接を紹
介予定派遣以外でも可能にすることを要望
する。

人材派遣事業の拡充に繋がる。 派遣登録者、派遣先がともに就業前の事前
面接を希望するケースが大半である。

労働者派遣事業の適正な運
営の確保及び派遣労働者の
就業条件の整備等に関する
法律第26条第7項

厚生労働省

5111 5111001 社団法人日本
自動車工業会 11 一般派遣の事前面接の解禁

について

紹介予定派遣の事前面接解禁と同様に、通
常の一般派遣においても、派遣先と派遣労
働者との事前面接の解禁を要望する。

現在の労働者派遣法では、事前面接は禁止
されており、今後、紹介予定派遣のみ解禁さ
れる。

派遣労働者のスキル・適性と業務内容のミ
スマッチが生じ、不具合が生じる場合があ
る。

労働者派遣法第２６条７項 厚生労働省

・本項目は、以前から要望しているが、引続
き検討いただきたく再要望する。

・重点要望項目

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 144 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900158 労働者派遣期間規制の撤廃
もしくは緩和

労働者派遣法第４０条の２第
１項

○　派遣先は、専門的な知識、技術・経験や
特別な雇用管理を必要とする業務であって
政令で定めるもの（いわゆる「２６業務」）等
一部の業務を除き、同一の業務について、
派遣元事業主から１年を超える期間継続し
て労働者派遣の役務の提供を受けてはなら
ないこととされている。

ｃ Ⅰ

○　派遣期間については、労働政策審議会
において平成１３年８月より本年にかけて
行った労働者派遣事業制度全体の在り方に
ついての見直しの中で検討したところ、派遣
期間の一定の限定は、いわゆる長期雇用慣
行の我が国における位置付けを踏まえると、
今回の見直しにおいては、引き続き維持す
ることが適当とする結論が出されたところで
ある。
○　専門的な知識、技術・経験を要する業務
等を除き、労働者派遣事業は、その利用の
仕方によっては、安定した雇用機会の確保、
長期雇用慣行を前提とした雇用の安定、職
業能力の有効発揮、安定した労使関係等我
が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれも
あること等を勘案すると、派遣期間に一定の
制限を設け、労働者派遣事業を臨時的・一
時的な労働力需給システムと位置付ること
が適当である。
○　しかしながら、常用雇用との調和を図り
つつ、派遣労働者や派遣先のニーズに的確
に応える観点から、現行の一律１年という制
限については見直すこととし、３年までの期
間で臨時的・一時的と判断できる期間につ
いては、労働者派遣を受け入れることができ
ることとする改正労働者派遣法が、平成16
年３月１日に施行される予定である。

要望者は、派遣労働者として長期的に働くこ
とを望む労働者のため、派遣期間制限の原
則撤廃、特に派遣先のニーズが高い製造業
における早急な派遣期間制限の撤廃を求め
ているものであり、このことも踏まえ、今一度
検討されたい。

c Ⅰ

○　派遣期間については、労働政策審議会
において平成１３年８月より平成14年12月に
かけて行った労働者派遣事業制度全体の在
り方についての見直しの中で検討したとこ
ろ、派遣期間の一定の限定は、いわゆる長
期雇用慣行の我が国における位置付けを踏
まえると、今回の見直しにおいては、引き続
き維持することが適当とする結論が出された
ところである。
○　専門的な知識、技術・経験を要する業務
等を除き、労働者派遣事業は、その利用の
仕方によっては、安定した雇用機会の確保、
長期雇用慣行を前提とした雇用の安定、職
業能力の有効発揮、安定した労使関係等我
が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれも
あること等を勘案すると、派遣期間に一定の
制限を設け、労働者派遣事業を臨時的・一
時的な労働力需給システムと位置付けるこ
とが適当である。
○　また、　「物の製造」の業務を労働者派
遣の対象とするに当たっては、派遣先等に
急激な環境の変化をもたらすことなく、製造
業務への労働者派遣事業の円滑な定着を
進めていくことが必要であることから、施行
後３年間は１年の派遣受入期間制限を適用
することが必要であると考える。

5021002
社団法人日本
経済団体連合
会

21

z0900158 労働者派遣期間規制の撤廃
もしくは緩和

労働者派遣法律第４０条の２
第１項
（雇用対策臨時特例法第５条
により読み替えて適用される
場合を含む。）

○　派遣先は、専門的な知識、技術や特別
な雇用管理を必要とする業務であって政令
で定めるもの（いわゆる「２６業務」）等一部
の業務を除き、同一の業務について、派遣
元事業主から１年を超える期間継続して労
働者派遣の役務の提供を受けてはならない
こととされている。

○　中高年齢者については、平成１６年末ま
での臨時特例として、派遣期間の制限を、現
行の１年間から３年間に延長している（雇用
対策臨時特例法）。

a・c Ⅰ

○　派遣期間については、労働政策審議会
において平成１３年８月より本年にかけて
行った労働者派遣事業制度全体の在り方に
ついての見直しの中で検討したところ、派遣
期間の一定の限定は、いわゆる長期雇用慣
行の我が国における位置付けを踏まえると、
今回の見直しにおいては、引き続き維持す
ることが適当とする結論が出されたところで
ある。
○　専門的な知識、技術・経験を要する業務
等を除き、労働者派遣事業は、その利用の
仕方によっては、安定した雇用機会の確保、
長期雇用慣行を前提とした雇用の安定、職
業能力の有効発揮、安定した労使関係等我
が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれも
あること等を勘案すると、派遣期間に一定の
制限を設け、労働者派遣事業を臨時的・一
時的な労働力需給システムと位置付ること
が適当である。
○　しかしながら、常用雇用との調和を図り
つつ、派遣労働者や派遣先のニーズに的確
に応える観点から、現行の一律１年という制
限については見直すこととし、３年までの期
間で臨時的・一時的と判断できる期間につ
いては、労働者派遣を受け入れることができ
ることとする改正労働者派遣法が、平成16
年３月１日に施行される予定である。このた
め中高年齢者の派遣期間の延長措置をす
るまでもなく、３年までの派遣期間を定めるこ
とが可能となることとなっている。

要望者は、派遣労働者として長期的に働くこ
とを望む労働者のため、派遣期間制限の原
則撤廃、特に派遣先のニーズが高い製造業
における早急な派遣期間制限の撤廃を求め
ているものであり、このことも踏まえ、今一度
検討されたい。

c Ⅰ

○　派遣期間については、労働政策審議会
において平成１３年８月より平成14年12月に
かけて行った労働者派遣事業制度全体の在
り方についての見直しの中で検討したとこ
ろ、派遣期間の一定の限定は、いわゆる長
期雇用慣行の我が国における位置付けを踏
まえると、今回の見直しにおいては、引き続
き維持することが適当とする結論が出された
ところである。
○　専門的な知識、技術・経験を要する業務
等を除き、労働者派遣事業は、その利用の
仕方によっては、安定した雇用機会の確保、
長期雇用慣行を前提とした雇用の安定、職
業能力の有効発揮、安定した労使関係等我
が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれも
あること等を勘案すると、派遣期間に一定の
制限を設け、労働者派遣事業を臨時的・一
時的な労働力需給システムと位置付けるこ
とが適当である。
○　また、　「物の製造」の業務を労働者派
遣の対象とするに当たっては、派遣先等に
急激な環境の変化をもたらすことなく、製造
業務への労働者派遣事業の円滑な定着を
進めていくことが必要であることから、施行
後３年間は１年の派遣受入期間制限を適用
することが必要であると考える。

5085001 オリックス株式
会社 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 145 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900158 労働者派遣期間規制の撤廃
もしくは緩和

z0900158 労働者派遣期間規制の撤廃
もしくは緩和

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021002
社団法人日本
経済団体連合
会

21 派遣対象業務の拡大と派遣
期間制限のさらなる見直し

①派遣業務規制の緩和をさらに進めるべき
である。なお、総合規制改革会議「規制改革
推進のためのアクションプラン・12の重点検
討事項に関する答申」（平成15年7月15日）
では、「医師･看護師等については、その不
足が地域によってはとくに深刻化する中、
（中略）紹介予定派遣の方式にとどまらず、
通常の派遣方式についても、その解禁を図
るべき」とされており、病院･診療所等への医
療関係業務の派遣については、全面解禁の
方向で早期に結論を得て実施すべきであ
る。
②派遣期間制限について、専門26業務や自
由化された業務、物の製造への派遣業務な
ど、業務別に期間制限を設けるのではなく､
制度を一本化し、派遣期間制限は原則撤廃
すべきである。とくに、物の製造業務につい
ては、法施行後３年を待たずに早期に派遣
期間の１年制限を撤廃すべきである。

　労働者の就業意識および企業の雇用ニー
ズの多様化が進んでおり、労働者の働き方
の選択肢を広げ、雇用機会の創出･拡大の
ため、現在の規制を見直す必要がある。

労働者派遣事業の適切な運
営の確保及び派遣労働者の
就業条件の整備等に関する
法律第４条･附則４項
労働者派遣法施行令第２条

厚生労働省

①2003年６月に成立した改正労働者派遣法
において、これまで労働者派遣が認められ
ていなかった５業務のうち、物の製造業務の
みが派遣対象業務と認められたが､他の業
務については引き続き禁止となっている。
なお、医療関係業務については、政府の「経
済財政運営と構造改革に関する基本方針
2003」では、「紹介予定派遣の方式により行
うことを可能とし、平成15年度中に実施する」
とされている。
②派遣期間については、同改正法におい
て、1999年の法改正で解禁された自由化業
務については１年から３年まで、専門的26業
種については無制限とされたが、物の製造
業務については、法施行後３年間は派遣可
能期間が最長１年とされている。

5085 5085001 オリックス株式
会社 11 労働者派遣期間規制の撤廃

もしくは緩和

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の就業条件の整備等に関する
法律第40条の2の規定を撤廃し、派遣期間
制限を完全に無くすことを要望する。仮に同
規定の撤廃について措置が難しい合理的な
理由があるとすれば、少なくとも雇用対策臨
時特例法による中高年労働者に対する制限
期間の延長措置を恒久化することを要望す
る。

人材派遣事業の拡充に繋がる。

近々施行される派遣法の改正により、法で
定められた26業務は派遣期間制限がなくな
るものの26業務以外の自由化業務には期間
制限がある。45歳以上の中高年労働者につ
いては業務内容に関わらず3年までの派遣
ができるが、平成17年3月31日までの時限措
置であり延長見込みはない。派遣の業務
ニーズは多様化しており（特に中高年）、26
業務にあてはまらない職種も多く、制限が人
材活用の足枷となっている。また、派遣3年
経過後、派遣先には派遣者の直接雇用の努
力義務が課せられている。直接雇用をする
か否かは当事者間で決められるべきであ
り、直接雇用を努力義務とする規制は派遣
社員を失う派遣会社の立場を全く考慮してい
ない。

労働者派遣事業の適正な運
営の確保及び派遣労働者の
就業条件の整備等に関する
法律第40条の2

厚生労働省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 146 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900158 労働者派遣期間規制の撤廃
もしくは緩和

労働者派遣法律第４０条の２
第１項
（雇用対策臨時特例法第５条
により読み替えて適用される
場合を含む。）

○　派遣先は、専門的な知識、技術や特別
な雇用管理を必要とする業務であって政令
で定めるもの（いわゆる「２６業務」）等一部
の業務を除き、同一の業務について、派遣
元事業主から１年を超える期間継続して労
働者派遣の役務の提供を受けてはならない
こととされている。

○　中高年齢者については、平成１６年末ま
での臨時特例として、派遣期間の制限を、現
行の１年間から３年間に延長している（雇用
対策臨時特例法）。

a・c Ⅰ

○　派遣期間については、労働政策審議会
において平成１３年８月より本年にかけて
行った労働者派遣事業制度全体の在り方に
ついての見直しの中で検討したところ、派遣
期間の一定の限定は、いわゆる長期雇用慣
行の我が国における位置付けを踏まえると、
今回の見直しにおいては、引き続き維持す
ることが適当とする結論が出されたところで
ある。
○　専門的な知識、技術・経験を要する業務
等を除き、労働者派遣事業は、その利用の
仕方によっては、安定した雇用機会の確保、
長期雇用慣行を前提とした雇用の安定、職
業能力の有効発揮、安定した労使関係等我
が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれも
あること等を勘案すると、派遣期間に一定の
制限を設け、労働者派遣事業を臨時的・一
時的な労働力需給システムと位置付ること
が適当である。
○　しかしながら、常用雇用との調和を図り
つつ、派遣労働者や派遣先のニーズに的確
に応える観点から、現行の一律１年という制
限については見直すこととし、３年までの期
間で臨時的・一時的と判断できる期間につ
いては、労働者派遣を受け入れることができ
ることとする改正労働者派遣法が、平成16
年３月１日に施行される予定である。このた
め中高年齢者の派遣期間の延長措置をす
るまでもなく、３年までの派遣期間を定めるこ
とが可能となることとなっている。

要望者は、派遣労働者として長期的に働くこ
とを望む労働者のため、派遣期間制限の原
則撤廃、特に派遣先のニーズが高い製造業
における早急な派遣期間制限の撤廃を求め
ているものであり、このことも踏まえ、今一度
検討されたい。

ｃ Ⅰ

○　派遣期間については、労働政策審議会
において平成１３年８月より平成14年12月に
かけて行った労働者派遣事業制度全体の在
り方についての見直しの中で検討したとこ
ろ、派遣期間の一定の限定は、いわゆる長
期雇用慣行の我が国における位置付けを踏
まえると、今回の見直しにおいては、引き続
き維持することが適当とする結論が出された
ところである。
○　専門的な知識、技術・経験を要する業務
等を除き、労働者派遣事業は、その利用の
仕方によっては、安定した雇用機会の確保、
長期雇用慣行を前提とした雇用の安定、職
業能力の有効発揮、安定した労使関係等我
が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれも
あること等を勘案すると、派遣期間に一定の
制限を設け、労働者派遣事業を臨時的・一
時的な労働力需給システムと位置付けるこ
とが適当である。
○　また、　「物の製造」の業務を労働者派
遣の対象とするに当たっては、派遣先等に
急激な環境の変化をもたらすことなく、製造
業務への労働者派遣事業の円滑な定着を
進めていくことが必要であることから、施行
後３年間は１年の派遣受入期間制限を適用
することが必要であると考える。

5086001 社団法人リー
ス事業協会 11

z0900158 労働者派遣期間規制の撤廃
もしくは緩和

労働者派遣法第４０条の２第
１項

○　派遣先は、専門的な知識、技術・経験や
特別な雇用管理を必要とする業務であって
政令で定めるもの（いわゆる「２６業務」）等
一部の業務を除き、同一の業務について、
派遣元事業主から１年を超える期間継続し
て労働者派遣の役務の提供を受けてはなら
ないこととされている。

ｃ Ⅰ

○　派遣期間については、労働政策審議会
において平成１３年８月より本年にかけて
行った労働者派遣事業制度全体の在り方に
ついての見直しの中で検討したところ、派遣
期間の一定の限定は、いわゆる長期雇用慣
行の我が国における位置付けを踏まえると、
今回の見直しにおいては、引き続き維持す
ることが適当とする結論が出されたところで
ある。
○　専門的な知識、技術・経験を要する業務
等を除き、労働者派遣事業は、その利用の
仕方によっては、安定した雇用機会の確保、
長期雇用慣行を前提とした雇用の安定、職
業能力の有効発揮、安定した労使関係等我
が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれも
あること等を勘案すると、派遣期間に一定の
制限を設け、労働者派遣事業を臨時的・一
時的な労働力需給システムと位置付ること
が適当である。
○　しかしながら、常用雇用との調和を図り
つつ、派遣労働者や派遣先のニーズに的確
に応える観点から、現行の一律１年という制
限については見直すこととし、３年までの期
間で臨時的・一時的と判断できる期間につ
いては、労働者派遣を受け入れることができ
ることとする改正労働者派遣法が、平成16
年３月１日に施行される予定である。

要望者は、派遣労働者として長期的に働くこ
とを望む労働者のため、派遣期間制限の原
則撤廃、特に派遣先のニーズが高い製造業
における早急な派遣期間制限の撤廃を求め
ているものであり、このことも踏まえ、今一度
検討されたい。

ｃ Ⅰ

○　派遣期間については、労働政策審議会
において平成１３年８月より平成14年12月に
かけて行った労働者派遣事業制度全体の在
り方についての見直しの中で検討したとこ
ろ、派遣期間の一定の限定は、いわゆる長
期雇用慣行の我が国における位置付けを踏
まえると、今回の見直しにおいては、引き続
き維持することが適当とする結論が出された
ところである。
○　専門的な知識、技術・経験を要する業務
等を除き、労働者派遣事業は、その利用の
仕方によっては、安定した雇用機会の確保、
長期雇用慣行を前提とした雇用の安定、職
業能力の有効発揮、安定した労使関係等我
が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれも
あること等を勘案すると、派遣期間に一定の
制限を設け、労働者派遣事業を臨時的・一
時的な労働力需給システムと位置付けるこ
とが適当である。
○　また、　「物の製造」の業務を労働者派
遣の対象とするに当たっては、派遣先等に
急激な環境の変化をもたらすことなく、製造
業務への労働者派遣事業の円滑な定着を
進めていくことが必要であることから、施行
後３年間は１年の派遣受入期間制限を適用
することが必要であると考える。

5111006 社団法人日本
自動車工業会 11
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様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900158 労働者派遣期間規制の撤廃
もしくは緩和

z0900158 労働者派遣期間規制の撤廃
もしくは緩和

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5086 5086001 社団法人リー
ス事業協会 11 労働者派遣期間規制の撤廃

もしくは緩和

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の就業条件の整備等に関する
法律第40条の2の規定を撤廃し、派遣期間
制限を完全に無くすことを要望する。仮に同
規定の撤廃について措置が難しい合理的な
理由があるとすれば、少なくとも雇用対策臨
時特例法による中高年労働者に対する制限
期間の延長措置を恒久化することを要望す
る。

人材派遣事業の拡充に繋がる。

近々施行される派遣法の改正により、法で
定められた26業務は派遣期間制限がなくな
るものの26業務以外の自由化業務には期間
制限がある。45歳以上の中高年労働者につ
いては業務内容に関わらず3年までの派遣
ができるが、平成17年3月31日までの時限措
置であり延長見込みはない。派遣の業務
ニーズは多様化しており（特に中高年）、26
業務にあてはまらない職種も多く、制限が人
材活用の足枷となっている。また、派遣3年
経過後、派遣先には派遣者の直接雇用の努
力義務が課せられている。直接雇用をする
か否かは当事者間で決められるべきであ
り、直接雇用を努力義務とする規制は派遣
社員を失う派遣会社の立場を全く考慮してい
ない。

労働者派遣事業の適正な運
営の確保及び派遣労働者の
就業条件の整備等に関する
法律第40条の2

厚生労働省

5111 5111006 社団法人日本
自動車工業会 11

労働者派遣法における派遣
期間制度の見直し（通常派
遣）

特定２６業種についての派遣期間の規制は
無くなったが、他の業種は３年に規制されて
いる。全ての業種について派遣期間の規制
を無くすことを要望する。

特定２６業種以外については、３年を超える
期間継続して労働者を派遣することは出来
ない。

業務量の変化に対して、フレキシブルに対応
出来ない。また、短期のみならず、中長期の
派遣社員を活用するニーズに対応できな
い。

労働者派遣法第４０条の２ 厚生労働省

・本項目は、以前から要望しているが、引続
き検討いただきたく再要望する。

・重点要望項目
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様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900159 職業紹介事業の取扱職業の
見直し 職業安定法３２条の１１

有料職業紹介事業者の取扱職業は、港湾
運送業務に就く職業、建設業務に就く職業
以外のすべての職業とされている。

ｃ Ⅰ

○　建設業務の職業については、労働者と
の間で支配従属関係が実態的に存在し、労
働者供給と明確に区分し得ない形で職業紹
介が行われるおそれが強く、又、港湾運送
業務の職業については、港湾労働法に基づ
く特別の労働力需給調整システムがあるこ
と等から、有料職業紹介事業の取扱職業と
することは適当でない。

①建設業において労働者派遣を可能とする
ため、支配従属関係の防止措置を設けるこ
とを検討することの可否について、その理由
も含めて回答いただきたい。
②港湾運送業務について労働者派遣を可能
とするため、港湾労働法に基づく労働力需
給システムを見直すことの可否について、そ
の理由も含めて回答いただきたい。

ｃ Ⅰ

○　強制労働、中間搾取等支配従属関係による弊
害は現に法律で防止措置が講じられているもの
の、それらが発生するおそれは未だ払拭されてお
らず、悪質ブローカーが労務供給者等として介入
することを防ぐためにも、建設業務の職業につい
て、有料職業紹介事業の取扱職業の範囲に含め
ることは適当でないと考える。
○　港湾労働法に基づく労働力需給調整のシステ
ムは、平成９年１２月の行政改革委員会最終意見
における「港湾運送事業においては、港湾運送の
効率化（コスト削減、サービス向上）を求めれば、
港湾運送の安定化（労働関係の安定化等）が損な
われるという懸念もあるため、この２つの目標をど
のようにバランスをとって解決するかという視点も
重要」であり、「安定した労働関係の確保を前提と
した効率的な経営、就労体制の確立」、「悪質な労
務供給事業者の参入の防止」等を図るべきとの提
言を踏まえ、労使合意の下に、改正港湾労働法
（平成１２年１０月１日施行）により、港湾労働者派
遣制度の創設等が行われたものである。
○　また、改正港湾労働法の施行から３年を経過
したことから、法の附則に基づき、労働政策審議
会において、制度の検討が行われ、公労使全会一
致で、現行の港湾労働法の「基本的な枠組みを維
持」した労働力需給調整を行うこととし、港湾労働
者派遣制度については「有効活用の促進の観点
から」改善を図るべきとの結論が得られた（平成１
６年１月８日）ところであり、提案の内容について
は、公労使ともに理解を得られる状況になく、港湾
における秩序に深刻な混乱を生じさせ、我が国の
貿易及び経済活動に深刻な影響を与えるおそれ
が強いため、これを実施することは困難である。

5072012 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

z0900159 職業紹介事業の取扱職業の
見直し 職業安定法第３２条の１１

有料職業紹介事業者の取扱職業は、港湾
運送業務に就く職業、建設業務に就く職業
以外のすべての職業とされている。

ｃ Ⅰ

○　建設業務の職業については、労働者と
の間で支配従属関係が実態的に存在し、労
働者供給と明確に区分し得ない形で職業紹
介が行われるおそれが強く、又、港湾運送
業務の職業については、港湾労働法に基づ
く特別の労働力需給調整システムがあるこ
と等から、有料職業紹介事業の取扱職業と
することは適当でない。

①建設業において労働者派遣を可能とする
ため、支配従属関係の防止措置を設けるこ
とを検討することの可否について、その理由
も含めて回答いただきたい。
②港湾運送業務について労働者派遣を可能
とするため、港湾労働法に基づく労働力需
給システムを見直すことの可否について、そ
の理由も含めて回答いただきたい。

ｃ Ⅰ

○　強制労働、中間搾取等支配従属関係による弊
害は現に法律で防止措置が講じられているもの
の、それらが発生するおそれは未だ払拭されてお
らず、悪質ブローカーが労務供給者等として介入
することを防ぐためにも、建設業務の職業につい
て、有料職業紹介事業の取扱職業の範囲に含め
ることは適当でないと考える。
○　港湾労働法に基づく労働力需給調整のシステ
ムは、平成９年１２月の行政改革委員会最終意見
における「港湾運送事業においては、港湾運送の
効率化（コスト削減、サービス向上）を求めれば、
港湾運送の安定化（労働関係の安定化等）が損な
われるという懸念もあるため、この２つの目標をど
のようにバランスをとって解決するかという視点も
重要」であり、「安定した労働関係の確保を前提と
した効率的な経営、就労体制の確立」、「悪質な労
務供給事業者の参入の防止」等を図るべきとの提
言を踏まえ、労使合意の下に、改正港湾労働法
（平成１２年１０月１日施行）により、港湾労働者派
遣制度の創設等が行われたものである。
○　また、改正港湾労働法の施行から３年を経過
したことから、法の附則に基づき、労働政策審議
会において、制度の検討が行われ、公労使全会一
致で、現行の港湾労働法の「基本的な枠組みを維
持」した労働力需給調整を行うこととし、港湾労働
者派遣制度については「有効活用の促進の観点
から」改善を図るべきとの結論が得られた（平成１
６年１月８日）ところであり、提案の内容について
は、公労使ともに理解を得られる状況になく、港湾
における秩序に深刻な混乱を生じさせ、我が国の
貿易及び経済活動に深刻な影響を与えるおそれ
が強いため、これを実施することは困難である。

5074011 カナダ 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 149 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900159 職業紹介事業の取扱職業の
見直し

z0900159 職業紹介事業の取扱職業の
見直し

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5072 5072012 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11 人材派遣可能職種に係る規

制の撤廃

EUは引き続き、職業紹介所や人材派遣会社
が扱うことができる職種に対する規制を撤廃
することを要請する。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

1.1.海外直接投資(FDI)につながるようなビジ
ネス環境のさらなる改善

並びに、

1.1.3.人的資源

による。

厚生労働省

5074 5074011 カナダ 11 職業紹介事業に係る取扱い
可能職種の制限の撤廃

職業紹介事業者が取り扱い可能な職種に関
わるすべての制限を撤廃する。

カナダは､近年、職業紹介事業者又は人材
派遣事業者が扱える職種の範囲が拡大した
ことを歓迎しています。特に、製造業を含め
た「労働基準法」の改正は、雇用市場の柔軟
性を拡大する日本政府の前向きな意図を実
証するものであると考えます。しかし、カナダ
は、職業紹介事業者が扱える職種をすべて
の業種に拡大し、カナダ企業が求める適切
な従業員の雇用が容易になるよう要請致し
ます。

厚生労働省
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様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900160 労働者派遣事業の適用対象
業務の見直し

労働者派遣法施行令第４条
第２５号
労働者派遣事業関係業務取
扱要領第９　４(3)ホ(25)

・　専門的な知識、技術又は経験や特別な
雇用管理を必要とする業務であって政令で
定める業務（いわゆる「２６業務」）について
は、派遣期間の１年の制限が適用されない
こととなっている。
・　平成１４年３月の労働者派遣法施行令の
改正により、２６業務に金融商品の営業関係
の業務が追加されたところ。

ｃ Ⅱ・Ⅳ

○　労働者派遣法施行令第４条第25号にお
いて規定されている「金融商品の販売等に
関する法律第２条第１項に規定する金融商
品の販売の対象となるもの」を金融商品の
営業関係の業務の対象としていることは、
「その業務を迅速かつ的確の遂行するため
に専門的な知識、技術又は経験を必要とす
る業務」であって、「当該業務に係る労働者
派遣が労働者の職業生活の全期間にわた
るその能力の有効な発揮及びその雇用の安
定に資すると認められる」業務の対象として
適切なものであると考えている。
○　労働者派遣事業関係業務取扱要領にお
いて例示されている資格については、専門
的な知識、技術又は経験を必要とする業務
を遂行するのに必要な資格の例示として
は、適切なものとして考えている。ただし、例
示した資格を有しなくても、これに相当すると
認められる者について、例示された資格を有
する者に含めて考えることは、上記要領にお
いて明示している通りである。
○　２６業務に含めるべき業務については、
専門性などについて具体的に検討すること
が適当であり、具体的な要望、業務の実態
等を踏まえ、必要に応じて検討すべきである
と考えている。

①要望者は、ローン関連商品等についても
専門的知識が要求されることから金融商品
の範囲の見直しを求めており、この見直しの
可否について、その理由も含めて回答いた
だきたい。
②要望者は、労働者派遣事業関係業務取
扱要領に掲示された例示が必要以上に高度
な資格であって労働者派遣事業の円滑な実
施が妨げられているとしており、この点を踏
まえた同要領の見直しの可否について、そ
の理由も含めて回答いただきたい。
③要望者は、債務者等に対する企業再生関
連業務についても26業務に含めるべきとして
おり、この企業再生関連業務を26業務に含
めることの可否について、その理由も含めて
回答いただきたい。

ｃ Ⅱ・Ⅳ

○　現在、労働者派遣法施行令第４条第25号にお
いて規定されている「金融商品の販売等に関する
法律第２条第１項に規定する金融商品の販売の
対象となるもの」を金融商品の営業関係の業務の
対象としていることは、「その業務を迅速かつ的確
に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を
必要とする業務」であって、「当該業務に係る労働
者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるそ
の能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資す
ると認められる」業務の対象として適切なものであ
ると考えている。
○　労働者派遣事業は、その利用の仕方によって
は、安定した雇用機会の確保、長期雇用慣行を前
提とした雇用の安定、職業能力の有効発揮、安定
した労使関係等我が国の雇用慣行に悪影響を及
ぼすおそれもあること等を勘案すると、いわゆる26
業務として、派遣受入期間の制限の対象外とする
ためには、「専門的な知識、技術又は経験を必要
とする業務」としてふさわしい専門性が求められる
ところであり、例示されている資格については、適
切なものとして考えている。ただし、例示した資格
を有しなくても、これに相当すると認められる者に
ついて、例示された資格を有する者に含めて考え
ることは、上記要領において既に明示している通り
であり、この考え方に変更はないため、労働者派
遣事業関係業務取扱要領を見直す必要はないと
考えている。
○　いわゆる26業務に含めるべき業務について
は、専門性などについて具体的に検討することが
適当であり、具体的要望、業務の実態等を踏ま
え、必要に応じて検討すべきであると考えていると
ころであるが、御提案の「ローン関連商品等」に係
る業務や「債務者等に対する企業再生関連業務」
は、様々な業務が含まれ得るものであり、専門性
などについて検討するための具体性に欠け、これ
をもって、いわゆる26業務に含めることの可否に
ついて回答することは困難である。

5030013 社団法人全国
地方銀行協会 11

z0900160 労働者派遣事業の適用対象
業務の見直し

労働者派遣法第４条第１項
労働者派遣法施行令第１条、
第２条

①港湾運送業務、②建設業務、③警備業務
及び④病院等において行われる医業等の業
務以外の業務については、労働者派遣事業
を行うことができる。

a・c Ⅰ・Ⅱ

○　平成１６年３月１日から病院等において
行われる医業等の業務について、事前に派
遣労働者が特定可能な紹介予定派遣であ
れば行うことができることとなる予定である。
○　その他の港湾運送業務等については、
特別な労働力需給調整制度があること、労
働者派遣制度を導入することは請負関係の
混乱を招くなど雇用の改善の妨げとなるこ
と、業務の適正実施に問題が生ずること,な
どから、労働者派遣事業を行うこととするこ
とは適当でない。

要望者は、有料職業紹介事業者の取り扱う
ことのできる業種制限の撤廃を求めており、
このことについても回答されたい。

a・c Ⅰ・Ⅱ

○　建設業務の職業については、労働者と
の間で支配従属関係が実態的に存在し、労
働者供給と明確に区分し得ない形で職業紹
介が行われるおそれが強く、又、港湾運送
業務の職業については、港湾労働法に基づ
く特別の労働力需給調整システムがあるこ
と等から、有料職業紹介事業の取扱職業と
することは適当でない。（z0900159で上記の
ように回答済）

5072012 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 21

z0900160 労働者派遣事業の適用対象
業務の見直し

労働者派遣法第４条第１項
労働者派遣法施行令第１条、
第２条

①港湾運送業務、②建設業務、③警備業務
及び④病院等において行われる医業等の業
務以外の業務については、労働者派遣事業
を行うことができる。

a・c Ⅰ・Ⅱ

○　平成１６年３月１日から病院等において
行われる医業等の業務について、事前に派
遣労働者が特定可能な紹介予定派遣であ
れば行うことができることとなる予定である。
○　その他の建設業務等については、労働
者派遣制度を導入することは請負関係の混
乱を招くなど雇用の改善の妨げとなること、
業務の適性実施に問題が生ずることなどか
ら、労働者派遣事業を行うこととすることは
適当でない。

①建設業において労働者派遣を可能とする
ため、支配従属関係の防止措置を設けるこ
とを検討することの可否について回答いただ
きたい。
②要望者は｢警備業」についても派遣を認め
ることを要望しており、この点について検討
のうえ、ご回答いただきたい。

a・c Ⅰ・Ⅱ

○　強制労働、中間搾取等支配従属関係に
よる弊害は現に法律で防止措置が講じられ
ているものの、それらが発生するおそれは未
だ払拭されておらず、悪質ブローカーが労務
供給者等として介入することを防ぐために
も、建設業務について労働者派遣事業の適
用対象業務とすることは適当でないと考え
る。
○　警備業務については、請負形態により
業務を処理することが警備業法上求められ
ており、労働者派遣を認めた場合、その業務
の適正実施に問題が生ずることから、労働
者派遣事業の適用対象業務とすることは適
当でないと考える。

5078006 東京商工会議
所 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 151 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900160 労働者派遣事業の適用対象
業務の見直し

z0900160 労働者派遣事業の適用対象
業務の見直し

z0900160 労働者派遣事業の適用対象
業務の見直し

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5030 5030013 社団法人全国
地方銀行協会 11 子会社における労働者派遣

事業に係る規制の緩和

労働者派遣事業に関して、a.専門的な知識・
技術や特別な雇用管理を必要とする業務で
あって政令で定める業務（いわゆる26業務）
に係る規定等の見直し、b.事前面接の禁止
規制の緩和、の措置を講じる。

ａ：労働者派遣法施行令第４条第25号におい
て、「金融商品の営業関係の業務」に係る金
融商品の範囲を「金融商品の販売等に関す
る法律第２条第１項に規定する金融商品」に
限定しているが、これらの金融商品以外にも
専門的な知識を必要とする商品は多く存在
するため（ローン関連商品等）、ここでの金融
商品の定義を見直すべき。また、労働者派
遣事業に関する実務指針においては、金融
商品の営業関係の業務を行う派遣労働者に
求められる専門知識のレベルとして、証券一
種外務員資格等の必要以上に高度な資格
を例示しているが、これにより円滑な労働者
派遣事業の実施が阻害されている面もある
ため、これらの資格の例示を見直すべき。加
えて、債務者等に対する企業再生関連業務
についても26業務に含めるべき。
b：派遣に先だって派遣労働者と面接するこ
とが禁止されているため、当該労働者の能
力や適性を事前に見極めることができないと
いう弊害が生じている。

労働者派遣事業の適正な運
営の確保及び派遣労働者の
就業条件の整備等に関する
法律 第40条の２、同施行令
第４条第25号・ 労働者派遣
事業に関する実務指針（労働
者派遣事業関係業務取扱要
領）第９－４－(25)、派遣先が
講ずべき措置に関する指針
（平成11年労働省告示第138
号）第２－３

厚生労働省
別添の全国地方銀行協会「総合規制改革会
議への規制緩和要望事項」(平成15年９月19
日提出済)参照

5072 5072012 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 21 人材派遣可能職種に係る規

制の撤廃

EUは引き続き、職業紹介所や人材派遣会社
が扱うことができる職種に対する規制を撤廃
することを要請する。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

1.1.海外直接投資(FDI)につながるようなビジ
ネス環境のさらなる改善

並びに、

1.1.3.人的資源

による。

厚生労働省

5078 5078006 東京商工会議
所 11 労働者派遣法の改正

「物の製造」業務に限り当面上限が1年に限
定されているが、3年に延長すべきであり、
「医療」（一部は解禁済）、「警備」、「建設」も
原則対象業務に加えるべきである。また、派
遣労働者からも撤廃要望の強い「労働者の
特定行為の禁止」についてもさらなる見直し
が必要である。

企業が柔軟な雇用戦略を展開するうえで、
労働者の多様な就業ニーズにも適う労働者
派遣への期待は高い。今回の法改正後も残
る不合理な規制を撤廃し、企業の雇用拡大
を期すことが重要である。また特定行為の禁
止を撤廃し、無用なミスマッチを回避する必
要がある。

警察庁
厚生労働省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 152 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900161 病院等における医療関連業
務への労働者派遣の解禁

○労働者派遣事業の適正な
運営の確保及び派遣労働者
の就業条件の整備等に関す
る法律（昭和６０年法律第８８
号）第４条第１項第３号
○労働者派遣事業の適正な
運営の確保及び派遣労働者
の就業条件の整備等に関す
る法律施行令（昭和６１年政
令第９５号）第２条

医療機関における労働者派遣については、
紹介予定派遣以外の方式は認められない。 Ｃ Ⅱ

○医療機関における労働者派遣について
は、医療機関が派遣労働者を事前に特定で
きないことなどから、医療資格者間の適切な
連携に支障が生じることなどが懸念される。
○先般の労働者派遣法の改正により、紹介
予定派遣については、派遣就業開始前の面
接、履歴書の送付等が可能となったため、
「医療分野における規制改革に関する検討
会」等において、紹介予定派遣であれば派
遣労働者を事前に特定できることなどから、
医療機関に導入しても差し支えないとの結
論が出されものである。
○したがって、派遣労働者を事前に特定でき
ない紹介予定派遣以外の派遣については、
現時点において解禁することは適当でない。

5021002
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0900162
派遣元事業主から派遣労働
者に対するＥメール等による
通知の解禁

○　労働者派遣事業の適正
な運営の確保及び派遣労働
者の就業条件の整備等に関
する法律（昭和60年法律第88
号）第34条
○　労働者派遣事業の適正
な運営の確保及び派遣労働
者の就業条件の整備等に関
する法律施行規則（昭和61年
労働省令第20号）第25条

派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする
ときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る
派遣労働者に対し、明示すべき事項を記載
した書面を交付しなければならない。

ｃ Ⅲ

派遣労働者の就業をめぐるトラブルを防止
するためには、具体的な就業条件が予め確
実に明示されることが必要であり、そのため
には、真正性に疑いの生じる余地の少ない
等の観点から、書面によることが必要であ
る。

要望者は、派遣労働者への迅速な連絡通知
が可能となるよう、派遣元から派遣労働者へ
の通知についてEメールやFAXによるものを
認めることを要望しているものである。また、
２００４年３月1日に施行される改正労働者派
遣法において、派遣元と派遣先との間ではE
メールやFAXによる通知が認められることと
なっており、真正性上の問題については解
消されている。
このことを踏まえ、派遣労働者の同意を前提
にEメールやFAXによる通知を認めるべきと
考えるが、見解如何。

ｃ Ⅲ

　派遣労働者の就業をめぐるトラブルを防止
し、派遣労働者の保護を図るためには、事
業者間の通知に比して一段の確実性等が求
められ、書面によることが不可欠である。

5021020
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0900163 食品品質表示基準の統一 食品衛生法第11条、施行規
則第5条

公衆衛生の見地から、販売の用に供する食
品もしくは添加物については、次の基準に合
う表示を行うこととしている。　　　　　　　名
称、賞味期限、製造所又は加工所の所在地
又は、製造者又は加工者及び添加物等の
記載。

ｅ

加工年月日の表示義務づけは自治体が独
自に行っているもので、自治体の消費者保
護行政の一環として消費者に食品に関する
より豊富な情報を提供するものであり、食品
衛生法の趣旨にも反するものではないと考
えている。なお、食品衛生法では、食品によ
る健康危害防止の観点及び多様化する製
造過程に対応するため、例えば平成７年より
製造年月日表示を期限表示に変更してい
る。

5015017 日本チェーン
ストア協会 11

z0900164 細菌の基準の統一 食品衛生法第７条

食品衛生法第７条に基づき、厚生労働大臣
は食品等の成分等について公衆衛生上必
要と考えられる規格基準を定めることがで
き、営業者はこの規格を遵守しなければなら
ない。都道府県等ではこれらの基準への適
合性を含め、国内の食品営業施設に対する
監視指導を行っているが、その際、非加熱そ
うざい等法で成分規格の規定がない食品等
について、独自に指導基準等を定め、営業
者に対し衛生指導を行う際の目安としている
場合がある。

ｅ・b Ⅳ

本要望は、都道府県等が独自に定めている
衛生基準（指導を行う際の目安となる指導基
準）の統一を求めるものであるが、都道府県
等の指導等の現状について調査した上で、
どのような対応が可能か検討してまいりた
い。

回答では、「都道府県等の指導等の現状に
ついて調査した上で、どのような対応が可能
か検討してまいりたい。」とのことであるが、
平成１６年度までに当該対応について検討
を終了し、措置することの可否について、改
めて検討されたい。

ｂ Ⅳ

本要望は、都道府県等が独自に定めている
衛生基準（指導を行う際の目安となる指導基
準）の統一を求めるものであるが、要望者か
ら事実関係を聴取した上で、平成１６年度内
に都道府県等に対して当該事項について調
査を行い、措置の要否及び作業量から見て
措置が可能かどうか判断する。

5015018 日本チェーン
ストア協会 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 153 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900161 病院等における医療関連業
務への労働者派遣の解禁

z0900162
派遣元事業主から派遣労働
者に対するＥメール等による
通知の解禁

z0900163 食品品質表示基準の統一

z0900164 細菌の基準の統一

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021002
社団法人日本
経済団体連合
会

11 派遣対象業務の拡大と派遣
期間制限のさらなる見直し

①派遣業務規制の緩和をさらに進めるべき
である。なお、総合規制改革会議「規制改革
推進のためのアクションプラン・12の重点検
討事項に関する答申」（平成15年7月15日）
では、「医師･看護師等については、その不
足が地域によってはとくに深刻化する中、
（中略）紹介予定派遣の方式にとどまらず、
通常の派遣方式についても、その解禁を図
るべき」とされており、病院･診療所等への医
療関係業務の派遣については、全面解禁の
方向で早期に結論を得て実施すべきであ
る。
②派遣期間制限について、専門26業務や自
由化された業務、物の製造への派遣業務な
ど、業務別に期間制限を設けるのではなく､
制度を一本化し、派遣期間制限は原則撤廃
すべきである。とくに、物の製造業務につい
ては、法施行後３年を待たずに早期に派遣
期間の１年制限を撤廃すべきである。

　労働者の就業意識および企業の雇用ニー
ズの多様化が進んでおり、労働者の働き方
の選択肢を広げ、雇用機会の創出･拡大の
ため、現在の規制を見直す必要がある。

労働者派遣事業の適切な運
営の確保及び派遣労働者の
就業条件の整備等に関する
法律第４条･附則４項
労働者派遣法施行令第２条

厚生労働省

①2003年６月に成立した改正労働者派遣法
において、これまで労働者派遣が認められ
ていなかった５業務のうち、物の製造業務の
みが派遣対象業務と認められたが､他の業
務については引き続き禁止となっている。
なお、医療関係業務については、政府の「経
済財政運営と構造改革に関する基本方針
2003」では、「紹介予定派遣の方式により行
うことを可能とし、平成15年度中に実施する」
とされている。
②派遣期間については、同改正法におい
て、1999年の法改正で解禁された自由化業
務については１年から３年まで、専門的26業
種については無制限とされたが、物の製造
業務については、法施行後３年間は派遣可
能期間が最長１年とされている。

5021 5021020
社団法人日本
経済団体連合
会

11
派遣元事業主から派遣労働
者に対する通知等のＥメール
等の解禁【新規】

　派遣元事業主から派遣労働者に対する書
面交付にかえて、ＦＡＸないしＥメールでの通
知を可能とすべきである。

　派遣先から派遣元事業主への通知、派遣
元事業主から派遣先への通知については、
労働政策審議会建議「労働者派遣事業制度
等の改正について」（平成14年１2月26日）で
は、「派遣先から派遣元事業主への通知及
び派遣元事業主から派遣先への通知で、現
在､書面によることとされているものについて
は、事業者の負担を軽減し、迅速な事業運
営を可能とする観点から、ファックスや電子
媒体による通知も可能とすることが適当」と
され、ファックスや電子媒体での通知が認め
られる方向で検討されているが､派遣元事業
主から派遣者への通知等についても、ファッ
クスや電子媒体、Ｅメールの活用が認められ
れば、事業主負担の軽減、迅速な連絡等に
よる業務効率の改善が期待できる。

労働者派遣事業の適切な運
営の確保及び派遣労働者の
就業条件の整備等に関する
法律（労働者派遣法）第34条
労働者派遣法施行規則第25
条
改正労働者派遣法第34条第
2項､第35条の２第２項

厚生労働省

　派遣元事業主は労働者派遣をしようとする
時には､あらかじめ派遣労働者に対し、書面
交付によって就業条件を明示しなければな
らない。また、2003年６月に成立した改正労
働者派遣法では、派遣元事業主は派遣労働
者に対して派遣期間制限に抵触することとな
る最初の日を明示しなければならず、さら
に、派遣停止通知もしなければならないこと
となったが、その際書面で交付することが求
められる予定である。

5015 5015017 日本チェーン
ストア協会 11 ・食品品質表示基準の統一 ・食品に関する地方条例に基く品質表示基

準の廃止又は国レベル基準との一体化

・ 改正JAS法等による国レベルでの品質表
示基準が整備されたことにより、地方レベル
での品質表示基準は、その地方の特産物表
示等に関することは別として、必要性は乏し
く、逆に自治体特有の上乗せ規制が企業の
広域的で自由な経済活動が経済活動の阻
害となる場合がある。
・ 国政レベルで定められた法律を根拠とす
る基準のある事項については条例規制の廃
止、もしくは国レベルの基準と同等にすべき
である。

・ 消費者保護基本法に基く自治体の消費者
保護行政の一環として、種々の食品につい
て独自の品質表示基準を制定している自治
体が大消費圏を中心に多々ある。
・ この独自基準の中に、国の基準への上乗
せ等で自治体間で異なる。
 ＜例＞
 カット野菜・カットフルーツの日付に関する表
示基準
（国）　　 消費期限
（東京） 　消費期限   加工年月日
（大阪、神戸） ※カットフルーツのみ表示義
務消費期限、加工年月日

・農林物資の規格化及び品
質表示の適正化に関する法
律
・食品衛生法

農林水産省
厚生労働省

5015 5015018 日本チェーン
ストア協会 11 ・細菌の基準の統一 ・地方自治体における細菌指導基準の統一 ・地方自治体によって指導基準が異なってい

るため、徹底した商品管理が行い難い。

・食品衛生法で細菌基準が定められていな
い未加熱惣菜等について、都道府県単位で
指導基準が定められている。同一商品につ
いて都道府県による基準の差が大きすぎる
ので、統一していただきたい。
  (例)
  大腸菌群の基準格差生野菜サラダの陰性
の基準
・新潟県
　検出された菌の数10以下
・東京都
  検出された菌の数3,000以下

・食品衛生法 厚生労働省

　 　

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 154 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900165 食品営業許可関連の申請、
届出書類の統一 食品衛生法第２１条

食品衛生法第２１条に基づき、政令で定めら
れた営業を営もうとする者は、都道府県知事
等の許可を得なければならない。申請様式
については、標準的な様式が通知により示
されている。なお、本業務は、平成１２年４月
から自治事務とされている。

ｅ・ｄ Ⅳ

営業許可に係る事務は現在、都道府県等の
自治事務に属するものであることから、一律
に規制することは困難と考えているが、具体
的事例について情報の提供があれば、必要
に応じ都道府県に対して技術的助言を行う。
なお、営業許可申請に係る申請書の統一化
については、平成７年３月に閣議決定された
規制緩和推進計画を踏まえ、各都道府県に
対し、許可申請書類の全国的な標準化・簡
素化を図る観点から、標準的な申請書様式
を示し、この様式への移行を要請していると
ころ（平成７年９月２７日付け厚生省生活衛
生局食品保健課長通知）である。

営業許可申請に係る申請書の統一化につ
いて、改めて通達等により各都道府県に要
請するべきと考えるが、見解如何。

a Ⅳ

平成７年にすでに標準的な申請書様式を示
しているところであるが、営業許可申請に係
る申請書の統一化について再度都道府県等
に対して要請する通知を発出する。

5015027 日本チェーン
ストア協会 11

z0900166 認可食品添加物に係る基準
の国際整合化の推進

食品衛生法第６条
食品安全基本法第２４条

食品安全基本法第２４条により食品衛生法
第６条で規定する人の健康を損なうおそれ
がない場合を定めようとするときには、食品
安全委員会の意見を聴かなければならない
旨が規定されており、食品添加物の指定に
当たっては、必要な資料を添付して具体的
要請のあった品目ごとに、食品安全委員会
において食品健康影響評価を行った後、薬
事・食品衛生審議会においてリスク管理措
置として指定の是非等、具体的な検討を行
う。

ｄ Ⅲ

１．食品添加物については、欧米と同様に食
品衛生法により厚生労働大臣が指定したも
の以外は食品への使用を禁止する制度を採
用している。また、新たな添加物指定にあ
たっては、「食品添加物の指定及び使用基
準改正に関する指針」に基づく毒性試験等
のデータを添えた事業者からの要請に基づ
いて検討している。
２．しかしながら、事業者からの要請を受け
て指定の可否を検討する方法に加え、国際
整合性に鑑み、昨年、国際的な専門家会議
（JECFA）において安全性が確認され、か
つ、欧米諸国において使用が広く認められ
ている添加物については、企業からの指定
の要請の有無にかかわらず、指定に向けた
検討を行うこととした。
３．関係業界や諸外国の意見を聴取し、当
面４６品目と香料について指定に向けた作
業を行うこととしており、資料が整備された品
目から逐次食品安全委員会に食品健康影
響評価（リスク評価）を依頼しているところで
ある。

本年１０月から現在までにポリソルベート類
４品目、ナイシン、ナタマイシン、亜酸化窒素
と香料６品目について、安全性評価資料を
それぞれとりまとめ食品安全委員会に食品
健康影響評価を依頼したところである。

回答では、「国際整合性に鑑み、昨年、国際
的な専門家会議（JECFA）において安全性が
確認され、かつ、欧米諸国において使用が
広く認められている添加物については、企業
からの指定の要請の有無にかかわらず、指
定に向けた検討を行う」としているところであ
るが、１６年度までに指定に向けた検討を終
了し、措置することの可否について、改めて
検討されたい。

ｄ Ⅲ

新たな添加物指定にあたっては、従来は、
「食品添加物の指定及び使用基準改正に関
する指針」に基づく毒性試験等のデータを添
えた事業者からの要請に基づいて検討して
きたが、国際整合性に鑑み、平成１４年７月
に、国際的な専門家会議（JECFA）において
安全性が確認され、かつ、欧米諸国におい
て使用が広く認められている添加物につい
ては、企業からの指定の要請の有無にかか
わらず、指定に向けた検討を行うこととした。
具体的には、一般の添加物と香料に大別し
た上で、グループ分けし、年度毎に文献の収
集、分析、必要な追加試験の実施等を行
い、資料の整備ができたものから食品安全
委員会に食品健康影響評価（リスク評価）を
依頼することとしている。平成１６年１月現
在、一般の添加物７品目、香料６品目につい
て、リスク評価を依頼した。

5072062 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

z0900167
輸入食品における残留農薬
違反時の食品検査率引上げ
等の取扱いの見直し

食品衛生法第１５条

厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発
生を防止するため必要があると認めるとき
は、生産地の事情その他の事情からみて食
品衛生法違反のおそれのある食品等を輸入
する者に対し、当該食品等について、厚生労
働大臣又は指定検査機関の行う検査を受け
るべきことを命ずることができる。（検査命令
制度）
検査命令を受けた場合、検査の結果、当該
食品等が食品衛生法に適合していると判断
されるまでは輸入ができない。
現行では、検査命令は同一輸出国や同一製
造者等から輸出される同一の食品等につい
て法違反が２回以上発見される場合その他
必要があると認められた場合に発動されて
いる。

ｄ

検査命令の発動に際し、食品衛生法違反の
原因が判明してない場合には、違反食品が
我が国に輸入されることを防止する観点か
ら、当該国の同種の品目全体を対象とせざ
るを得ないが、原因究明の結果、他の業者
から輸出される食品には問題がないことが
判断される場合には、検査命令の範囲を限
定して対応している。
また、「輸出国の全体の残留監視システムも
考慮すべき」という指摘については、輸出国
政府により原因究明や再発防止対策が図ら
れた場合に、検査命令の運用にあたって考
慮することにより対応しているところである。

5073004 オーストラリア 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 155 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900165 食品営業許可関連の申請、
届出書類の統一

z0900166 認可食品添加物に係る基準
の国際整合化の推進

z0900167
輸入食品における残留農薬
違反時の食品検査率引上げ
等の取扱いの見直し

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5015 5015027 日本チェーン
ストア協会 11 ・食品営業許可関連の申請、

届出書類の統一

・食品営業許可関連の申請書・届出書様式
の統一化
・市町村によりまちまちな申請書・届出書の
様式統一化

　・様式統一しインターネット等に掲載してい
ただき、事務負担を軽減していただきたい。

・現状、許可（登録）申請書の書式は各自治
体に よって不統一であり、事務負担となって
いる。

 ・ 食品衛生法 厚生労働省

5072 5072062 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11 認可食品添加物に係る基準

の国際整合化の推進

①EUは日本政府が適用可能な国際的な規
格―コーデックス規格―に沿って認可食品
添加物のリストを近代化し、食品添加物に関
するFAOとWHOの共同専門家委員会
（JECFA）、ECの食品に関する科学委員会ま
たは欧州食品安全機関のような評価機関に
よって安全であると認可された香料を受け入
れることを強く要望する。
②日本が国際規格と慣行にできるだけ早く
追いつくために、EUは日本政府が、早期に
承認すべき物質を掲げた厚生労働省のリス
ト（2003年1月9日）にある38の食品添加物お
よび香料を優先的に承認することを要望す
る。一つひとつ、あるいはグループ毎の承認
では、検討プロセスが非能率的なので、これ
らの物質は一括承認されるべきである。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

2.3.1.国際基準の促進／食品安全および農
産物／食品添加物および香料

による。

厚生労働省

5073 5073004 オーストラリア 11
輸入食品における残留農薬
違反時の食品検査率引上げ
等の取扱いの見直し

①日本は残留基準違反の製造業者につい
てのみ輸入規制を適用することを検討する
べきである。
②日本は食品製造業者への処罰を適用す
る際、輸出国の全体の残留監視システムも
考慮するべきである。
③食品衛生基準違反については、製品に関
わる特定の国からの全ての製造業者を検査
対象とする前に、日本も(他の国々と同様に)
違反に対するスライド制を採用すべきであ
る。

残留農薬、動物医薬品等の違反事項に関す
る現行の食品衛生法の運用の基では、一製
造業者の引き起こした問題がその食品を扱
う全ての製造業者を巻き込んで処罰すること
になる。オーストラリアは、この日本の対処
法は適応されている国際基準の不適切な読
み違いに基づいていると考える。CODEXの
食品に関する輸入管理システムは残留農薬
に関わる原因”source”を規制することを勧
告している。オーストラリアは、原因とは、産
業または国のシステミックな問題であるとい
う客観的基準に基づいた証拠がなければ、
個々の製造業者の問題であると解釈してい
る。我々はオーストラリアの解釈が確かなも
のであると主張するとともに、また、日本の
食品衛生の目的を遂行をも促進させる。
残留農薬違反に対する日本の一元的なアプ
ローチは、国家間、産業間、製造者間の残
留処置の固有の違いが有ることを考慮して
いない。他の先進諸国で採用されている類
似しているシステムは、スライド制の適応で
ある。例えば、過去においてオーストラリア
の輸入食品基準を満たしてきた記録のある
製造業者に対しては、ほとんどの種類の食
品について検査率を漸次１００％から５％ま
で引き下げられる。

厚生労働省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 156 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900168
カップ自動販売機で取り扱う
ことが可能なカップの基準の
見直し

食品衛生法第７条

清涼飲料水を販売する際に用いる容器は、
未使用の紙製等であってかつ殺菌等され、
使用されるまでに汚染されるおそれのないよ
うに取り扱われたものでなければならないと
定められている。なお、コップ販売式自動販
売機で清涼飲料水を販売する営業を営もう
とする者は、都道府県が条例で定める基準
を満たし、都道府県知事等の許可を得なけ
ればならない。

ｄ Ⅳ

コップ販売式自動販売機で清涼飲料水を販
売する際に、購入者が自ら用意した容器を
使用すること自体は必ずしも禁じられたもの
ではないため、この旨都道府県等に対し周
知する。
なお、営業に当たっては、その容器により自
動販売機内部を汚染し、購入者本人及び他
の購入者の健康を損なうことがないよう、都
道府県が条例で定める基準及び機体の衛
生的な管理のために指導を遵守する必要が
ある。

　回答では、「購入者が自らが用意した容
器」とあるが、要望者が例示したような「カッ
プ（陶器等）」に限らず、水筒やデカンタな
ど、形状に関わらず、購入者が清潔であると
判断できるものであれば形状に関わらず使
用可能か否か、明示されたい。
　また、「指導を遵守する必要がある」との記
載があるが、従来のカップ自動販売機を用
いる際に遵守すべき指導に加え、新たに遵
守すべき指導があるのであれば併せて明示
されたい。
　なお、回答では「営業に当たっては、その
容器により自動販売機内部を汚染し、購入
者本人及び他の購入者の健康を損なうこと
がないよう、都道府県が条例で定める基準
及び機体の衛生的な管理のために指導を遵
守する必要がある。」としているところである
が、早急に周知すべきであり、対応された
い。
　

ｄ Ⅳ

コップ販売式自動販売機で清涼飲料水を販
売する際に、購入者が自ら用意した容器を
使用すること自体は必ずしも禁じられたもの
ではないため、この旨都道府県等に対し周
知する。
ただし、コップ販売式自販機での一回の販売
量はその場で飲みきることができる量が想
定されているが、水筒やデカンタなどご指摘
のような容量の大きな容器が使用されるよう
であれば衛生上の問題の有無について検討
したい。
なお、営業に当たっては、その容器により自
動販売機内部を汚染し、購入者本人及び他
の購入者の健康を損なうことがないよう、都
道府県が条例で定める基準及び機体の衛
生的な管理のために指導を遵守する必要が
あり、取出口を清潔に保つことなど指導すべ
き事項についても周知を行うこととしたい。

5021076
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z0900169 外国の適合評価機関の指定
に関する情報の明示

薬事法第２３条の２（平成１７
年施行後）

改正薬事法により医療機器・体外診断薬の
一部は厚生労働省が認定する第三者認証
機関の認証を受ける制度を導入したところ

ｂ Ⅲ

　平成１７年４月より施行される、改正薬事
法（平成１４年７月改正）において、管理医療
機器及び体外診断用医薬品のうち厚生労働
大臣が基準を定めて指定するものについて
は、従来の承認に代わり、公正、公平な第三
者認証機関（法律上では登録認証機関）の
認証を受けることしているが、その登録要件
としては、ISO/IEC Guide62及び65、製造販
売業者からの独立性、第三者認証機関の役
員の欠格条項（薬事にかかわる法令への違
反の有無等）として、法律上規定され、今後
更にその詳細を政省令等で明示していきた
い。

5072056 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

z0900170
乳幼児用衣料におけるホル
ムアルデヒド含有量の検出基
準の見直し

有害物質を含有する家庭用
品の規制に関する法律　第四
条
有害物質を含有する家庭用
品の規制に関する法律施行
規則　第一条

アセチルアセトン法を用いて吸光度を測定す
るとき、出生後24ヵ月以内の乳幼児用衣料
の吸光度差が0.05以下でなければならな
い。

ｅ Ⅲ
アセチルアセトン法による測定で吸光度差
0.05以下という基準であり、ゼロ規制である
との懸念は誤解である。

国際基準との整合性を図ることについての
見解如何。 c Ⅲ

国際的な基準というものは特になく、本基準
の設定は、科学的データを根拠に設定され
たものであり、現時点のデータでは基準を変
更する必要性はないと考える。
なお、基準の表示については海外で用いら
れているppm表示の導入を今年度内に行
い、同時に精度の良い試験方法も導入する
予定。

5074025 カナダ 11

z0900171 化学物質輸入通関時の手続
き簡素化

化学物質の審査及び製造等
の規制に関する法律（第３
条、第１１条）
関税法（第７０条）

化学物質の審査及び製造等の規制に関す
る法律では、あらかじめ届出を行い国による
審査・判定を受けていない新規化学物質や
許可を受けていない第一種特定化学物質の
輸入を制限しており、これらを担保するた
め、化学物質の輸入通関時に、輸入者に対
して、当該化学物質に係る官報告示の類別
整理番号等の明示又は判定通知書の写し
等の提出を求め、輸入を認めて差し支えな
い化学物質かどうかの審査を行っている。

ｃ

  化学物質の審査及び製造等の規制に関す
る法律（以下「化審法」という。）においては、
ポリ塩化ビフェニルのような性状を有する化
学物質による環境の汚染を未然に防止する
ため、新規化学物質の製造又は輸入に際し
事前にその性状を審査する制度が設けられ
るとともに、第一種特定化学物質に指定され
た化学物質に対しては許可制とし、それらの
輸入を制限している。
　このため、化学物質を輸入しようとする者
は、輸入しようとする化学物質が化審法によ
る輸入制限の対象となっているものかどうか
について、これを明らかにする義務を有して
おり、対象に該当しないことを証明するもの
として化学物質に係る官報告示の整理番号
の明示や判定通知書の写し等を提出し、こ
れを証明しなければならない。
　輸入通関時の手続をこうした方式によらず
輸入者の宣言によって行う場合には、輸入し
ようとする化学物質の特定がされていないた
め化審法の規定の遵守状況を判断すること
ができない。このため、要望のとおり措置す
ることは困難である。

経済産業省作成 5079010

社団法人日本
化学工業協会
規制緩和等検
討部会

11

z0900172 官公庁等における請求書様
式の統一化等 -

厚生労働省が行うリース契約におけるリー
ス料の請求書については、指定様式を定め
てない。

ｅ -
厚生労働省が行うリース契約におけるリー
ス料の請求書については、指定様式を定め
てないため、規制自体が存在しない。

- 5086029 社団法人リー
ス事業協会 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 157 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900168
カップ自動販売機で取り扱う
ことが可能なカップの基準の
見直し

z0900169 外国の適合評価機関の指定
に関する情報の明示

z0900170
乳幼児用衣料におけるホル
ムアルデヒド含有量の検出基
準の見直し

z0900171 化学物質輸入通関時の手続
き簡素化

z0900172 官公庁等における請求書様
式の統一化等

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021076
社団法人日本
経済団体連合
会

11
カップ自動販売機で取り扱う
ことが可能なカップの見直し
【新規】

　誤認防止措置（ボタンを押すことにより、明
示的にカップ不要の意思確認をするなど）を
講じたうえであれば、未使用の紙カップだけ
でなく、日常個人が使用しているカップ（陶器
など）を使用できるようにすべきである。

　清涼飲料水の提供にあたり自動的に紙
コップ等を排出するのでなく、利用者の選択
によっては利用者自身が用意した容器を利
用できるようにすることで、コスト削減や省資
源化に資する自動販売機の開発・普及が可
能になる。

食品衛生法
食品、添加物等の規格基準
（昭和34年12月28日　厚生省
告示第370号）

厚生労働省

　「食品、添加物等の規格基準」（昭34年12
月28日　厚生省告示第370号）において、「清
涼飲料水を販売する際に用いる容器は、未
使用の紙製、合成樹脂製、合成樹脂加工紙
若しくはアルミニウム箔製容器又は組合せ
容器であって、かつ、殺菌され、又は殺菌効
果を有する製造方法で製造され、使用され
るまでに汚染されるおそれのないように取り
扱われたものでなければならない。」とされ
ているためカップ自動販売機では未使用の
使い捨て紙カップのみを使用している。

5072 5072056 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11 外国の適合評価機関の指定

に関する情報の明示

外国の適合評価機関の指定を認めているす
べての法律に関して、包括的な情報の提供
を望む。その情報は、使いやすい形式で作
成されることを望みたい。すなわち、承認・指
定に関する日本の基準と該当するISO/IEC
基準を対応する形でリストにまとめ、
ISO/IEC基準に対して追加的な日本の要件
が明確にわかるようにされたい。そのような
重要な情報が確実に公表されるひとつの方
法は、日本政府が、（i）所轄大臣が外国の適
合評価機関を承認できることを規定する法
律あるいは施行令、(ii)適合評価機関の承認
に適応される基準、(iii)当該基準のISO/IEC
基準／ガイドラインとの整合性の度合いを一
挙に示したデータベースを作成することであ
ろう。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

2.2.1.国際基準の促進／外国試験・検査機関
の承認

による。

総務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省

5074 5074025 カナダ 11
乳幼児用衣料におけるホル
ムアルデヒド含有量の検出基
準の見直し

カナダは、日本政府が整合的な結果が得ら
れる試験方法を規定するとともに、国際的に
認められた基準に合わせてホルムアルデヒ
ド含有認可基準を変更するよう強く要請致し
ます。

乳幼児用衣料に対して、ホルムアルデヒドの
含有量が検出可能なレベル以下であるかど
うかを調べる厳しい検査基準が課せられて
います。しかし、設定されている基準はあま
りに低く、試験により値が正確に検出できな
いほど厳しいものに思われ、同一のサンプ
ルにおいても異なるテスト結果が生じていま
す。

厚生労働省

5079 5079010

社団法人日本
化学工業協会
規制緩和等検
討部会

11 化学物質輸入通関時の手続
き簡素化

化学物質の輸入時に税関に対し化審法番
号を申告しなければならないが、輸入者が
当該化学製品を構成する全ての化学物質は
化審法に登録済みであることを宣言すること
で通関できる制度に変更して欲しい。

化学製品、特に混合物製品の成分について
はCBI(Confidential Business Information)で
あるケースがある。輸入者がその情報を入
手することが困難であるケースも少なくな
い。米国TSCAの如く、輸入者が輸出者（製
造メーカー）等から製品を構成する全ての化
学物質が化審法に収載されていることの保
証を貰って、輸入者が宣言することによって
輸入可能な制度に変更を望む。

化審法

財務省
厚生労働省
経済産業省
環境省

5086 5086029 社団法人リー
ス事業協会 11 官公庁等における請求書様

式の統一化等

官公庁及び特殊法人等とのリース契約にお
けるリース料の請求書については、官公庁
等の指定様式となっているため、機械処理
ができず事務手間がかかる。このため、リー
ス会社所定の様式の使用を認めるか、官公
庁等の様式を統一化・電子的データによる
請求を可能とすること。

請求書作成・送付事務の機械処理による合
理化が図れる。 全省庁

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 158 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z0900173

賃金債権と労働者の不法行
為により使用者に生じた債権
を持って、労働者の賃金債権
と相殺することは不当である
判例解釈の見直し

労働基準法第２４条

　賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額
を、毎月一回以上、一定の期日を定めて支
払わなければならない。賃金はその全額を
支払わなければならないとするのは、賃金
の一部を控除して支払うことを禁止するもの
であるが、使用者が労働者に対してもつ債
権を自働債権とし、賃金債権を受動債権と
する相殺は控除に当たるため、労働基準法
第２４条第１項に違反するものである。

ｃ Ⅰ

　労働者の賃金については、労働基準法第
２４条において、賃金支払いの五原則（通貨
払いの原則、直接払いの原則、全額払いの
原則、毎月払いの原則及び一定期日払いの
原則）が規定されている。これは、賃金が労
働者にとって重要な生活の糧であることにか
んがみ、労働の対価が完全かつ確実に労働
者本人に支払われることを確保しようとする
ものであり、違反に対しては罰則をもって担
保されている。
　労働者に対する賃金の支払いを留保し、
又は賃金と損害賠償金とを一方的に相殺す
ることは、上記の趣旨に反することとなるた
め、採用しえない。

5123006 社会福祉法人
鞍手会 11

z0910001 障害児施設における調理業
務の外部委託の容認

児童福祉法最低基準（昭和２
３年厚生省令第６３号）第４９
条、第５６条、第６１条、第６９
条、第７３条

障害児施設における調理は、施設の職員に
より行われるものとされているが、特区にお
いては調理業務の外部委託をすることを可
能としている。

ｃ Ⅳ

障害児施設（知的障害児施設、第一種自閉
症児施設、第二種自閉症児施設、知的障害
児通園施設、盲児施設、ろうあ児施設、難聴
幼児通園施設、肢体不自由児施設、肢体不
自由児療護施設及び重症心身障害児施設）
における調理業務については、構造改革特
別区域において、特例措置として外部委託
を可能とすることとしており、当該措置を全
国展開することについては、特区における特
例措置の効果、影響等を評価した上で検討
していくべきである。

回答では特区での実態評価を踏まえ全国展
開を検討とされているが、①要望では、構造
改革特区の対象事業にかかわらず、障害児
施設について成人施設と同様、第三者への
委託を求めるものであり、この点に関する見
解を示されたい。
②上記①を踏まえ、実施に向けた対応策・実
施時期について具体的に検討され、示され
たい。

ｃ Ⅳ

  特区における特例措置について全国展開
することについては、特区における特例措置
の効果、影響等を評価した上で検討していく
べきであると考えており、現在、その前提と
なる評価作業について、検討を行っていると
ころである。
  対応時期は、特区全体のスケジュールに
沿ったものとなるが、詳細については、今
後、特区評価委員会の御意見を踏まえ、決
定してまいりたい。

5145018 東京都 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 159 / 160 厚生労働省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z0900173

賃金債権と労働者の不法行
為により使用者に生じた債権
を持って、労働者の賃金債権
と相殺することは不当である
判例解釈の見直し

z0910001 障害児施設における調理業
務の外部委託の容認

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5123 5123006 社会福祉法人
鞍手会 11

賃金債権と労働者の不法行
為により使用者に生じた債権
を持って、労働者の賃金債権
と相殺することは不当である
判例解釈を緩和する

有資格者である労働者が雇用契約違反で、
使用者の信用を著しく毀損して、財産的損害
を与えた者に対しては、裁判の判決が下り
解決するまでは賃金を留保する事を認め
る。
　労働者と話し合いで和解するまでは、賃金
を裁判所で供託する。

労使協議会等で和解相談が出来る様にす
る。それでも解決しない場合は、裁判所で賃
金を預かり、裁判で判決が下りた時点で労
働者の賃金債権と使用者が労働者の不法
行為で生じた債権を持って相殺する。

政府系金融機関の貸し絞りで融資が行われ
ず、資金繰りがつかず賃金未払いが生じ
て、マスコミで大きく取り上げられて、社会福
祉法人鞍手会デイサービスセンターくらて園
の信用が失衰した。これらの内容を新聞社
に通報したと、ある特定政党名を挙げて理事
長の退任と賃金未払いをあおった。これらの
事をしっている、後任の従業員も賃上げを理
由に職場を放棄したり、利用者には他の施
設へ行くように勧めて、法人に対し財産的損
害、慰謝料的損害を与える事の不法行為を
している。

労働基準法三章第24条

賃金の支払いは賃金債権と
の相殺はできないということ
で禁止されている。

法務省
厚生労働省

昭和36年頃の判決時と時代が変わり、経営
者が労働者の機嫌を伺って仕事をしたり、経
営者より高い賃金（法人の中で高いという意
味で、世間相場より低い）を貰っている。
この様な判決グローバル化社会の今日にお
いて、古い規制である。
これらの問題は監督官庁である厚生労働省
が管理監督しなければならないことであり、
指導責任は逃れられないと思う。

添付資料
第七号　「構造改革活動レポート」
第八号　「社会福祉法人鞍手会理事評議委
員会　議事録内容」　参照

5145 5145018 東京都 11 障害児施設における調理業
務の外部委託の容認

909
(917)

障害児施設における調理業務の外部委託を
認めること。

・身体障害者更生援護施設、知的障害者援
護施設等の調理業務については第三者へ
の委託が可能とされているが、障害児施設
においては施設の職員により行われるもの
とされている。
・肢体不自由児施設及び知的障害児通園施
設については、構造改革特別区域法に基づ
く計画の認定を受けた場合、調理業務の外
部委託が可能となっている。
・しかし、運営面でのより一層の効率化を図
るため、構造改革特区の対象事業にかかわ
らず、障害児施設について成人施設と同
様、第三者への委託を認められたい。

児童福祉法第４５条、児童福
祉施設最低基準、保護施設
等における調理業務の委託
について（昭和62.3.9社施策
38）、構造改革特別区域にお
ける「肢体不自由児施設等に
おける調理教務の外部委託
事業」について（平成15.3.27
障発第0327015号）

厚生労働省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 160 / 160 厚生労働省


